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令和４年第４回大崎町議会定例会会議録（第１号） 

 

令和４年１２月７日 

午前１０時００分開会 

於 会 議 議 場 

１．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（１番，２番） 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 認定第１号 令和３年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定について 

（決算審査特別委員長報告） 

日程第 ６ 認定第２号 令和３年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出 

決算認定について   （総務厚生常任委員長報告） 

   日程第 ７ 認定第３号 令和３年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

算認定について    （総務厚生常任委員長報告） 

日程第 ８ 認定第４号 令和３年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について     （総務厚生常任委員長報告） 

日程第 ９ 認定第５号 令和３年度大崎町水道事業会計決算認定について 

（文教経済常任委員長報告） 

日程第１０ 認定第６号 令和３年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について    （文教経済常任委員長報告） 

日程第１１ 議案第３４号 令和３年度大崎町水道事業剰余金の処分について 

（文教経済常任委員長報告） 

(特) 日程第１２ 議案第３６号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第６号） 

(総) 日程第１３ 議案第３７号 令和４年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号） 

(総) 日程第１４ 議案第３８号 令和４年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算 

（第２号） 

(文) 日程第１５ 議案第３９号 令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第２号） 

(文) 日程第１６ 議案第４０号 令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号） 

日程第１７ 議案第４１号 大崎町議会議員及び大崎町長の選挙における選挙運

動の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定
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について 

日程第１８ 議案第４２号 大崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

日程第１９ 議案第４３号 大崎町町長等の給与等に関する条例及び大崎町議会

議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

日程第２０ 議案第４４号 大崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

日程第２１ 議案第４５号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例の制定について 

日程第２２ 議案第４６号 大崎町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定に

ついて 

(特) 日程第２３ 議案第４７号 大崎町課設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第２４ 議案第４８号 訴えの提起について 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１番 平 田 慎 一 ７番 吉 原 信 雄 

２番 富 重 幸 博 ８番 中 山 美 幸 

３番 稲 留 光 晴 ９番 上 原 正 一 

４番 諸 木 悦 朗 １０番 小 野 光 夫 

５番 宮 本 昭 一 １１番 児 玉 孝 德 

６番 中 倉 広 文 １２番 神 﨑 文 男 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 東   靖 弘 農林振興課長 上 野 明 仁 

副 町 長 千 歳 史 郎 耕 地 課 長 竹 本 忠 行 

教 育 長 穗 園 正 幸 建 設 課 長 時 見 和 久 

会 計管理者 西 髙 和 義 農委事務局長 相 星 永 悟 

総 務 課 長 上 橋 孝 幸 水 道 課 長 本 松 健一郎 

企画調整課長 中 野 伸 一 教委管理課長 岡 留 和 幸 

住民環境課長 松 元 昭 二 社会教育課長 鎌 田 洋 一 
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保健福祉課長 谷 迫 利 弘 税務課長補佐 坂     保 

 

５．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

事 務 局 長 宮 本 修 一 

議 事 係 長 上 床 就 路 

庶 務係主幹 西   ゆかり 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） これより、令和４年第４回大崎町議会定例会を開会いたします。 

これより、本日の会を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 発言の申出 

○議長（神﨑文男君） 日程第１「会議録署名議員の指名」の前に、農林振興課長から、

１０月の臨時会において補正予算の審議の中で質疑に対する答弁において説明不足

の部分があったことの申出がありましたので、会議規則第６４条の規定を準用し、

議長において許可いたします。 

○農林振興課長（上野明仁君） 本年１０月の臨時会におきまして、令和４年度一般会

計補正予算（第４号）の款１０災害復旧費、項１農林水産施設災害復旧費、目１農

林水産施設災害復旧費、節１８負担金，補助及び交付金、農業機械倉庫修繕負担金

５９万４,０００円の増額補正をお願いしていた中で、中山議員から建物の加入保

険会社はどこかの質問に対しましてお答えしておりませんでしたので、この場をお

借りしまして御報告させていただきます。 

確認いたしましたところ、加入保険会社につきましてはＪＡ共済でございました。 

以上で報告を終わります。よろしくお願いします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（神﨑文男君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１番、平田慎一君、及び

２番、富重幸博君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（神﨑文男君） 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

今期の定例会の会期は、お手元に配付してある日程案のとおり、本日から１２月

２２日まで１６日間といたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、会期は本日より１２月２２日までの１６日間と決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 
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○議長（神﨑文男君） 日程第３「諸般の報告」を行います。 

それでは、去る１１月９日に開催されました第６６回町村議会議長全国大会に出

席いたしましたので御報告申し上げます。 

第６６回町村議会議長全国大会でございますが、この大会は全国町村議会議長会

主催により、渋谷区のＮＨＫホールにおいて開催されました。大会では、初めに、

会長挨拶に続き、大会宣言が朗読され、満場一致で採択されました。来賓祝辞とし

て、岸田文雄内閣総理大臣、これは司会者による代読でありました。このほか、細

田博之衆議院議長、長浜博行参議院副議長、荒木泰臣全国町村会会長の挨拶の後、

来賓として大会に臨席された国会議員の方々の紹介がなされました。 

議事に入り、令和５年度の国の予算編成及び施策として、議会の機能強化及び多

様な人材が参画するための環境整備など要望２８件、各地からの要望として９件、

新型コロナウイルス感染症対策及び経済対策に関する特別要望１件が提案され、い

ずれも満場一致で採択されました。また、緊急かつ重要な課題として解決を図る必

要がある３つの案件についての特別決議や、令和５年度豪雪地帯の振興として豪雪

地帯対策の充実強化など要望８件が提案され、いずれも満場一致で採択されました。

なお、実行運動の方法として、国会議員への要望活動等を行っていくことも併せて

採択され、大会は閉会しました。 

大会終了後、引き続き、外交政策研究所代表であり内閣官房参与の宮家邦彦氏に

よる「最新の国際情勢と日本経済に与える影響」と題して、特別講演がありました。

講演内容としては、当時と経営の違いについて、ウクライナ戦争の５つの教訓につ

いてと、幅広く講演があったところであります。 

以上で報告を終わりますが、最後に、議員派遣の報告につきましては、お手元に

配付のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 

これで、諸般の報告は終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 行政報告 

○議長（神﨑文男君） 日程第４「行政報告」を行います。 

これを許可します。 

○町長（東 靖弘君） 令和４年第４回議会定例会に当たり、諸般の行政報告をいたし

ます。 

保健福祉課関係でございます。新型コロナウイルスに対するワクチン接種につい

て、１１月２９日現在で御報告いたします。 

２回目から５回目のそれぞれの状況を申し上げます。まず、ワクチン接種を２回

受けられた方の接種率でございます。全体では約８６％の方が２回目の接種を終え
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ている状況でございます。内訳といたしまして、６５歳以上の高齢者は約９２％の

方が、６４歳以下の方については約８１％の方が２回目の接種を終えております。

３回目の接種率は全体で約７３％でございます。内訳といたしまして、６５歳以上

の高齢者は約８９％の方が、６４歳以下の方については約６１％の方が３回目の接

種を終えております。４回目の接種率は全体で約４９％でございます。内訳といた

しまして、６５歳以上の高齢者は約７７％の方が、６４歳以下の方については約３

０％の方が４回目の接種を終えております。５回目の接種率は全体で約１１％でご

ざいます。内訳といたしまして、６５歳以上の高齢者は約２３％の方が、６４歳以

下の方については約２％の方が５回目の接種を終えております。３回目から５回目

の接種者の中で、オミクロン株対応ワクチンを打っている方は２,５９４名で、全

体の約２５％でございます。 

また、５歳から１１歳の小児でございますが、ワクチンを２回受けられた方は約

２４％、３回受けられた方は約６％でございます。なお、生後６か月から４歳の乳

幼児でございますが、現段階での接種実績はございません。引き続き、医療機関を

はじめ、関係者の御協力をいただきながら、希望する町民の皆様への接種を進めて

まいります。 

以上で、報告を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これで、行政報告は終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 認定第１号 令和３年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定について 

○議長（神﨑文男君） 日程第５、認定第１号「令和３年度大崎町一般会計歳入歳出決

算認定について」を議題といたします。 

本案について、決算審査特別委員長の報告を求めます。 

○決算審査特別委員長（児玉孝德君） ただいま議題となりました認定第１号「令和３

年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定について」決算審査特別委員会の審査の経過

と結果について報告いたします。 

当委員会は、去る１０月７日に委員会を開会し、審査班の編制、審査期間並びに

日程、審査方針を決定しました。翌日以降に、審査班ごとに所管する事務事項の担

当課長等の出席を求め、審査した次第であります。 

なお、審査班の編成及び所管事項について、第１班は、班長、吉原信雄委員、副

班長、上原正一委員、委員として、中倉広文委員、平田慎一委員の４名で、総務厚

生常任委員会所管に関する事項を担当、第２班は、班長、稲留光晴委員、副班長、

諸木悦朗委員、委員として、小野光夫委員、中山美幸委員、宮本昭一委員の５名で、

文教経済常任委員会所管に関する事項を担当し、歳入については、委員長の私が担
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当いたしました。 

審査期間並びに日程について、審査期間は１０月７日から１０月２５日までの１

９日間と決定しました。 

審査の方法について、予算は合理的かつ効率的に執行され、所期の目的が達成さ

れたか。２、歳入は予算どおり適正に確保されたか。３、歳出は適正に執行された

か。４、町長の施政方針にある重点施策の成果はどうであったか。５、前年度決算

審査特別委員会の指摘事項及び監査委員の指摘事項はどのように処理されたか。以

上の点に留意し、審査いたしました。 

まず、歳入から申し上げます。 

令和３年度一般会計決算における収入済額は１３８億２,５２３万３,６７７円で、

調定額１４３億１,４５８万８,１６１円に対する収入割合は９６.６％である。収

入済額を前年度と比較すると１３億９,０２８万７,２７４円の減で、増加率は９.

１％の減である。 

減少の主な要因は、前年度実施事業の特別定額給付金給付事業や産地パワーアッ

プ事業の減によるものであり、国庫支出金８億３,２２０万８,１７５円の減のほか、

県支出金４億６,４００万３,６３７円の減、ふるさと納税寄附金の減による寄附金

２億４,９７８万１,６４８円の減、町債２億９,５１３万６,０００円の減が主なも

のである。 

また、前年度と比較し増額となった歳入の主なものは、地方交付税１億６,８５

３万３,０００円の増、町税７,２１７万８,４４６円の増が主なものである。 

なお、ふるさと納税を含む寄附金の収入済額は４７億３,２１４万３,４００円で、

収入済額全体での構成比で３４.２％を占めている。このうち、企業版ふるさと納

税寄附金が３億４,６９９万円となっており、今後とも、地域課題解決に向けた取

組を加速させるため、企業のニーズを的確に捉えた情報発信に努力されるよう要望

する。自主財源である町税は、対前年度７,２１７万８,４４６円増の１４億７,３

７６万７,５３２円の収入済額で、調定額に対し徴収率は９５.６５％、前年度と比

較すると０.１４ポイント増となっており、収入済額の構成比では１０.７％を占め

ている。 

増の要因は、新型コロナウイルスの感染拡大と資材高騰に伴う経済への影響が大

きい中において、一部の企業などで業績が回復したことによる法人町民税の増と大

規模太陽光発電に係る課税客体の増加に伴う固定資産税の増が主なものである。今

後とも課税客体の把握、課税の適正化を図るとともに、町民に対しては公平な税負

担への理解と納付意識をさらに深めてもらえるよう努めながら、徴収率向上に取り

組むよう期待する。 
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収入未済額については４億８,４７２万２,７２１円であるが、このうち、繰越明

許費分が３億４,６０１万４,６４９円であり、これを差し引いた額は１億３,８７

０万８,０７２円となり、前年度と比較すると４７７万７３５円の増となっている。

なお、繰越明許費分の収入未済額は全額国庫支出金である。収入未済額の内訳は、

町税の６,２４３万３,７６８円、分担金及び負担金２６万１,２１０円、使用料及

び手数料３７９万３,１００円、国庫支出金２億９,５２９万２,６４２円、県支出

金５,０７２万２,９４７円、財産収入３８７万５,７００円、貸付金等の諸収入６,

８３４万３,３５４円である。住宅使用料や財産貸付収入等については、納付の促

進を図り、収入未済額の削減に向けた改善策の検討に努められたい。 

なお、収入未済となっている住宅新築資金等貸付金償還金、地域経済循環創造事

業交付金返還金及び国庫補助金返還金等の私債権で回収の見込みのないものについ

ては、債権の適正な管理を行える環境の整備が必要であり、「債権管理に関する条

例」等の制定を急ぐよう要望する。不能欠損額については４６３万１,７６３円で、

前年度より９１万３,８７２円の減である。不納欠損は町民の税負担の公平性の観

点においても、可能な限り滞納整理に取り組み、安易に時効完成による不納欠損を

生じさせないよう努力されたい。 

以上のことを踏まえ、重点審査事項である歳入が、予算どおり適正に確保された

かについては、予算現額に対して収入済額が９９.６％の収入率で、収入は確保さ

れており、予算の執行においては影響はなかったものと判断される。 

以上で、歳入における報告を終わります。 

次に、歳出について、班ごとにまとめた指摘事項の主なものとして、まず第１班

の審査において、税務課所管では、賦課徴収費の手数料について、口座振替より手

数料が高いコンビニ収納やスマホアプリによる電子決済等の増加により手数料は増

加傾向であるが、納付方法の多様化は住民の選択肢が増えることによるサービス向

上につながるため、引き続き、口座振替の推進と様々な納付機会の提供に努め、一

層の納付率の向上に取り組まれるよう要望する。 

住民環境課所管では、菜の花エコプロジェクト業務委託について、菜の花の作付

面積が以前と比較すると半分以下になっているとの説明であったが、増加している

耕作放棄地の活用や他の品目への転換などを含め検討されるよう要望する。 

また、狂犬病予防注射事業について、未登録犬の把握だけでなく、台帳上で抹消

されるべきものがそのままになっていないか、適正な台帳の管理に取り組まれるよ

う要望する。 

また、ごみ出しサポート等事業について、ごみの回収だけでなく分別自体が困難

な方については、保健福祉課と連携しながら対象者の把握と、どのようなサポート
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が可能か検討を重ねるよう要望する。 

さらに、マイナンバーカード交付について、住民にカードの必要性・利便性につ

いての理解が進んでいない状況がある。また、情報漏洩につながると心配する意見

も多く、不安払拭は容易ではなく、今年４月に本町で発生した支援措置対象者の個

人情報流出事故の例もあるように、人為的なミスにより個人情報の流出事案が全国

的に後を絶たないこともデジタル社会での情報管理の不安につながっていると思わ

れることから、情報を扱う際のマニュアルの見直しと対応の徹底を十分行いながら、

併せて議会に対しての情報提供及び情報共有の徹底に努め、マイナンバーカードの

安全性と必要性について、住民の理解向上に取り組まれるよう要望する。 

総務課所管では、非常備消防費の小型動力ポンプ付き積載車の購入に伴い、これ

まで使用していた車両は無償で処分しているとの説明であったが、公売による売却

など、資産の有効的な処分の方法はないか検討されるよう要望する。 

企画調整課所管では、くにの松原キャンプ場の漏水の件について、配管は埋設さ

れているため場所の特定に時間を要したとの説明であったが、原因は経年劣化によ

る漏水とのことから、配管全体の抜本的な改修を含め、メンテナンスを行いやすい

設備を検討されるよう要望する。 

また、照日神社展望台修繕について、小学校遠足等による子どもの利用など、観

光施設として、また地域において憩いの場として長く親しまれているが、展望台の

老朽化も見られることから、現状の把握と適切な維持管理に取り組まれるよう要望

する。 

保健福祉課所管では、子ども食堂支援事業について、国も支援の拡充に取り組む

中、スタッフや場所の確保、運営費等について課題はないか、現場の意見を十分に

取り入れながら、行政としての支援・連携に取り組まれるよう要望する。また、児

童発達支援サービスについて、近隣自治体ではその推進に向けた協議もなされてい

るが、本町においても一刻も早く、町内でサービス提供が受けられるよう、希望者

が利用しやすい環境づくりに向け、さらなる検討を進められるよう要望する。 

以上が、１班の報告になります。 

次に、２班の審査において、農業委員会所管では、農業者年金の加入推進活動謝

礼について、各個人の謝金の受け取りが書類上確認できないため、今後、各個人が

謝金等を受領したことが確認できる書類を整備するよう要望する。 

また、毎年、遊休農地調査を行い、遊休農地の所有者へ意向確認を行っていると

のことだが、依然として遊休農地化に歯止めがかかっていない状況である。今後、

農地の荒廃が進まないよう努力されたい。 

農林振興課所管では、都市農村交流事業補助金について、事業実績がなかった団
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体について、令和３年度中に補助金返納を行わず、翌年度の予算を減額するなどし

て調製するとの説明であったが、事業実績がなかった場合の補助金は、当該年度に

おいて返納を行うなど、適正な処理を行うよう要望する。 

また、水稲の一等米比率が下がっている要因について、日照不足や品種による影

響、栽培スケジュール等が要因であるとの説明であったが、今後、薬剤散布等の栽

培スケジュールの見直しを行うなど、一等米比率が向上するための対策を講じるよ

う要望する。 

耕地課所管では、農地に関する一般的経費の原材料費で農道・集落道の維持・補

修として原材料支給を行っているとのことだが、迅速な住民サービスにつき評価す

るものの、原材料費以外に機械借上料でも支出をしているケースがあるが、支出方

法については適正な予算執行科目か検討されるよう要望する。 

建設課所管では、公園整備に関する一般的経費の委託料について、委託業務に係

る変更契約を行い、回数を増やして除草を行ったとのことだが、設計段階において

委託内容を十分検討されるよう要望する。 

教育委員会管理課所管では、新型コロナウイルス感染症対策の中において子ども

たちの学習機会の場の確保が厳しいことから、自主学習等が可能な場所を確保した

とされるが、学校運営協議会学習拠点づくり事業は学習する場所が制約される子ど

もにとって貴重な事業であるが、多くの児童・生徒が幅広く活用できるよう、事業

の内容、運営状況、補助金の使途など把握され、今後の事業がより充実されること

を要望する。 

社会教育課所管では、会計年度任用職員が家庭教育学級等の講師となった場合、

関係する条例等に基づき、報酬と講師謝金等の支払いが重複することのないよう十

分注意されたい。 

以上が、２班の報告になります。 

質疑を終結し、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、認定第１号令和

３年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定については、認定すべきものと委員全員の

意見の一致をみた次第であります。 

なお、ただいま申し上げました事項については、議会の意見として町長に申し入

れることが適当である旨、委員会で決定しております。 

以上で、決算審査特別委員会の審査の経過と結果の報告を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対して、

何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 
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よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。認定第１号「令和３年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定につい

て」、委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定することに賛成

の諸君の起立を求めます。小野議員は挙手による採決でお願いします。 

［賛成者起立］ 

○議長（神﨑文男君） 起立多数です。 

よって、認定第１号「令和３年度大崎町一般会計歳入歳出決算認定について」は

認定することに決定いたしました。 

ここで、さらにお諮りします。 

ただいまの委員長報告の中にあります意見については、議会の意見として町長に

申し入れされたいとの要望であります。町議会議長名をもって町長に申し入れるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいまの委員長報告の意見については、町議会議長名をもって申し入

れすることに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 認定第２号 令和３年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について 

 日程第７ 認定第３号 令和３年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第８ 認定第４号 令和３年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

○議長（神﨑文男君） 日程第６、認定第２号「令和３年度大崎町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算認定について」、日程第７、認定第３号「令和３年度大崎町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、日程第８、認定第４号「令和

３年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」、以上３件を一括

議題といたします。 

本案について、総務厚生常任委員長の報告を求めます。 

○総務厚生常任委員長（吉原信雄君） ただいま議題となりました認定第２号及び認定
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第３号、認定第４号について、総務厚生常任委員会における審査の経過と結果の報

告をいたします。 

当委員会は、去る１０月１４日に委員会を開催し、担当課長並びに担当職員の出

席を求め、補足説明を受け審査いたしました。 

まず、認定第２号令和３年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

については、歳入総額１９億２,９９９万４,６２８円、歳出総額１８億９,１１５

万３,６１４円で、歳入歳出差引額が３,８８４万１,０１４円となり、このうち、

１,０００万円を基金へ積み立て、残り２,８８４万１,０１４円が翌年度への繰越

金となっております。 

医療費の推移については、１人当たりの医療費が増加している理由として、医療

の高度化が要因の１つであるとの説明があったが、具体的にどのような疾患による

ものかとの問いに対し、糖尿病が最も多く、次いで高血圧症、慢性腎不全、肺がん

といった疾患が主なものであったとの答弁でありました。 

また、特定健診の受診率が目標を下回っていることについて、ＡＩを活用した受

診率向上対策事業を実施したとの説明があったが、どのような手法で行ったかとの

問いに対し、レセプトデータによる分類分けされた情報をもとに通知の文面や発送

時期について、適切な時期に適切な人へ発送を行うことによる受診勧奨を実施した

との答弁。 

さらに、通知文については保健福祉課において内容の校正を行うが、発送は委託

業者が行うとの説明であり、通知文の作成から発送に当たっては十分連携し、受診

しやすい環境づくりに努めるよう要望いたしました。 

次に、認定第３号令和３年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、歳入総額２億７４万８,３１８円、歳出総額１億９,６０９万７,３７６

円で、歳入歳出差引額が４６５万９４２円となり、この全額が翌年度への繰越金と

なっております。 

保険料の滞納繰越分の収納済額４２万１,９００円について、対象年度と人数は

との問いに対し、令和２年度分で人数は４人であるとの答弁でありました。 

次に、認定第４号令和３年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いては、歳入総額２０億５,０９７万４,６８７円、歳出総額１７億９,０５４万３,

７５７円で、歳入歳出差引額が２億６,０４３万９３０円となり、このうち１億５,

０００万円を基金へ積み立てて、残り１億１,０４３万９３０円が翌年度への繰越

金となっております。 

歳出の款３、項２、目１一般介護予防事業費の高齢者元気度アップポイント事業

対象商品券購入について、介護予防教育等への参加に応じて最大３,０００円分の
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商品券を交付するとの説明があったが、集落発送での事業内容だけでは、集落に入

っていない方への案内が届かないことから、すべての高齢者が生きがいを持って生

活できる環境づくりのために、周知について十分検討されるよう要望いたしました。 

また、生活支援体制整備事業委託料について、高齢者における地域課題解決に向

けて買い物支援など、関係機関のマッチング作業を行っているとの説明があったが、

業務に携わる方は一定の知識、経験が求められることから、研修会等を通じて幅広

い技術の習得、能力向上に取り組みながら業務委託を実施されるよう要望いたしま

した。 

以上で、認定第２号、認定第３号、認定第４号について、討論を求めましたが討

論はなく、採決の結果、認定第２号、認定第３号、認定第４号については原案のと

おり認定すべきものと、全委員の意見の一致をみたことを報告いたします。 

以上で、総務厚生常任委員会における審査の経過と結果について報告を終わりま

す。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。認定第２号の委員長の報告に対して、

何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第３号の委員長の報告に対して、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第４号の委員長の報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。認定第２号「令和３年度大崎町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について」、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。認定第２号「令和３年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について」、委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認

定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 
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○議長（神﨑文男君） 起立多数です。 

よって、認定第２号「令和３年度大崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について」は認定することに決定いたしました。 

次に、認定第３号「令和３年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について」、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。認定第３号「令和３年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定について」、委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（神﨑文男君） 起立多数です。 

よって、認定第３号「令和３年度大崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について」は認定することに決定いたしました。 

次に、認定第４号「令和３年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。認定第４号「令和３年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について」、委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（神﨑文男君） 起立多数です。 

よって、認定第４号「令和３年度大崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定

について」は認定することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ９ 認定第 ５号 令和３年度大崎町水道事業会計決算認定について 

 日程第１０ 認定第 ６号 令和３年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第１１ 議案第３４号 令和３年度大崎町水道事業剰余金の処分について 
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○議長（神﨑文男君） 日程第９、認定第５号「令和３年度大崎町水道事業会計決算認

定について」、日程第１０、認定第６号「令和３年度大崎町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について」、日程第１１、議案第３４号「令和３年度大崎町水

道事業剰余金の処分について」、以上３件を一括議題といたします。 

本案について、文教経済常任委員長の報告を求めます。 

○文教経済常任委員長（稲留光晴君） ただいま議題となりました認定第５号、令和３

年度大崎町水道事業会計決算認定について、認定第６号、令和３年度大崎町公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、並びに議案第３４号、令和３年度大

崎町水道事業剰余金の処分について、以上３件について、文教経済常任委員会にお

ける審査の経過と結果の報告をいたします。 

当委員会は、去る１０月１４日に委員会を開催し、水道課長並びに関係職員の出

席を求め、補足説明を受け、審査いたしました。 

初めに、認定第５号令和３年度大崎町水道事業会計決算認定について、令和３年

度の給水収益は１億９,０９９万７,９６５円で、対前年度比２.５８％の減額とな

っております。 

質疑に入り、原水及び浄水費の月例水質検査について、検査項目が同月で重複し

ているのではないかとの問いに対し、検査項目が同月で重複する検査については、

来年度から委託料の見直しを図るとの答弁でありました。 

次に、認定第６号令和３年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、決算の収支状況は、歳入合計が２億４万１,２４７円、歳出合計が１億９,

３４３万２,６６１円で、歳入歳出差引額６６０万８,５８６円が翌年度への繰越し

となっております。 

質疑に入り、汚泥の搬出先が１箇所とのことだが、どのような対処を行ったのか

との問いに対し、現在、汚泥は最終的に堆肥化しており、汚泥の堆肥化を実施でき

る事業者が１箇所しかいないのが現状であるとの答弁でありました。 

さらに、下水道使用料の収入未済額について、個別に納付相談をしながら徴収し

ているとの説明であったが、収入未済額から不納欠損を生じさせないため、徴収方

法を新たに考え、善処されるよう要望いたしました。 

続きまして、議案第３４号令和３年度大崎町水道事業剰余金の処分について、令

和３年度の未処分利益剰余金９億５９万７,２１２円のうち、１,８７８万１,７０

８円が実未処分利益剰余金となり、このうち１,８００万円を建設改良積立金に積

み立てて、残りの７８万１,７０８円が翌年度への繰越しとなっております。 

質疑に入りましたが、特記すべき質疑はありませんでした。 

以上で質疑を終結し、認定第５号、認定第６号、議案第３４号について、討論を
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求めましたが討論はなく、採決の結果、認定第５号、認定第６号については原案の

とおり認定すべきものと、議案第３４号については可決すべきものと全委員の意見

の一致をみた次第であります。 

以上で、文教経済常任委員会における審査の経過と結果について報告を終わりま

す。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。認定第５号の委員長の報告に対して、

何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第６号の委員長の報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３４号の委員長の報告に対して、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。認定第５号「令和３年度大崎町水道事業会計決算認定

について」、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。認定第５号「令和３年度大崎町水道事業会計決算認定について」、

委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（神﨑文男君） 起立多数です。 

よって、認定第５号「令和３年度大崎町水道事業会計決算認定について」は認定

することに決定いたしました。 

次に、認定第６号「令和３年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について」、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 
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お諮りします。認定第６号「令和３年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算認定について」、委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（神﨑文男君） 起立多数です。 

よって、認定第６号「令和３年度大崎町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について」は認定することに決定いたしました。 

次に、議案第３４号「令和３年度大崎町水道事業剰余金の処分について」、討論

はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第３４号「令和３年度大崎町水道事業剰余金の処分につい

て」、委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり可決することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（神﨑文男君） 起立多数です。 

よって、議案第３４号「令和３年度大崎町水道事業剰余金の処分について」は可

決することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 議案第３６号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第１２、議案第３６号「令和４年度大崎町一般会計補正予

算（第６号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３６１万１,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を１０９億７,１８０万１,０００円にするものでござい

ます。 

歳出の主なものは、環境配慮型定住住宅取得補助金、大崎町衛生自治会助成事業

補助金、保健福祉施設等における価格高等支援事業補助金及び肉用牛子牛生産緊急

対策事業奨励金などでございます。歳入は、地方交付税、国庫支出金及び繰入金の

増、県支出金及び町債の減が主なものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 
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 なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、御説明いたします。 

まず、歳出から御説明いたしますので、補正予算書の１２ページをお願いいたし

ます。なお、人件費につきましては人事院勧告に基づく補正が主なものでございま

すので、説明を省略させていただきます。 

款２総務費、目４財政管理費、節２４積立金１５１万３,０００円は、債券運用

利子の増加に伴う減債基金積立金の増が主なものでございます。 

目１０企画費、節１８負担金，補助及び交付金２,５９１万３,０００円は、環境

配慮型定住住宅取得補助金を、今後の執行見込みにより増額するものが主なもので

ございます。 

１３ページをお願いいたします。目１４諸費、節２２償還金、利子及び割引料は

２２３万３,０００円の増でございますが、法人町民税などの町税還付金及び還付

加算金が主なものでございます。 

１４ページをお願いいたします。一番下になりますが、款３民生費、項１社会福

祉費、目１０新型コロナウイルス感染症対策事業費１,８１４万円及び、次の１５

ページをお願いいたしまして、項２児童福祉費、目３新型コロナウイルス感染症対

策事業費１３５万３,０００円は、町内の障害者福祉施設、介護保険施設及び児童

福祉施設におけるエネルギー等の物価高騰対策として支援を行う価格高騰支援事業

補助金でございます。 

款４衛生費、目３環境衛生費、節１８負担金，補助及び交付金１,７８６万２,０

００円は、衛生自治会が主体となり資源リサイクルの拠点としてマル大崎を整備す

るための大崎町衛生自治会助成事業補助金でございます。 

１６ページをお願いいたします。目７国民健康保険事業総務費、節２７繰出金は

４５４万１,０００円の減でございますが、これは実績見込みに伴う各繰出金の増

減でございます。 

目１０新型コロナウイルス感染症対策事業費１０３万１,０００円は、町内の医

療機関等におけるエネルギー等の物価高騰対策として支援を行う価格高騰支援事業

補助金でございます。 

１７ページをお願いいたします。款５農林水産業費、目８農業機械維持管理費、

節１０需用費１２８万円は、執行見込みにより農業機械に要する燃料費と修繕料を

増額するものでございます。節１２委託料５００万円は、老朽化している農業機械

センターを、農業公社設立後の拠点として整備するための農業機械センター改修設

計業務委託料でございます。 

目１０農地費、節１２委託料１０４万５,０００円の減は、仮宿地区において水
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田地下水位制御システムの実証試験を計画しておりましたが、この地下水位制御シ

ステムの下から湧水が発生し、実証試験が行えなかったため、委託料を減額するも

のでございます。節１４工事請負費１３０万円は、ただいま御説明いたしました同

水田の湧水発生箇所の排水対策として暗渠配水管を布設するための工事費でござい

ます。 

目１２農業研修施設管理費、節１７備品購入費１６９万６,０００円は、改善セ

ンターで使用する蒸気ボイラーと冷蔵庫を、経年劣化により買い替えるものでござ

います。 

１８ページをお願いいたします。目１４営農推進費、節１８負担金，補助及び交

付金５８５万円の減は、谷迫地区における機構集積協議会が今年度中の立ち上げが

困難となったため、機構集積協力金事業補助金を減額するものでございます。 

目１５新型コロナウイルス感染症対策事業費１,０００万円は、エネルギー等の

価格高騰に加え、子牛せり市価格の大幅な下落で悪化する生産者の経営環境を支援

する肉用子牛生産推進緊急対策事業奨励金でございます。 

１９ページをお願いいたします。款６商工費、目３観光費、節１８負担金，補助

及び交付金１４０万円は、今後の執行見込みによるスポーツ合宿等誘致促進事業補

助金の増でございます。 

２２ページをお願いいたします。一番上の段になりますが、款９教育費、項２小

学校費、目１学校管理費、節１３使用料及び賃借料１５６万１,０００円は、電算

ソフトウエアライセンス使用料でございますが、これはオンライン上で学習や試験

ができる文科省ＣＢＴシステムの利活用を図るためのソフト導入に係る経費でござ

います。 

目３新型コロナウイルス感染症対策事業費、節１０需用費３１８万円は、新型コ

ロナウイルス感染防止対策用の消耗品費でございます。 

２３ページをお願いいたします。項４社会教育費、目２公民館費、節１０需用費

１１２万４,０００円は、中央公民館に係る光熱水費を執行見込みにより増額する

ものでございます。 

これで歳出を終わりまして、次に、歳入の主なものについて御説明いたします。

９ページをお願いいたします。款１１地方交付税、目１地方交付税６,７００万円

は、財源の調整でございます。 

款１５国庫支出金、項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金５,５７１万８,００

０円は、エネルギーや食料品などの物価高騰対策として交付される新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金でございます。目７教育費国庫補助金２０４万

円は、新型コロナウイルス感染症対策として学校教育活動等の支援を行う学校保健



 

－ 22 － 

特別対策事業費補助金でございます。 

款１６県支出金につきましては、実績見込みにより、説明欄に記載してございま

す負担金等を増減するものでございます。 

１０ページをお願いいたしまして、款１７財産収入、目２利子及び配当金１５１

万３,０００円は、今後の見込みにより、説明欄にございます基金利子等を補正す

るものでございます。 

款１９繰入金、目５ふるさと応援基金繰入金４,２８０万円は、環境配慮型定住

住宅取得補助金及び大崎町衛生自治会助成事業補助金の財源として予定しているも

のでございます。 

１１ページをお願いいたします。款２２町債でございます。合計で５,８２０万

１,０００円の減となっておりますが、それぞれ起債同意額の確定に伴い補正する

ものでございます。 

次に、５ページをお願いいたします。第２表債務負担行為補正でございます。表

内に記載してございます６つの事業は、いずれも事業実施までに準備期間を要する

ため、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為ができる事項、期間

及び限度額を定め、記載のとおり追加するものでございます。 

次に、６ページをお願いいたします。第３表地方債補正でございます。起債の目

的欄の過疎対策事業（ソフト分）、緊急自然災害防止対策事業及び臨時財政対策債

の限度額を、事業費の確定等に基づく同意見込みの確定によりまして、補正前の額

から補正後の額に変更するものでございます。 

以上で説明を終わりますが、２５ページ以降に給与費明細書を添付してございま

すので、御参照いただきたいと思います。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○８番（中山美幸君） 何点かお伺いします。まず、１点といいましょうか、最初にお

伺いするのが、１５ページ、環境衛生費、補正額が１,７８６万２,０００円という

ことで、これの大崎町衛生自治会への補助金ということなんですね。これが実際に

はどういったことをやるのか、どういったことをやるためにマル大崎を改築といい

ましょうか、そういうふうな形に持っていくのか。その点について、まず、お伺い

します。この１,７８０万円のふるさと納税からの支出ということでございますが、

ふるさと納税の歳出、支出の条例何項に当たって衛生自治会への助成金ができるの

か、その点をお示しをいただきたい。 

次に、１７ページ、農業機械維持管理費のところでございますが、改修の業務に

５００万円起債が組まれております。その中で、この物件についてはＪＡからの賃
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貸だったと私は理解しておりますが、そういった場合に公社に向かっての改築設計

ということなんですが、ＪＡの負担、そういったものについて先般の台風による被

害のときもそういうことがございましたけども、なぜＪＡの負担がここに入ってこ

ないのか。公社設立の約款もできていない状況だと思いますけども、そういった中

でこれをどういう改築の業務をするのか、その点、非常に大きいですね。その点に

ついてお示しをいただきたい。 

もう１点、２２ページ、教育費のところですが、新型コロナウイルス感染症対策、

これは国・県の補助事業が約半分入っているようでございますけれども、小学校で

３１８万円、中学校で約９０万円、これにどういった衛生費、消耗品を購入し、コ

ロナ対策をなされるのか。その点について詳しくお示しをいただきます。 

○町長（東 靖弘君） ただいま御質問いただきましたことにつきましてお答えいたし

ます。また、不足するところについては、それぞれの担当課長のほうで答弁をさせ

ていただきます。 

まず、１,７８６万２,０００円、衛生自治会の補助の内容ということでございま

す。その内容を申しますと、マル大崎の改修工事、電気工事、それから事務室備品

等の施設整備費、研修施設用備品設置費、業務用車両、業務用電話等の設置及び工

事費、総体的に３,１８６万１,２８５円でありますが、その中で企業版ふるさと納

税、ＳＤＧｓ推進協議会からの支援分が１,４００万円でありますので、その差額

を引いて１,７８６万円の事業を実施しようとするものでございます。 

農業機械の設計委託５００万円につきまして、ＪＡの負担はということでござい

ますが、その点については担当のほうから答弁させていただきます。 

また、２２ページの新型コロナウイルスに対する対策の内容等につきましても、

担当課長のほうで答弁をさせていただきます。 

○総務課長（上橋孝幸君） 御質問の中で、まず、大崎町衛生自治会助成事業補助金に

ふるさと応援基金を充当していると、条例のどの項目に該当するのかという御質問

だったかと思います。 

ふるさと応援基金条例の中ではそれぞれ、環境施策に資する事業、あるいは観

光・スポーツに資する事業、あるいは子育て・教育に関する事業、それからまちづ

くりに関する事業と、大きく分けて４つほどあったかと思います。その中で、この

事業につきましては環境施策に資する事業ということで充当を予定しているところ

でございます。 

以上です。 

○教育長（穂園正幸君） ２２ページにございました新型コロナウイルス感染症対策事

業費の小学校費及び中学校費の具体的な需用費の消耗品関係につきましては、担当



 

－ 24 － 

課長に答弁させます。 

○教委管理課長（岡留和幸君） お答えいたします。 

コロナウイルス対策の国からの助成事業の中で、消耗品が対象となるということ

でありました。２分の１の補助金ということになっておりますが、これにつきまし

ては、各小学校、中学校にこういったコロナウイルス対策につきましてどういった

ものが必要なのかというのをまず要望を聞いた上で、こちらのほうで精査したとこ

ろでございます。枠につきましては、小学校、中学校、それぞれ生徒数、児童数に

応じて決まっておりますので、それに応じて予算をお願いしているところでござい

ますが、予算の内容としましては、各学校から要望があったものについてお答えい

たします。 

アルコール消毒、手洗いの液体石けん、子ども用のマスク、アルコール容器、セ

ンサー式のアルコール容器、非接触型の体温計、トイレ等の漂白剤とか、パーティ

ションもですけど、主にそういった新型コロナウイルス感染を今後拡大させないた

めの、予防するための必要なものとして、各小中学校の要望に応じて、こちらのほ

うで今回お願いするものでございます。 

以上でございます。 

○農林振興課長（上野明仁君） 農業機械センターにつきましては、農協さんが所有す

るセンターの部分と町が所有する部分がありまして、今回改修設計を行う部分につ

いては町が所有するセンターのほうになりますので、農協さんの負担は今回はない

ということでございます。 

○８番（中山美幸君） 詳しく説明をいただきました。 

まずですね、衛生自治会への補助金については条例に当たっていると、環境の問

題ということでやっていらっしゃるということでございますが、どういった事業を

やるために改修しなければならなかったのか。それから事務所、それから研修施設

の車両等、それから電話、そういったすべてのもの、備品、その他のものがすべて

のものが助成金で賄われておりますよね。別途の予算も組んでいらっしゃるという

ことなんですが。この事業について、私はこの事業をどういったことを目的として

やるのか。その事業はもう既に企画をされていると思います。 

まず、次の答弁では、企画をされているかどうかについてお答えください。正式

に企画をしているのかどうか、どういったことをやって、どういったふうにやりま

すよという企画がなされているかどうかということをお伺いします。まず、そこを

お示しをいただきたい。 

それと、機械センターの改修については了解いたしました。 

あと、小中学校のコロナ対策について、今、担当課のほうでは学校からの要望が



 

－ 25 － 

あったから、その分について対応しましたということです。それは結構なんですが、

実際、非接触型の体温計等を要望されておりますよね、それが現実的に日々使われ

ているかどうか。ただ、熱が出た人を保健教諭がチェックするだけ、そういったも

のなのか。せっかく買われるんであれば、日々チェックができるような体制をつく

られているのか。学校の受入体制、それが充実しているかどうかということまでを

示していただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） 衛生自治会への助成事業の補助金につきまして、この事業につ

いて既に企画されているのかということでございますが、その方向で進めてまいり

ました。大崎町のリサイクルのシステム、取り組み方については十分御理解のこと

であります。 

その中で、リサイクル等につきましては衛生自治会が主に事業を推進してもらっ

ているという状況でございますが、やはり現状では、町行政の中では非常に事務も

煩雑化してきて、現在の環境係そのものではなかなか対応が難しい状況も発生して

いるところであります。私の思いの中では、やはり衛生自治会がごみ処理に関する

部分は主体的にやっていただく拠点を整備していくということはずっと考えてきて

おりましたので、併せて衛生自治会の法人化も進めていくということで今まで打ち

合わせもやってきたところでございます。拠点となるところを、現在も様々な形で

マルおおさきのところを利用しているところでありますが、現段階では電話もなけ

れば机、椅子等もないという状況があります。今後、主体的に活動するために、補

助金を歳出しながら整備していただきたいと思っております。 

事業内容といたしましては、環境学習会、分別排出の出前講座、分別実践の教室

の計画、あるいはポイ捨て・廃棄物散乱に対する注意喚起や抑止対策、あるいはご

み出し困難者への相談・支援及び戸別訪問活動、新たなコミュニティの形成実現、

あるいは中間支援組織としての機能の発揮、そしてまたリサイクルセミナー、リサ

イクルでアート作品の制作、お楽しみの企画など、様々なことをマルおおさきを整

備しながら進めていきたいと思っています。 

やはり多文化共生社会になってきて外国人も非常に増えてきました。そういった

方々の交流の場にもなればという思いがありますので、そういったことも含めて整

備していくことと、また、内外の視察研修や研修の実施といったことも衛生自治会

のほうで主体的にやっていただくということでこういった整備をしていきたいとい

うことで提案したところでございます。 

○教育長（穂園正幸君） 新型コロナウイルス感染症の対策事業の中での消耗品のこと

についてでございますが、御案内のとおり、３年目を迎えまして、各学校でも手指

消毒でありますとか体温を測っていく、微熱はないかとか体調の悪い子どもはいな
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いかというようなチェックリストに基づいて家庭からの登校し、学校では体温を測

り、また朝の健康観察のときに、担任のほうで、もしちょっと熱があるという場合

は、非接触型でおでこにつけて体温を確実に７度５分以下なのかというのをいたし

ますので、そういう部分の中で使う消耗品だと御理解ただければと思います。 

○８番（中山美幸君） 衛生自治会への補助金、交付金ですねについて、じゃあ、今の

町長の答弁をお伺いしますといろんな事業をやられるということですが、ごみ問題

については、法律上、前にも一般質問の中で私は申し上げました、法によってこれ

は自治会の仕事であるということなんですね。そういったところももう少し研究し

ていただきたいなというふうに要望を申し上げておきます。 

まず、今、町長が言われました予算を組み上げるに当たって、衛生自治会が主体

としてやるというのであれば、衛生自治会が大崎町役場、行政に対しまして出され

ました企画書、これは本町がつくったんじゃないだろうと思います、衛生自治会が

提案して、衛生自治会に大崎町が助成するわけですが、衛生自治会のつくった企画

書、先ほど私は申し上げましたけれども答弁はございません、まだ。その企画がで

きているのか、できていないのかの答弁もございませんよ。そういった企画書を議

会に提出をお願いしたいと要望申し上げておきます。衛生自治会でつくられた、こ

れだけの金額の要望書、そして、どういった事業をやっているのか、今後、これに

ついては人件費の絡みもあると思います、電話等があるんであれば誰かが常駐する

でしょうから。そういったところをどのように考えているかという企画書もあるは

ずです。その企画書の提出を求めます。同僚議員から、今、暫時休憩して、この予

算を組んだんだからその企画書はあるから、コピーでもいいから出してくれという

ような要望も来ていますけど、議長、そこの裁量を諮っていただきたいと思います。

そうでないと次の議論ができないということでございますよね、本来ならば。 

それから、教育問題のコロナ対策については、中学校でも発生していますよね、

もう既に。その情報も入っていますけど。やはり、もうちょっと学校の管理といい

ましょうか、危機管理が私は薄いと思います。もうちょっと真剣になって考えてい

ただきたい。先生方個人、勤務されている方、教職員の方々、自分のことにはもの

すごく気を使っていらっしゃるんです。ところが、子どものことに対してもうちょ

っと私は気配りが足りないんじゃないかなというふうに考えています。児童・生徒

がいるから教職員の方々は飯が食えるんです。そういったことをしっかりと認識を

していただかないと私はコロナ対策に対してもこれだけの予算を使ったり、以前か

ら予算を使っていますけども、改善はできないんじゃないかなというふうに思いま

すので、是非、教育長、そこらへんは教職員、学校長、管理者、そこについてもう

少し児童・生徒に対する気配り、児童・生徒、こういう言い方は悪いかもしれませ
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ん、児童・生徒はお客さんなんですよ、学校の先生方から見ると。そうなんですよ。

児童・生徒がいるから給料をもらっていらっしゃって生活ができているんです。も

う少しそこら辺の認識を持っていただくような指導の方法ということも、これは強

く要望申し上げておきます。そういうことですので、議長、裁量をお願いいたしま

す。 

○町長（東 靖弘君） これを提案するにあたっては協議も進めてまいりましたし、先

ほど事業費の明細はこういうものであるという説明をいたしました。そういったも

のについては準備がしてありますので、また、改めて提出したいと思います。 

○８番（中山美幸君） 求めているのは、今、出してくださいと。そうでないと予算の

審議は進まないですよ。ただ、後でこういうのを出されて、違うよねということが

あったら、皆さんが、これは委員会付託でしょうけども、委員会に付託されていな

い委員の方々はその内容については傍聴しない限りわからないわけですよ。この予

算の根拠というのはそこにあるんじゃないですか。衛生自治会を通じて本町にこれ

だけの予算が必要です、だから、町長お願いできませんか、じゃあこの予算をつけ

ましょうということでつけられたはずです。そうじゃないんですか。そういった予

算のつけ方を私はなされるのが本来の姿だろうというふうに思いますし、先ほど申

しましたようにごみの問題については法律を見てみますと、やはり自治体の責務と

いうことになっているようです。前も一般質問でやりました。いろんな批判を私は

受けましたけども、それは国の法律の中で私は間違っていないと思っています、私

の発言したことは。そういったところを、町長、よく考えないと、これはおかしな

問題になります。リサイクル、そういった事業についてはよくやられているのはわ

かっているんですよ。ところが、その段階の中で異なったことがちょっと出てきそ

うな気がします。もうちょっとそこは考えていただいて進めるんであれば、反対し

ているんじゃないですよ、筋道、段階を踏んでくださいということを申し上げてお

ります。企画書はあるはずです。担当課はどうなんですか、その企画書を持って予

算請求をしたんじゃないですか、総務課長。お宅らは、その企画書も見ないで予算

査定をしたんですか。ちょっと疑問ですよね。そこら辺について、私はさっき要望

を申し上げました。議長、どういうふうにするのか。お願いします。 

○議長（神﨑文男君） 町長、企画書についての意見を聞かせてください。 

○町長（東 靖弘君） 企画書というよりは、それを積算するためにはそういった根拠

を基にして作成していくということが当然でありますので、そういった根拠という

ものはあります。今御質問にありました企画書という形でのものではないですけれ

ども、積算根拠、そういった積み上げをしてきているものはお出しできますので、

それで御理解いただければと思います。 
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○議長（神﨑文男君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時２１分 

再開 午前１１時２６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○５番（宮本昭一君） それでは、補正予算書１８ページ、目の新型コロナウイルス感

染症対策事業で負担金、補助金のところで肉用牛生産緊急対策事業補助金１,００

０万円が組まれておるんですけれども、これについての出し方、基準、これを詳細

がわかれば教えていただければいいんですけれども、お願いできますか。 

○農林振興課長（上野明仁君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

   出し方の基準につきましては、国が発動基準というのがありまして、出荷額の６

０万円以下が発動基準とありまして、そういったときに１頭につき１万円を奨励金

としてお出しします。これは毎月せり市に平均２５０頭ほど出荷されます。それの

４か月分で１,０００万円ということで今回計上しております。 

○５番（宮本昭一君） ６０万円を下回った場合に１頭当たり１万円ということですが、

これを下回る基準が、今年いっぱいですよね、これについては大体。ということに

なりますと、そこらへんは結局は６０万円を下回った基準にならなかった場合はこ

の予算は使われないということですか。 

○農林振興課長（上野明仁君） 下回らなかった場合には支出はありません。 

○２番（富重幸博君） 先ほどの環境行政に対する同僚議員の質問に関連しますが、も

ともと廃棄物の処理及び清掃に関する法律でいきますと、自治体が総括的なことは

やらなければならないわけですよね。産業廃棄物を除く廃棄物については自治体の

もともとからの業務です。今まで衛生自治会というのは実際の業務を補完する意味

で、思想の普及とかいろんな形や、実際のリサイクルごみ分別で協力するような形

でしたけれども、もともと、先ほど町長が何点かこういうことをこの事業でとおっ

しゃったのは、役場そのものがこの法律に基づく課設置でやる本来の業務。衛生自

治会がなぜそこまで広く事業を行う団体に、いつの間になったんだろうかなと。私

の場合には、昔、衛生係で職員衛生協会と衛生自治会の実務を行った経験がござい

ます。役場そのものが、今度は課設置条例で環境政策課を町長は提案されておりま

す。そうすると、環境政策課そのものが、先ほど町長が幾つか羅列されたそのもの

を実際の業務としてやっていく。そして衛生自治会というのは、自治公民館長の

方々の、もともとはですね、そういうので組織した経緯がありますので、課設置条

例との絡みでどういうふうに理論的に整理して、この補助事業と新たにできる環境
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政策課の政策というか目的、新設ですから、どういうふうな折り合いをしていくの

か。私に言わせれば、今度できる環境政策課そのものが、先ほどおっしゃった業務

のすべてを行い、衛生自治会というのはそういう形で協力、補完するような実働隊

としてその一環を担う。環境政策課との絡みも理論的に整理をして、そこあたりの

資料を提出いただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） 御存じのように、あくまでも本町のリサイクルはごみ処分場の

延命ということでスタートしております。また、この事業を進める中で住民は適正

に排出する義務があるということがあって、行政としては回収する責務があるとい

うことになっております。住民が衛生自治会の主体でありますので、衛生自治会が

中心になってごみステーションといったところについては管理していただくという

ことと、それから、現行の中で衛生自治会は全町民が加入しているわけであります

ので、そういった方々への指導や環境教育といった先ほど申し上げたようなことは

衛生自治会が主体となってやっていただく、そのための拠点施設を整備していくと

いうことで、もろもろの研修等ももちろん衛生自治会の中でやりますし、多文化共

生社会についてもマルおおさきで併せてやっていくと考えておりますが、あくまで

も住民は適正に分別して排出する義務がありますので起点はそこにあるだろうと思

っております。 

今回、課設置条例につきまして提案しておりますので、そこのところについては

資料の提出ということでありましたから、当然、議案として上げてくるわけであり

ますのでそういった内容等については詳しくお示ししたいと思います。 

○２番（富重幸博君） 先ほど来申し上げますように、衛生自治会は行政の補完的な組

織、そして環境政策課のほうが、最初、環境行政は延命化で始まったとおっしゃっ

て、今、ＪＩＣＡまで拡大して非常に大きな仕掛けを考えておられるから環境政策

課という形で多分、課設置条例が出されたんだろうと思いますが、その中で衛生教

育の問題とかもろもろというのは役場の予算でしっかりと組んで、環境政策課の目

玉としてやっぱりしていく。実際、衛生自治会は全自治公民館が入っておりますけ

れども、１年交替で大体自治公民館長さんは替わられる場合もあります。そういう

方々がここまで大きくふくれる衛生自治会の事業の一員として、継続的な役員体制

でとどまれるかというと、１４０近い集落自治公民館の中で大部分が替わられるん

じゃないかなと。そうなったときに、本当に初期の目的に沿ったものが継続的にで

きるのかなと。本当に、先ほど来言いますけれども、町長が言われた環境衛生教育

とかのもろもろの広報とかすべてのことは、今度整備される環境政策課がやる、本

来の業務です。ですから、本当は課設置条例で新たな課をつくると提案した段階で、

係体制、職員体制がどんなになるのか、事務分掌がどれだけ検討してきたか。そこ
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らあたりがですね、まだ、それとの絡みも出てくるから私は取り上げたところなん

です。どこまでもんだか、そのことがやはり、例えば総務委員会の付託というよう

な感じで進んでいるけれども、なかなか、議員全員が関心があるところでもありま

すので、先ほども申し上げましたように課設置条例で新たな課を、係を課に昇格さ

せるわけですから、だけど、昇格させながら衛生自治会の補助金の事業の中で相当

なものを羅列して、そこにさせるんだと。行政そのものが本来のやらなきゃいけな

いと、組織までつくるわけですから。そこの整合性をしっかり説明してほしいとい

うことで、そういう資料的なものを要望しておきます。 

○町長（東 靖弘君） 先ほど中山議員のほうからも企画書の請求がありましたので、

富重議員の発言の内容をお聞きしておりまして全く同じでありますから、そのこと

についてはその中で説明をさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○７番（吉原信雄君） 今、２名ほど、この件についてありましたが、これは総務委員

会に付託となると思いますので、１１名議員がいらっしゃいますので、この予算を

改めて特別委員会という方法を取ってもらいたいと、総務委員長としての発言とさ

せていただきます。この件について、皆さんが多数決で、済みませんけど、やって

もらいませんでしょうか。この予算について特別委員会を。 

○議長（神﨑文男君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時３７分 

再開 午前１１時３８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 再開します。 

ほかに質問はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） ただいま総務委員長から提案がございました。総務委員会で付

託するのではなくて特別委員会を設けて、それで審査するという形でよろしいでし

ょうか。賛成の諸君の挙手をお願いします。特別委員会に移行するということにつ

いて、賛成の方の挙手をお願いします。 

［賛成者 挙手］ 

○議長（神﨑文男君） ６人ですので、特別委員会に切り替えたいと思います。 

それでは、ただいま議題となっております議案第３６号は、会議規則第３９条第

１項の規定により、特別委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第１３ 議案第３７号 令和４年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第１３、議案第３７号「令和４年度大崎町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ１６５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億８３

３万５,０００円とするものでございます。補正の主なものは、過年度交付金の償

還に伴う増及び前年度繰越金の増額に伴い、補正するものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） それでは、御説明いたします。補正予算書の７ページ

をお開きください。歳出から御説明いたします。 

款１総務費、目１一般管理費１６万５,０００円は、節１２委託料に国保事務電

算システム改修費を計上いたしました。令和３年６月に公布されました全世代対応

型の社会保障制度を構築するための健康保険等の一部を改正する法律に伴い、国保

情報データベースシステムを改修するものでございます。 

次の、款３国民健康保険事業費納付金、項１医療給付費分、目１一般被保険者医

療給付費分、次の項２後期高齢者支援金等分、目１一般被保険者後期高齢者支援金

等分、次の項３介護納付金分、目１介護納付金分は、それぞれ財源変更によるもの

でございます。 

款８諸支出金、目３保険者努力支援交付金償還金１１８万８,０００円、次の８

ページをお願いいたします、目４保険給付費等交付金償還金２９万７,０００円は、

それぞれ説明欄にあります交付金等の実績により返還するものでございます。 

以上で歳出の説明を終わりまして、次に、歳入を御説明いたします。６ページを

お開きください。 

款６繰入金、目１一般会計繰入金４５４万１,０００円の減額ですが、節１保険

基盤安定繰入金（保険税軽減分）は２５２万７,０００円の減、節２保険基盤安定

繰入金（保険者支援分）は１７４万６,０００円の減、節５財政安定化支援事業繰

入金は８３万８,０００円の減、節６未就学児均等割保険税繰入金は５７万円の増、

それぞれ実績見込みにより増減額するものでございます。 

款７繰越金、目１前年度繰越金は６１９万１,０００円でございます。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 
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○３番（稲留光晴君） ７ページのですね保険者努力支援交付金というので１１８万８,

０００円を国に返金ということなんですが、努力支援項目というのが何項目かあり

まして、その項目の判定基準ですかね、ここまでやれば交付金が増えるとか努力目

標があるんですが、これがちょっと努力がこの点で足りなかったということで交付

金を返さなきゃいけないということなんですよね。中身的に説明をお願いしたいと

思います。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） お答えいたします。 

保険者努力支援交付金の償還金ですけれども、保険者支援交付金は事業費分に対

応する支援交付金と、いろんな保険事業の取組に対する支援金がございまして、今

回計上しておりますのは、特定健診の勧奨に取り組んでいる費用に対する実績に伴

う返還金でございますので、取組自体のものではございません。 

以上でございます。 

○議長（神﨑文男君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第３７号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務厚生常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第３８号 令和４年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第１４、議案第３８号「令和４年度大崎町介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ２,６３９万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１９億３,１９

２万円とするものでございます。補正の主なものは、施設介護サービス給付費の実

績見込みに伴います補正増及び介護保険基金利子を介護保険特別会計で受け入れ、

同利子を介護保険基金に積み立てるものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） それでは、御説明いたします。予算書によりまして、

歳出から御説明いたしますので、７ページをお願いいたします。 

款２保険給付費、項１介護サービス等諸費、目１居宅介護サービス給付費３,５
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００万円の減額は、居宅介護サービスの今後の見込みによるものでございます。 

目３地域密着型介護サービス給付費２,０６７万９,０００円の減額は、今後の見

込みによるものでございます。 

目５施設介護サービス給付費８,２００万円の増額は、施設介護サービス費の今

後の実績見込みによるものでございます。 

款８基金積立金は新設でございますが、目１介護保険基金積立金７万５,０００

円は、介護保険基金から発生します利子を積み立てるものでございます。 

以上で歳出を終わりまして、次に歳入を御説明いたします。６ページをお願いい

たします。 

款７繰越金、目１繰越金２,６３２万１,０００円の増額は、前年度からの繰越額

の確定によるものでございます。 

款９財産収入は新設でございますが、目１利子及び配当金７万５,０００円は、

介護保険基金の利子の実績見込みにより増額するものでございます。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○１番（平田慎一君） ７ページの歳出につきまして、今、御説明いただきましたが、

目１、３、５ですね、この３つ、増減になっております。今後の見込みという説明

だけだったんですが、その増減理由の詳細をもう少し詳しく。コロナの影響なのか、

増減している部分は介護施設が数が増えているのかとか、何の要因なのかとかです

ねその辺の部分の詳細をちょっと教えてください。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） ここの一番の要因は、目５の施設介護サービスの給付

が、今、４月からずっと執行している中で毎月の執行額が多くなってきているとこ

ろで、３月まで保たない状況であって、中身につきましては、そこまでは今、検証

できておりません。その分を補うために、目１、目３の分の今までの執行状況から

見て、当初予算に計上している額ほど使うことはないと見込んでおりますので、そ

の分で目１と３は調整で減額しております。さらに、それだけでは不足しますので、

繰越金の一部を充てる形で組んでいるところです。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） 私が聞いているのは要因なんですよね、増減している部分、減

額している部分。何の要因で増減しているのか、減額しているのかということなん

ですが。例えばコロナの影響で患者さんが減ってきていて介護在宅のサービス事業

を受ける方が減ってきている分で下がっているのかとか、その辺は多分要因がある

から増減が行われていると思うんです。その辺の把握はされているんですか。そう

いう意味で質問したんですが。 
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○保健福祉課長（谷迫利弘君） 申し訳ありません。そこの具体的な中身までは見てい

ないところです。毎月の支出の流れから判断しているところでございます。 

○１番（平田慎一君） 多分これは総務委員会のほうに付託されますので、そこまでに

また調べて提出のほどお願いいたします。 

以上でございます。 

○議長（神﨑文男君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第３８号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、総務厚生常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第３９号 令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第２号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第１５、議案第３９号「令和４年度大崎町水道事業会計補

正予算（第２号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。本案は、収益的収入の予定額を２億２,９

６８万２,０００円に、支出の予定額を２億２,０５７万６,０００円とし、資本的

支出の予定額を９,４４４万１,０００円とするものでございます。 

補正内容は、収益的収入及び支出につきましては、落雷被害に関わる補正並びに

動力費の補正及び人事院勧告に伴う人件費の補正増でございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○水道課長（本松健一郎君） それでは、私のほうから、今回の水道事業会計補正予算

(第２号)について説明をさせていただきます。 

今回の補正につきましては、収入では、先ほど町長のほうからもありましたとお

り、水道施設落雷損害保険金の増、支出では、水道配水池施設の修繕並びに水源地

等に係るポンプ場の電力料増額に伴うものが主な要因でございます。 

１ページをお願いしたいと思います。第２条は収益的収入及び支出の補正でござ

います。収入の款１水道事業収益、第２項営業外収益を１,１６７万円増額し、２,

３７７万円とするものでございます。 

支出の款１水道事業費用、第１項営業費用を２,４５２万５,０００円増額し、２

億９７３万７,０００円とするものでございます。 

詳細につきましては参考資料で御説明いたしますので、１１ページをお願いした
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いと思います。収益的収入及び支出の収入でございます。目３雑収益１,１６７万

円の増は、落雷によります損害保険金の増額でございます。 

支出の目１原水及び浄水費４１３万円の増は、水源揚水ポンプに係る電力料の増

額が主なものでございます。その下の目２配水及び給水費２,０３２万５,０００円

の増額は、落雷被害による配水池等の修繕費及び中継ポンプ場の電力の増額が主な

ものでございます。 

以上で説明を終わりますが、３ページ以降にキャッシュフロー計算書及び予定貸

借対照表等が添付してございますので御参照いただきたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第３９号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、文教経済常任委員会に付託いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第４０号 令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第１６、議案第４０号「令和４年度大崎町公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ３０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２億４７４万２,０００円にする

ものでございます。 

歳出は、給与改定及び制度改正による増額と光熱水費の増額が主なものでござい

ます。歳入は、令和４年度公共下水道受益者負担金の増額でございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○水道課長（本松健一郎君） 大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて説明をいたします。 

事項別明細書の歳出から説明をいたしますので、７ページをお願いいたします。

款１公共下水道事業費、項１公共下水道事業費、目１下水道総務費の１１万２,０

００円の増額は、人事院勧告等による給与改定等により給与及び手当等の調整をす

るものでございます。 
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目２維持管理費の１８万８,０００円の増額は、大崎クリーンセンターの非常用

発電機の燃料費３万８,０００円と、各施設に係る電気料の１５万円の増額が要因

でございます。 

次に歳入を説明いたしますので、前の６ページに戻っていただきたいと思います。

款１分担金及び負担金、項１負担金、目１下水道費負担金の３０万円の増額は、受

益者負担金の実績によるものでございます。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第４０号は、会議規則第３９条第１項の規定

により、文教経済常任委員会に付託いたします。 

ここで昼食のため、暫時休憩いたしたいと思います。午後は１時から再開いたし

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５８分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 休憩前に引き続き、再開いたします。 

小野議員から、午後からの欠席の届けがありましたので許可しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議案第４１号 大崎町議会議員及び大崎町長の選挙における選挙運動の

公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（神﨑文男君） 日程第１７、議案第４１号「大崎町議会議員及び大崎町長の選

挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を

議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用自動車の使用及び選挙

運動用ビラの作成等の公営に要する経費の上限額を改正するため、大崎町議会議員

及び大崎町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正するもので

ございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 
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なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） 御説明いたします。 

本案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、本町においても選挙運動用の自動

車及びビラ・ポスターの作成に係る経費の上限額を国の基準に合わせるため、大崎

町議会議員及び大崎町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正

するものでございます。 

それでは、改正内容につきまして御説明いたしますので、新旧対照表の１ページ

をお願いいたします。右側が現行、左側が改正案で、アンダーラインの箇所が改正

部分でございます。 

まず、第４条第２号は選挙運動用自動車の使用について、レンタル契約する場合

の規定でございます。そのうち、アにつきましては、１日当たりの借入上限額を定

めておりますが、現行の「１万５,８００円」を「１万６,１００円」に改めるもの

でございます。また、イは選挙運動用自動車の燃料の供給に関する規定でございま

すが、次の２ページをお願いいたしまして、こちらは１日当たりの上限額を現行の

「７,５６０円」から「７,７００円」に改めるものでございます。 

続きまして、第８条は、選挙運動用ビラの作成の公費負担額等について規定して

おりますが、選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価を現行の「７円５１銭」から

「７円７３銭」に改めるものでございます。 

３ページをお願いいたします。第１１条でございます。こちらは、選挙運動用ポ

スターの作成の公費負担額等に関する規定でございますが、選挙運動用ポスターの

１枚当たりの作成単価を現行の「５２５円６銭」から「５４１円３１銭」に改める

ものでございます。 

なお、改正後の条例は、公布の日から施行することとしております。 

以上で説明を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４１号は、会議規則第

３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 
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これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第４１号「大崎町議会議員及び大崎町長の選挙における選挙

運動の公営に関する条例の一部を改正する条例について」は原案のとおり可決する

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４１号「大崎町議会議員及び大崎町長の選挙における選挙運動の

公営に関する条例の一部を改正する条例について」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 議案第４２号 大崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

○議長（神﨑文男君） 日程第１８、議案第４２号「大崎町職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、人事院勧告に伴う一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する

法律に基づき、一般職の職員の給料表及び勤勉手当の支給率の改定を行うため、大

崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） 御説明いたします。 

本案は、人事院勧告に伴い、国において給与法が改正されたことを受けまして、

本町においても、この勧告に基づき大崎町職員の給与に関する条例の一部を改正す

るものでございます。 

改正の内容は、初任給及び若年層の給料月額の引き上げ、及び勤勉手当の支給率

を０.１月分引き上げるものでございます。 

それでは、お手元の新旧対照表で御説明いたしますので、１ページをお願いいた

します。右側が現行、左側が改正案で、アンダーラインの箇所が改正部分でござい

ます。 

まず、第１条関係でございます。第１７条第２項は、勤勉手当の額についての規
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定でございますが、第１号は職員のうち再任用職員以外の職員に関する規定でござ

います。勤勉手当は６月期と１２月期に支給されますが、６月期は既に支給済であ

るため、支給率を改定せず１２月期の支給率を「１００分の９５」から「１００分

の１０５」に改め、０.１月分引き上げるものでございます。また、管理職につき

ましても、１２月期の支給率を「１００分の１１５」から「１００分の１２５」に

改め、０.１月分引き上げるものでございます。 

第２号は、再任用職員の勤勉手当に関する規定でございます。こちらは、勤勉手

当の支給率を０.０５月分引き上げるものでございますが、６月期の勤勉手当は支

給済であるため、１２月期の支給率を「１００分の４５」から「１００分の５０」

に改めるものでございます。 

２ページをお願いいたします。管理または監督の地位にある再任用職員につきま

しても０.０５月分引き上げ、１２月期の支給率を「１００分の５５」から「１０

０分の６０」に改めるものでございます。 

次に、２ページの中ほどから８ページまでは、行政職給料表の改定でございます

が、現行から改正案の額に改定するものでございます。改定率につきましては、平

均で０.３％の引き上げとなっておりますが、具体的には、初任給を４,０００円程

度引き上げるとともに、若年層の給料月額も引き上げるものでございます。 

なお、改正後の勤勉手当及び給料表につきましては、令和４年４月１日に遡及し

て適用するものでございます。 

次に、９ページをお願いいたします。第２条関係でございます。令和５年度以降

の勤勉手当の額についての改定でございます。第１７条第２項第１号は再任用職員

以外の職員に関する規定でございますが、６月期と１２月期の支給率が均等になる

ように「１００分の１００」に改め、管理職につきましても、同様に「１００分の

１２０」に改めるものでございます。 

次に、第２号でございます。こちらは再任用職員に関する規定でございますが、

６月期と１２月期の支給率を「１００分の４７.５」に改めるものでございます。

また、管理または監督の地位にある再任用職員につきましても「１００分の５７.

５」に改めるものでございます。 

次に、議案書をお願いいたします。５ページの下のほうになりますが、附則でご

ざいます。第１条、この条例は公布の日から施行するものでございます。ただし、

第２条の規定につきましては、令和５年４月１日から施行するものでございます。 

６ページをお願いいたしまして、第２条は、既に支給された給与を内払と見なす

ことについての規定でございます。第３条は、規則委任でございます。 

以上で、説明を終わります。 
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○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第４２号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第４２号「大崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４２号「大崎町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議案第４３号 大崎町町長等の給与等に関する条例及び大崎町議会議員

の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

○議長（神﨑文男君） 日程第１９、議案第４３号「大崎町町長等の給与等に関する条

例及び大崎町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、令和４年人事院勧告に伴う一般職の給与改定及び特別職の職員の給与に

関する法律の一部を改正する法律に基づき、町長、副町長、教育長及び議会議員の

期末手当の支給率の改定を行うため、大崎町町長等の給与等に関する条例及び大崎

町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を制定するも
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のでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） 御説明いたします。 

本案は、人事院勧告に伴う一般職の給与改定及び特別職の職員の給与に関する法

律の一部を改正する法律に基づき、町長等の特別職に係る期末手当の支給率を引き

上げるものでございます。 

それでは、新旧対照表をお願いいたします。 

第１条関係は、大崎町町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条例でござ

います。これは、町長、副町長、教育長の給与等に関するもので、アンダーライン

の箇所が改正部分でございます。 

第２条第５項は、期末手当の額についての規定でございますが、支給率を年間０.

０５月分引き上げ、１２月に支給する場合の支給率を「１００分の１６２.５」か

ら「１００分の１６７.５」に改めるものでございます。 

なお、この規定は、令和４年４月１日から適用することを附則で規定しておりま

す。 

次に、第２条関係でございますが、同じく、町長、副町長、教育長の給与等に関

する条例の一部改正でございます。令和５年度以降の期末手当については、６月期

と１２月期の支給率が同じ「１００分の１６５」と均等になるように改めるもので

ございます。なお、この規定は、令和５年４月１日から施行するものでございます。 

次に、３ページをお願いいたします。第３条関係では、大崎町議会議員の報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。第５条第２項は、

議会議員の期末手当の額についての規定でございますが、これも、町長等と同じく、

年間０.０５月分引き上げるものでございます。１２月に支給する場合の支給率を

「１００分の１６２.５」から「１００分の１６７.５」に改めるものでございます。

この規定につきましても、令和４年４月１日から適用することとしております。 

次に、第４条関係でございます。同じく、大崎町議会議員の報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例でございます。令和５年度以降の期末手当につ

きましては、町長等と同様に、６月期と１２月期の支給率が同じ「１００分の１６

５」と均等になるように改めるものでございます。なお、この規定は、令和５年４

月１日から施行するものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第４３号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第４３号「大崎町町長等の給与等に関する条例及び大崎町議

会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」

は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４３号「大崎町町長等の給与等に関する条例及び大崎町議会議員

の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は原案

のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２０ 議案第４４号 大崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

○議長（神﨑文男君） 日程第２０、議案第４４号「大崎町職員の定年等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、地方公務員法の改正に伴い、職員の定年引き上げ等に係る制度改正を行

うため、大崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を制定するもので

ございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） 御説明いたします。 
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本案は、地方公務員法の改正に伴い、職員の定年が段階的に６５歳に引き上げら

れること及び、これに関連した制度を導入するため、本条例の一部を改正するもの

でございます。 

それでは、別添の資料で説明いたしますので、説明資料①「定年の引き上げに係

る制度改正の概要」をお願いしたいと思います。 

まず、定年の段階的な引き上げ条例案の第２章関係でございます。地方公務員法

の改正に伴いまして、職員の定年年齢が６０歳から６５歳へ段階的に引き上げられ

ることになります。また、定年は、令和５年４月から、２年に１歳ずつ引き上げら

れ、令和１３年４月に６５歳となります。図は生年月日別に見た段階的な引き上げ

を示しております。例えば、上から２段目、昭和３７年４月２日から昭和３８年４

月１日生まれの職員の場合でございます。この職員の場合は、黄色の部分、６０歳

の令和４年度末をもって定年退職となり、令和５年度から緑色の部分、暫定再任用

職員となります。暫定再任用職員とは、現行の再任用制度が令和４年度末をもって

廃止されますので、定年年齢が６５歳までの移行期間については、新たな名称とな

る暫定再任用職員として再任用されるとされております。 

次に、１段飛びまして、昭和３９年４月２日から昭和４０年４月１日生まれの職

員の場合でございます。この場合は、黄色の最後の部分、６２歳の令和８年度末を

もって定年退職となりまして、令和９年度から緑色の部分、暫定再任用職員となり

ます。なお、この職員が、仮に管理職である課長級であった場合でございますが、

６０歳を迎えた年度で赤色の部分、令和６年度末をもって役職定年となります。 

以上が、条例改正案の第２章関係でございます。 

次に、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の導入条例案の第３章関

係でございます。役職定年制とは、正式には管理監督職勤務上限年齢制と呼ばれる

もので、管理職に上限年齢を設け、その年齢を６０歳とするものでございます。こ

の制度では、６０歳を超える職員は管理職への昇給ができず、また、管理職の職員

は役職定年により非管理職へ降任となります。なお、降任が適用されるのは、管理

職手当の支給を受けている職員、すなわち課長級に限定されており、降任の職は、

直近下位の役職、課長補佐級への降任となります。 

２ページをお願いいたします。定年前再任用短時間勤務制の導入条例案の第４章

関係でございます。定年前再任用短時間勤務制とは、６０歳以後、定年前に退職し

た職員を短時間勤務の職で再任用することができる制度のことでございます。また、

現行の再任用制度は廃止され、定年が段階的に引き上げられている間は、雇用と年

金の接続期間であるとの観点から、引き続き６５歳までの任用ができるように経過

措置として暫定再任用制度が設けられます。 
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図をお願いいたします。ここでは、定年が６２歳の職員の場合を例で示しており

ます。①は、職員が６０歳を超えて６２歳の定年退職まで勤めた後、６２歳から６

５歳までは暫定再任用職員として勤務する例でございます。②は、職員が６０歳を

超えて定年退職の６２歳を迎えるまでに一旦退職し、本人の意志を踏まえて短時間

勤務の職で再任用することができるものです。６２歳から６５歳までは、①と同様、

暫定再任用職員として勤務する例でございます。②の定年前再任用短時間勤務制度

が新たに設けられ、①または②の仕組みを職員本人が選択できるようになります。

なお、勤務時間や給与の仕組みは、現行の再任用職員と同じでございます。 

次に、議案書のほうをお願いいたします。議案書の６ページでございます。下か

ら９行目、附則でございますが、第１条は施行期日でございます。この条例は、令

和５年４月１日から施行するものでございます。ただし、今後は６０歳以後に適用

される任用や給与がこれまでと異なってくることになりますので、これらに関して

職員への情報提供、意思確認を行うことについては、公布の日から施行するもので

ございます。 

次に、第２条でございます。こちらは、定年による退職の特例に係る勤務延長に

関する経過措置を定めるものでございます。７ページをお願いいたします。下から

８行目、第３条は、定年の段階的引き上げ期間における経過措置として暫定再任用

制度を定めるものでございます。 

９ページをお願いいたします。中ほどの、第４条でございます。一部事務組合や

広域連合を定年退職した職員等を、暫定再任用職員として採用することができるこ

とを定めております。 

次に、第５条から第１０条までは、定年前再任用短時間勤務制度についての規定

でございます。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○８番（中山美幸君） これは町長にお伺いします。新設の第９条について、町長の見

解をお伺いしたいと思います。任命権者としての町長の職です。これは管理職とい

いましょうか、管理監督職の２年か３年ですよね、登用することができるというよ

うなことが書いてあるんじゃないかなと私は理解しているんですが。まず、このこ

とについて、町長はそういった意志があるのかどうか、第９条の適用をするような

意識が今後あるかどうかについて、まず、お伺いします。 

○町長（東 靖弘君） ただいま御質問を受けたところでありますが、条文の詳細につ

いては総務課長のほうで答弁させていただきます。 

○議長（神﨑文男君） 町長の意見だそうです。 
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暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時２５分 

再開 午後１時２６分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 再開します。 

○町長（東 靖弘君） 第９条についてお答えいたします。 

お尋ねの件でありますが、１年以内で異動期間を延長し、引き続き管理職勤務を

させることができる旨の規定ということでありますが、現在のところ、そういう考

えは持っておりません。 

○８番（中山美幸君） もしですね、そういうことが起こってくると、今度は後継を育

てられないといいましょうか、課長補佐であったり、係長であったりもいいでしょ

うけども、課長としての能力に優れた人たちを養成することができないということ

につながってきますので、そこら辺の９条の適用については、町長、先ほど言われ

ましたように、十分注意をしていただいてやらないと、いつまでたっても後継者が

育たないということになりますので強く要望を申し上げておきます。 

○議長（神﨑文男君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第４４号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第４４号「大崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について」は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 



 

－ 46 － 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４４号「大崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２１ 議案第４５号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定について 

○議長（神﨑文男君） 日程第２１、議案第４５号「地方公務員法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、地方公務員法の改正に伴い、職員の定年引き上げ等に係る関係条例の整

備を行うため、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例を制定するものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） 御説明いたします。 

本案は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行、いわゆる定年引き上げに係

る制度施行に伴い、関係条例の整備を行うものでございます。 

別添の資料で御説明いたします。説明資料②「定年引き上げに伴う関係条例の改

正概要」をお願いいたします。 

まず、条例の構成でございます。本条例の構成は、大きく２つございます。１つ

は、規定の改正を行う条例。こちらが第１条関係の大崎町人事行政の運営等の状況

の公表に関する条例の一部改正をはじめとして、全部で８件ございます。２つ目が、

廃止する条例。こちらが第９条関係の大崎町職員の再任用に関する条例の１件がご

ざいます。この２種類で構成されております。 

主な改正内容でございますが、法改正に伴い関係条例の文言を整備するものと規

定の整備を行うもので、大きな改正点といたしまして、職員の給料に関する新たな

規定の整備がございます。 

ページの下のところにイメージ図を載せております。この図は、定年引き上げに

伴いまして、６０歳を超える職員の給料月額につきましては、当分の間、職員に適

用される給料表の旧号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額とするもので

ございます。図の、給与７割措置の適用イメージでございますが、例えば、職員で

行政５級６０号給の給料月額は、現行で３８万６００円でございます。改正案では、

職員が特定日、いわゆる６０歳に達した日以後の最初の４月１日から、給料月額が
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３０％減額され、旧号給はそのままで、７割の２６万６,４００円となります。こ

の仕組みを新たに規定しております。 

それでは、議案書の１ページをお願いいたします。第１条は、大崎町人事行政の

運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございます。これは、法改正に合わ

せた文言の整備でございます。 

次に、第２条は、大崎町職員の懲戒の手続及び降下に関する条例の一部改正でご

ざいます。これは、懲戒処分における減給の降下に関する規定でございますが、定

年引き上げの制度が導入された後でも減給の額は現行どおり、月額最大５分の１に

相当する額以下とする規定を整備するものでございます。 

次に、第３条は、大崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でござ

います。こちらは、法改正に合わせた文言の整備でございます。 

２ページをお願いいたします。次に、第４条は、大崎町職員の育児休業等に関す

る条例の一部改正でございます。こちらは、育児休業及び育児短時間勤務をするこ

とができない職員の規定でございますが、新たに、することができない職員として、

６１歳を迎える年度以降の管理職を追加する規定の整備でございます。なお、本町

では、役職定年制の例外である６０歳に達した日以後の最初の４月１日以降の管理

職は想定していないため、該当職員の見込みはございませんので申し添えいたしま

す。 

次に、第５条は、大崎町職員の給与に関する条例の一部改正でございます。こち

らは、定年引き上げに係る職員の給与７割措置の適用に関する規定の整備と、法改

正に合わせた文言の整備でございます。 

４ページをお願いいたします。下のほうにあります別表第１でございますが、こ

ちらは給料表の改正でございます。表の中の再任用職員を定年前再任用短時間勤務

職員に改めるものなど等の文言の整備でございます。 

次に、一番下の別表第２でございますが、こちらは、等級別基準職務表の改正で

ございます。５ページをお願いいたします。表の中の７級の部分でございますが、

各管理職の名称の前に「特に高度の知識または経験を必要とする」の文言を追加し

ております。第６条及び第７条は、法改正に合わせた文言の整備でございます。 

次に、第８条は、大崎町職員の分限に関する手続及び降下に関する条例の一部改

正でございます。こちらは、職員の降級、いわゆる給料が下がることに係る文言の

整備でございます。従来、職員が降級する場合は、地方公務員法において法律また

は条例で定める事由による場合でなければ、意に反して降級されることがないと規

定されておりました。今回の改正案で、定年引き上げに伴う給料月額の７割措置を

降級事由として規定するものでございます。 
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次に、第９条は、大崎町職員の再任用に関する条例の廃止でございます。現行の

再任用制度は廃止され、６５歳定年への移行期間については暫定再任用職員として

再任用できることから、本条例を廃止するものでございます。 

一番下の附則でございます。６ページをお願いいたします。第１条は、施行期日

でございます。この条例は、令和５年４月１日から施行するものでございます。第

２条は、用語の定義でございます。 

次に、第３条は、大崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う

経過措置でございます。定年引き上げに伴い、暫定再任用短時間勤務職員は、定年

前再任用短時間勤務職員と見なして、改正後の大崎町職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の規定を適用するものでございます。 

第４条は、大崎町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置でございま

す。現行の再任用制度は廃止され、令和５年度以降は現行の再任用制度と同様の内

容で暫定再任用制度が設けられます。ここでは、主に、暫定再任用職員の給料や諸

手当の算出方法について規定しております。 

７ページをお願いいたします。下から５行目になりますが、第５条は、大崎町技

能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置でござい

ます。暫定再任用職員が技能労務職員である場合、同条例で規定する職員の扶養手

当及び住居手当に関する規定は、暫定再任用職員には適用しない旨の規定でござい

ます。 

次に、第６条は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う

経過措置でございます。暫定再任用職員が企業職員である場合、同条例で規定する

職員の初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び退職手当に関する規定は、暫定再

任用職員には適用しない旨の規定でございます。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第４５号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 
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これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第４５号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について」、原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４５号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定について」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２２ 議案第４６号 大崎町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定につい

て 

○議長（神﨑文男君） 日程第２２、議案第４６号「大崎町職員の高齢者部分休業に関

する条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、地方公務員法第２６条の３の規定に基づき、高齢者部分休業制度を導入

するもので、大崎町職員の高齢者部分休業に関する条例を制定するものでございま

す。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） 御説明いたします。 

本案は、地方公務員法第２６条の３の規定に基づき、職員の高齢者部分休業制度

を導入するものでございます。 

高齢者部分休業制度とは、職員が常勤職員の身分のまま、勤務時間の半分を上限

として休業することができる制度で、定年退職前に先行的に休業を取得することが

できる制度でございます。 

地方公務員制度は、公務員の定年引き上げに伴い大きく変化することが予想され、

今後、高齢期の職員が増加していくこと、及び健康上や人生設計上の理由により多

様な行き方を希望する職員が増加していくことも想定されるため本条例を制定する

ものでございます。 
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条例の内容でございます。お手元の議案書をお願いいたします。 

第１条は、本条例の趣旨でございます。第２条は、高齢者部分休業に関する規定

でございます。部分休業の承認は、職員の１週間当たりの通常の勤務時間の２分の

１を超えない範囲内で行うとともに、休業を取得できる職員の年齢を５５歳とする

ものでございます。 

第３条は、高齢者部分休業取得中の給与に関する規定でございますが、職員が休

業の承認を受けて勤務しない場合の給与の減額について定めております。 

次に、第４条でございます。ここでは、任命権者は職員の同意を得た上で休業の

承認の取り消しまたは休業時間の短縮をすることができる旨を規定しております。 

次に、第５条、休業時間の延長に関する規定でございます。任命権者は、公務の

運営に支障がないと認めるときは、休業時間の延長を承認することができる旨を定

めております。 

次に、１枚めくっていただきまして、附則でございます。第１項でございますが、

この条例は令和５年４月１日から施行するものでございます。 

次に、第２項でございますが、こちらは大崎町技能労務職員の給与の種類及び基

準に関する条例の一部改正でございます。技能労務職員が高齢者部分休業を取得し

た場合の給与の減額について規定しておりますが、一般行政職員と同様に適用する

ための改正でございます。 

次に、第３項でございますが、こちらは企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部改正でございます。企業職員につきましても、一般行政職員と同様に適

用するための改正でございます。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○８番（中山美幸君） これは確認ですけれども、度々企業職員というのが出てきます

が、本町では企業会計を行っている水道課に限られるということでよろしいでしょ

うか。確認だけです。 

○総務課長（上橋孝幸君） おっしゃるとおりで結構です。 

○議長（神﨑文男君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第４６号は、会議規則第３９

条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第４６号「大崎町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定

について」は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４６号「大崎町職員の高齢者部分休業に関する条例の制定につい

て」は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２３ 議案第４７号 大崎町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（神﨑文男君） 日程第２３、議案第４７号「大崎町課設置条例の一部を改正す

る条例の制定について」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、本町が行う施策遂行における課題に対応し、その権限に属する事務を分

掌させるため、また組織の機構改革を行い、町民にわかりやすい行政組織とするた

め、地方自治法第１５８条第１項の規定に基づき、大崎町課設置条例の一部を改正

するものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、御説明いたします。 

本案は、複雑多様化する行政課題に適格に対応し、行政サービスの向上を図るた

め、組織機構の見直しを行うものでございます。 

今回の改正では、これまでの住民環境課、企画調整課をそれぞれ２つの課に分割

いたしまして、新たに町民課と環境政策課、及び企画政策課と商工観光課を設置す

ること、並びに耕地課を廃止するものでございます。詳細につきましては、新旧対

照表で説明させていただきます。 

第２条は、町長部局の課の設置についての規定でございますが、現行の第２号に
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規定しております住民環境課は、主に戸籍や年金等の窓口業務及び環境に関する業

務を行っております。その中で、環境に関する業務につきましては、これまでのリ

サイクルの取組に加えて、今後、将来の世代も安心して暮らせる持続可能な地域経

済社会を構築していくために、カーボンニュートラルの実現に向けて本格的に取り

組んでいかなければなりません。今回の改正では、環境施策をさらに進めていくた

めに、窓口部門の課を町民課に、環境部門を統括する課を環境政策課に分割するも

のでございます。 

次に、現行の第７号に規定しております耕地課につきましては、今回の改正で廃

止することとなりますが、現在、町道や農道など、複数の課にまたがって行われて

いた道路行政のワンストップ化を図り、住民サービスの向上を図るなど、耕地課が

所掌する農業用施設の維持管理部門を建設課に移管し、また、農地の管理部門につ

きましては、農林振興課に移管することで農地の集約・有効活用を促進し、担い手

の確保と農業経営の確立を目指すものでございます。 

次に、現行の第８号に規定しております企画調整課でございますが、総合計画に

掲げる重点目標の達成に向け組織を強化するため、現行の企画調整課を２つに分割

し、町の主要施策の企画調整や地方創生、移住・定住への取組、地域振興や多文化

共生に取り組む企画政策課と、スポーツ観光及びふるさと納税の推進を図り地域経

済の活性化を目指す商工観光課を新設するものでございます。 

次に、新旧対照表の中段になります附則第２項関連でございます。大崎町総合計

画審議会条令第１０条でございますが、今回の大崎町課設置条例の一部を改正に伴

い、「企画調整課」を「企画政策課」に改めるものでございます。同様に、新旧対

照表の下段の附則第３項関連でございます大崎町環境審議会条例第８条でございま

すが、同様の理由により、「住民環境課」を「環境政策課」に改めるものでござい

ます。 

最後に、施行期日でございますが、この条例は令和５年４月１日から施行するこ

ととしております。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○７番（吉原信雄君） ３枚目の課設置条例の改正イメージ、ここにですよ農業委員会、

管理課、社会教育課は載っていないんですよね。その意味がちょっとわからないん

ですけど。何で載せなかったということですよ。 

○総務課長（上橋孝幸君） 今回の課設置条例の一部改正の議案につきましては、あく

までも町長部局における課の改正でございます。ですので、農業委員会、あるいは

事務局、教育委員会については別途、条例等で規定してございますので、もし改正
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する場合は、別途、条例改正が必要になってくるかと思います。 

以上です。 

○議長（神﨑文男君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

ここでお諮りします。ただいま議題となっております議案第４７号は、大崎町課

設置条例の一部を改正する条例審査特別委員会を設置し、これに付託して、審査い

たしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４７号は、大崎町課設置条例の一部を改正する条例審査特別委員

会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

さらにお諮りします。 

特別委員会委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、議長

を除く１１人の諸君を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

また、先ほど決定いたしました大崎町一般会計補正予算（第６号）審査特別委員

会も、１１名の諸君をもっていたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました１１名の諸君を大崎町課設置条例の一部を改

正する条例審査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。及び大崎町一

般会計補正予算（第６号）審査特別委員会も選任することに決定いたしました。 

これより、特別委員会の委員長及び副委員長の互選をしていただきます。委員会

条令第８条第２項の規定により、特別委員会の委員長及び副委員長は特別委員会に

おいて互選することになっております。さらに、同条例第９条第１項の規定により、

委員長及び副委員長が共にいないときは、議長が委員会招集日時及び場所を定めて、

その互選を行わせることになっておりますので、これより特別委員会の委員長及び

副委員長の互選を議員控え室でしていただきます。 

これより、暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時５１分 

再開 午後１時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○議長（神﨑文男君） 休憩前に引き続き、再開いたします。 

ただいま特別委員会において互選されました委員長及び副委員長の氏名を報告い

たします。大崎町課設置条例の一部を改正する条例審査特別委員会の委員長に、１

１番、児玉孝德君、副委員長に、７番、吉原信雄君が選任されました。 

また、大崎町一般会計補正予算（第６号）審査特別委員会の委員長に、７番、吉

原信雄君、副委員長に１１番、児玉孝德君が選任されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２４ 議案第４８号 訴えの提起について 

○議長（神﨑文男君） 日程第２４、議案第４８号「訴えの提起について」を議題とい

たします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、本町が締結していた庁舎外１２施設の電力需給に係る契約につきまして、

電力供給停止という債務不履行があったため、債務不履行により生じる損害賠償の

請求について訴えの提起をするに当たり、地方自治法第９６条第１項第１２号の規

定により議会の議決をお願いするものでございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、御説明いたします。 

まず、議案の説明に入ります前に、訴えの提起に至るまでの経緯について御説明

いたします。 

本町では、新電力小売事業者である株式会社ウエスト電力と、庁舎など１３施設

で令和４年１月から１２月までを期間とする電力供給契約を締結しておりましたが、

電力市場の価格高騰を理由に令和４年４月末で事業撤退し、電力供給が停止された

ことから、本年５月から新たに九州電力と供給契約を締結したところでございます。

本町がウエスト電力から九州電力に契約先を変更したことにより生じる損害の見込

額は約１,０５０万円でございます。 

この損害賠償金を請求するに当たり、本年１０月に、和田久法律事務所と委任契

約を締結し、法律事務所を通じてウエスト電力に対し債務不履行に伴う損害賠償請

求についての見解を求めたところ、先方から期限までに回答が得られなかったこと

から、今回、ウエスト電力に対し契約の債務不履行に伴う損害賠償の請求を行うた

め、この件に関する訴えの提起を行うものでございます。 

以上が、経緯でございます。 

それでは、議案書に沿って御説明いたします。 
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１、当事者は原告大崎町で、被告は広島県広島市西区楠木町１丁目１５番２４号、

株式会社ウエスト電力、代表取締役中村公俊でございます。 

２、事件名は、損害賠償請求事件でございます。 

３、請求の趣旨でございます。損害買収請求の内容は、ウエスト電力撤退後の５

月から電気料金が確定している１０月分までの８０６万１,５１７円と、支払いが

完了するまでの年３分の割合の利息の支払い及び訴訟に関する費用負担を求めるも

のでございます。 

４、事件に関する取扱い及び方針でございますが、損害賠償金の請求方法につき

ましては、令和４年５月から１０月分までの損害額が確定している月分を最初に請

求し、１１月から契約期間満了となる１２月分までは、料金確定後、順次請求を拡

張していくということと、控訴及び上告についてのすべての事項の実施について、

町長に一任するというものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

○８番（中山美幸君） ちょっとお示しいただきたいんですが、こういった事件、事案

というのは非常に多かったと思うんですね。現在、株式会社ウエスト電力、これは

企業といいますか、法人としてまだ登記がなされているのか、法人登記が存続して

いるのかどうか、その点について確認できているのかどうかということと、九州電

力からウエスト電力に変更したいきさつ、それは電力量の削減、節約ということを

考えられたんでしょうけども、令和４年ぐらいにはですねいろんなところでこうい

う問題があちこちで、にわかにといいましょうか、広くは出ていなかったけども、

周りの状況としてはあったわけですよ。新電力の問題、送電線の問題もろもろがあ

りまして、こういう状況が発生することが予測できたわけですね。九電からそこに

替えるときに、そういった予測といいましょうか、安くなるから替えましたという

だけは私はつまらないなと思っているんですが。そこをどのようにしているのかと

いうことが２点目です。 

そして八百数十万円の訴訟を起こそうとしているんですが、弁護士さんとの委託

契約をされている中で、本当にこれが時間の無駄にならないのか。訴訟しないとい

けないことはわかっていますけども、ある程度の確証が取れているのかどうか。そ

の３点についてお示しをください。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問で、ウエスト電力が現在も法人登記がなされ

ているかという御質問でございます。それと、２点目が、九州電力からウエスト電

力へ移ったそのいきさつ。そしてまた、その時点でいろいろ問題が発生しているこ

とについて承知していなかったのかということが２点目でありました。そしてまた、
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８０６万円の弁護士との折衝のことでありますが、この３点につきまして、総務課

長の答弁とさせていただきます。 

○総務課長（上橋孝幸君） お答えいたします。 

まず、１点目のウエスト電力の登記が現在もあるのかどうかということですけれ

ども、今のところ、廃業届が出されたりということは情報としては仕入れておりま

せんので、恐らくそのまま登記はあるのかなと思っているところです。 

それから、ウエスト電力との契約の経緯というところですけれども、そもそも遡

ると、新電力契約を最初にスタートしたのが平成３０年度でございました。ですの

で、平成３１年の１月からその年の１２月分を最初の新電力の入札を実施しており

ます。そのときは、入札の結果、九州電力さんが落札をされております。次の令和

２年分も、同じく入札によって九州電力さんが入札で決定されております。それか

ら、令和３年については、株式会社スマートテックが落札しているところでござい

ます。令和４年については、ウエスト電力さんが落札されたという経緯でございま

して、ウエスト電力さんについては令和４年１月から、契約期間は令和４年１２月

までの契約内容だったわけですけれども、今年の３月の末に、電力供給が継続して

できないというような電話での報告がございまして、それを受けて、本町では速や

かに九州電力さんと契約できないかという事務手続を取って現在に至るところでご

ざいます。 

それから、弁護士事務所に１０月にお願いしたわけですけれども、時間の無駄に

ならないかというような御質問もあったかと思います。私のほうで把握しておりま

すのは、九州管内で６自治体、ウエスト電力さんと新電力の契約を締結している自

治体がございます。そのうち、４つの市町村については、既に和解が成立したとい

う情報は手に入れております。あと、残る２つの市町村については、今、裁判中と

いうところのようです。ですので、本町といたしましては、まず、１０月に弁護士

事務所にお願いしたときに、和解を含めた事前交渉をお願いしました。ところが、

先方から何ら回答がないという状況でございましたので、今回、やむなく訴訟の訴

えを起こすという議案を上程させていただいたところでございます。 

以上です。 

○議長（神﨑文男君） ほかにございませんか。 

○１番（平田慎一君） 前にいただいた経緯の委員会資料を総務課から、管財課からい

ただいた部分も資料で損害賠償の試算表の部分がございますよね。この中で５月か

ら１２月の見込額の損害賠償の１,２１７万５０４円という試算が出しております

が、資料がございますよね。これについてですよ、九電とウエストの金額の差とい

うか、これほどまでに金額が変わってくるのかというのがちょっと驚きなんですが。
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５月から１２月、半年ですよね。半年間の間で九電の金額とウエストとの金額の電

気料金の差額というのは１,０００万円あるということですか。これは普通の一般

の九電の単価より大分上がってくるという、急に契約をしたから単価がちょっとふ

だんより割りまして上がっているという認識でよろしいですか。そこの部分をちょ

っとお伺いしたいんですが。 

○総務課長（上橋孝幸君） 新電力契約の入札をする際は、通常のそれぞれの供給電力

よりも大分安い金額で契約ができているのが、過去の事例でございます。ウエスト

電力さんについても同様に、大分低額での契約ということになっております。 

ただ、ウエスト電力さんから供給停止の連絡をいただきまして、急遽、九州電力

さんと契約を結んだわけなんですが、急遽結んだ九州電力さんの単価が大分高いの

でどうなのかということなんですけれども、今、締結している金額についても、通

常の金額と比べると安い金額になっております。ただ、普通は、こういった場合で

急遽、契約先が撤退して、やむなく地元の九州電力さんと契約しなければならない

場合は、最終補償供給契約というのがあるようです、その契約を結ぶと、さらに高

い単価で、通常単価の１.２倍ほどの単価で契約せざるを得ない状況になっている

自治体もあるようですので、そういった自治体と比べると、まだ大崎町は、わりか

しまだ安い金額で締結できている状況ではあろうかと思います。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） これは多分１２月までの試算で出ていますが、今後、多分ウエ

ストさんから九電のほうに契約を替えていくはずなんですが、これは長期契約に替

えていくはずですよね。現在、長期契約で切り替えて契約になっているのか、それ

ともまだ短期のまま、契約ができていない状態になっているのか。その辺で多分単

価が変わってくると思うんです、今後のですね。その辺は調整というか段取りはさ

れているんですか。 

○総務課長（上橋孝幸君） 基本的には短期の契約でございます。ですので、今年の１

２月が基本なのかなと考えます。通常の年であれば、来年度の契約に向けて入札の

準備をするわけなんですが、ただ、御存じのとおり、電気料金が全国的に上がって

いるということで、新電力会社も撤退されているところも多い状況で、入札をした

くでもできない状況になりますので、恐らく九州電力さんとの契約が濃厚なのかな

と、今のところでは考えているところです。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） 今後ですね、やっぱり経済的に電気料金等を含んだエネルギー

関係は上がっていくというのが見えておりますので、早めの長期契約も含んだ単価

の見直し、企業の見直しというのは早期に考えていく必要があるかな。特に安定供
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給も含めて考えていっていただきたいなと思います。 

以上でございます。 

○議長（神﨑文男君） ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４８号は、会議規則第

３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。議案第４８号「訴えの提起について」は可決することに御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４８号「訴えの提起について」は可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 以上をもって、本日の日程の全部を終了いたしましたので、本

日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後２時１４分 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） これより、本日の会を開き、直ちに会議いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（神﨑文男君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、３番、稲留光晴君、及び

４番、諸木悦朗君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 一般質問 

○議長（神﨑文男君） 日程第２「一般質問」を行います。 

一般質問は、通告順により許可いたします。まず、５番、宮本昭一君の質問を許

可いたします。 

○５番（宮本昭一君） 私は、さきに通告しておきました本年度の施政方針について、

農業振興対策について、マイナンバーカードについて、小中学校の不登校等につい

て、及び本町における地域活動についての４件について質問をいたします。 

まず、１件目の本年度の施政方針についてお伺いをいたします。町長は、昨年末、

６期目の当選を果たされ、行政一筋にこれまで様々な課題に取り組まれ、実績を上

げられておられることは高く評価いたしているところであります。 

そこで、当選から間もなく１年がたとうとしておりますが、これまでの施策を土

台に、令和４年度の施政方針の中で「より質の高い施策を、人へ投資し、郷土大崎

を活性化する地方創生を積極的に進め、取り組んでまいりたいと考えている」と、

このように言っておられます。本年度の施政方針で、町長は大きな４本の柱を上げ

ておられます。１つ目はＳＤＧｓ持続可能な開発目標、２つ目は資源リサイクル、

３つ目はふるさと納税、４つ目はスポーツ観光振興であります。年度途中ではあり

ますが、本年度も既に４分の３が経過しておりますので、あえて一般質問という形

で質問させていただきたいと思います。 

それでは、１点目の、施政方針の所信として大きく４点ほど述べられております

が、現時点までの進捗と評価をどのように捉えているのかについてお尋ねし、１回

目の質問といたします。 

○町長（東 靖弘君） 本年度の施政方針において、ＳＤＧｓ持続可能な開発目標、資

源リサイクル、ふるさと納税、スポーツ観光振興の４点を述べさせていただきまし

た。それぞれの項目について、１つずつ現状を述べさせていただきます。 

まず、ＳＤＧｓ持続可能な開発目標でございます。定住促進などの人口対策を講
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ずることにより、持続可能なまちづくりを目指そうとするものでございますが、環

境配慮型定住住宅取得補助金の創設、及び野方地区の宅地分譲に着手することがで

きましたので、今後の定住人口の増加に期待をしております。 

次に、資源リサイクルでございます。約２４年間にわたり取り組んでまいりまし

た本町の取組は、近年さらに評価が高まっているように感じております。先日も、

静岡県西伊豆町、北海道ニセコ町、徳島県上勝町などの自治体や企業から多くの視

察研修が訪れており、関係人口の増加につながっております。引き続き、この取組

を進めてまいりたいと考えております。 

次に、ふるさと納税でございます。当初は、財源不足の解消に端を発した本事業

の取組強化でございましたが、現在では、御承知のとおり、返礼品需要による本町

経済への貢献やマスコミへの露出等による本町イメージの向上など、本事業の効果

は非常に大きいと評価しております。今後とも、積極的に取り組んでまいりたいと

思います。 

最後に、スポーツ観光振興でございます。新型コロナウイルス感染症の影響によ

り合宿数が減少しておりましたが、現在では回復傾向にございます。この好機を逃

がすことのないように、来春の設立を目標としているスポーツコミッションを通じ

て、合宿のさらなる誘致及び観光も含めた振興を図ってまいります。 

以上、４点についての現状を述べさせていただきました。 

現時点までの進捗と評価をどのように捉えているかとの御質問には、おおむね順

調に進んでおり、一定の評価はできるものと考えております。 

以上でございます。 

○５番（宮本昭一君） ただいま、町長の答弁をいただきました。本年度の施政方針の

所信表明を踏まえた上で、それぞれの具体的な施策に対する現時点までの進捗と評

価については、おおむね順調に進んでおり、一定の評価が出てきていると考えてい

るとの答弁でございました。 

１点目の持続可能なＳＤＧｓのまちづくりについては、野方地区に宅地分譲を着

手したということと、それから環境配慮型定住住宅取得補助金の創設、それと資源

リサイクルについては、近年、評価が非常に高まっているということでございまし

た。そのように感じているということでございました。 

ふるさと納税につきましては、この事業を強化して返礼品の需要による本町経済

への貢献といいますか、そういう本町への効果が非常に大きいと評価をしていると

いう答弁でございました。 

それから、スポーツ振興については、やはり、スポーツコミッションは来春の設

立だったようでございますが、合宿等の誘致とか観光の振興を図ってまいりたいと
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いう答弁でございました。本年度の施政方針を踏まえての答弁でございましたけれ

ども、町長としては一定の評価ができているということでございました。 

それでは、町長としては長期にわたる町民の信任を受けて、６期目の任期途中で

はございますけれども、これまで町政運営に当たっては本町の総合計画の施策の大

綱を中心に、もろもろの分野にわたり実績を残しておられることについては、先ほ

ども述べましたけれども、私も評価をいたしております。本年度も、残り数か月と

なってまいりましたけれども、早いもので令和５年度の予算編成の時期にもなって

まいりました。これからの本町の将来図を見据え、町民の全体のさらなる福祉の向

上を目指して、新たな予算編成方針のもとに全力を挙げて取り組んでいただきたい

と思います。 

それでは、次に、２点目の農業振興対策についてお尋ねをいたしたいと思います。

さきの全国共進会に向けて、第７１回鹿児島県畜産共進会に本町から４頭が出品さ

れ、出品された生産者並びに関係者の方々におかれましては大変な御苦労があった

だろうと思っております。県共に向けては、さきの一般質問の中で町長の力強い意

気込み、決意を述べていただきましたけれども、県共に出品できたことは、本町の

畜産の名声を高めることにつながり、すごい快挙であったというふうに私は思って

おります。 

それでは、１点目の本町の今後の畜産振興について、どのように捉えているかに

ついてお尋ねをいたしたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） 本町の農業は、温暖な気候、広大な田畑の立地状況を生かした

ブロイラー、肉用牛、養豚、酪農、露地野菜、果樹などを基幹作物としており、多

彩な作物の振興が図られているところでございます。 

また、食品関連産業と連携した基幹産業として、本町の経済を支えております。

中でも、肉用牛生産は、本町の農業の基幹部門として着実に進展し、本町農業の発

展に寄与してまいりました。肉用牛生産が、田畑を有効利用した土地利用型の農作

物拡大の要因として大きな役割を果たしていると認識しております。 

今後も、これらの役割に加え、地域の活性化、農地利用の保持・増進を図る上で

重要な役割を果たすことができると期待をしております。 

御質問にあります、今後、持続的な畜産物の生産を図る上で考えられる振興方策

は、高齢産牛の更新による生産効率の向上、飼料給餌方法の見直し、飼養管理の改

善を行うことなどが上げられます。 

また、他に考えられる振興方策ですが、飼養衛生管理基準の遵守や水際での防疫

措置を徹底すること、家畜の飼養管理棟の消毒化に取り組むこと、ＡＩやＩＣＴな

どを活用した機器の生産現場への導入促進、生産データの収集とその分析・結果を
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利用すること、自給飼料生産や耕種農家との連携による資源循環を行うこと、また、

国産飼料の生産、飼料の適切な調達を推進することなどが上げられると思います。 

○５番（宮本昭一君） 畜産振興について、いろいろな振興方策を答弁いただきました。

やはり、畜産は土地利用型の農作物を利用した形態が主だと思いますが、やはり自

給飼料の見直しとかいろんな飼養管理の改善とか、国産飼料の生産に適切な調達を

推進するような答弁でございましたけれども、そういうことでございますのでいろ

んな方針をいただきましたが、それでは、次、経済の変動により繁殖農家戸数や繁

殖の母牛も相当減ってきていると思いますけれども、１１月に共済組合の母牛の保

険切り替えがありました。大分頭数が減っているという話をその場でお聞きしたと

ころですが、現在、本町の飼育状況はどのようになっているかについてお伺いをい

たします。 

○町長（東 靖弘君） 毎年１２月末から１月にかけて、繁殖農家戸数と繁殖母牛数の

調査を実施しておりますので、その数でお答えいたします。 

令和３年１月で２７７戸数、４,４３０頭飼育。令和４年１月で２５７戸数、４,

２０１頭飼育しておりまして、令和３年と令和４年を比較しますと、戸数で２０戸

減少、頭数で２２９頭減少しております。 

○５番（宮本昭一君） ただいま、令和３年と令和４年の比較で戸数が２０戸減少とい

うことでございましたが、頭数が２２９頭減少という答弁でございました。 

少子高齢化が地域社会においてますます進行しております。畜産農家においても、

高齢化や担い手不足など、また、ロシアによるウクライナ侵攻や円安の影響など、

世界的な不況の中にあって本町の基幹産業である農業・畜産業も、肥料並びに配合

飼料の高騰に加え、飼料価格の低迷など、経営環境は非常に厳しい状況となってお

ります。原料の依存度が高い肥料や家畜のエサとなる飼料といった生産資材が値上

がりし、肉用牛生産基盤の弱体化が懸念され、頭数減や廃業等も耳にしますが、こ

のままでいくと大崎の畜産のまちが衰退することも予想されるわけでございます。

畜産農家の生産意欲、維持を図るために何らかの支援策が必要と私は思っておりま

すが、いかがでしょうかお伺いいたします。 

○町長（東 靖弘君） 現在、配合飼料価格の高騰等や肉用牛の価格が短期間で大幅に

下落するなど、生産者の経営環境が悪化している状況であると認識しております。

生産者の意欲低下により、生産基盤の弱体化が懸念されることから、この１２月議

会において臨時的かつ緊急的な措置でありますが、生産者の意欲の維持並びに生産

基盤の弱体防止を目的とした肉用牛生産推進緊急対策事業奨励金の予算を計上させ

ていただいたところでございます。 

先般の農業新聞を見ておりましたら、１１月の和牛子牛のせり市状況が出ており
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ました。鹿児島県の曽於中央家畜市場が前月比で約７万円高くなったということで、

４か月ぶりに６０万円台を回復したという記事が出ておりました。これから子牛の

価格が上がるのか、下がっていくのか、非常に危機的な状況にあると思いますが、

好転していきそうな感じにはなってきているというようなお話も伺ったところであ

ります。 

やはり基幹作業でありますので生産者の意欲が減退しないように、我々としても

力を入れてまいりたいと考えております。 

○５番（宮本昭一君） ただいま答弁をいただきました。肉用牛子牛生産推進緊急対策

補助金については、本会議の中でも少々お聞きいたしました。ですが、聞き漏れが

あったように私としてはありましたので、再度、詳細にわたってお聞きしたいと思

います。 

この奨励金で６０万円を上限で下回る、あるいは上回るということが基準となっ

ておりますが、これを下回る基準等についてはどのようになっているのかお伺いし、

また、この発動の状況もわかる範囲で、９月せり市から１２月までになっておりま

すが、わかっていましたらお教えいただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） 具体的な内容になってまいりますので、担当課長の説明とさせ

ていただきます。 

○農林振興課長（上野明仁君） ただいまの奨励金に関して御説明いたします。 

奨励の対象となる子牛せり市の価格の月別平均が、発動基準となるのが６０万円

という基準がございます。先ほど町長の答弁でありましたが、１１月はその６０万

円を上回っているということで、９月と１０月については６０万円を下回っており

ますので、今回議会に提案いたしました、出荷した子牛の１頭当たり１万円を交付

することとなります。 

以上でございます。 

○５番（宮本昭一君） あと１点だけ、担当課長にお聞きします。ただいま説明をいた

だいたんですけれども、６０万円以下を下回って支給しますよね、例えば、地域的

に鹿児島県が下回ったときとか九州とか、全国でとかあると思うんですが、そこあ

たりは何か区分けがしてあるんですか。ただ、鹿児島県だけですか。 

○農林振興課長（上野明仁君） 全国でいいますとブロックが４つのブロックに分かれ

ておりまして、北海道、東北、それから本州、関東の西側、四国、それと九州沖縄

ブロックということで４つのブロックに分かれております。 

今回、発動基準が、鹿児島の場合は九州沖縄ブロックでありますので、先ほど申

しました９月と１０月については６０万円を下っておりますので、交付の対象とな

ります。１１月については６０万円を上回っておりますので、交付の対象となりま
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せん。１２月につきましては、まだせり市がございませんので、まだ未確定ですの

で、そういった状況でございます。 

以上です。 

○５番（宮本昭一君） ありがとうございました。よくわかりました。 

それでは、次に、２点目の、家畜防疫の現状を示せについてお尋ねをいたしたい

と思います。現在、県内はもとより、今年は特に全国各地で鳥インフルエンザの伝

染病が多発しております。寒さがこれから先、まだ厳しくなるにつれて、牛などの

悪性伝染病も懸念されます。周期を考えると、寒いときに発生する口蹄疫もいつ発

生するかわかりません。もうはるか過ぎておりますが、忘れる頃ではないかなとい

うふうに思いますけれども、口蹄疫も気をつけないと大変なことでございますので、

畜産農家はいまいちど、防疫体制の強化を図ることが大事と思っております。災難

は忘れた頃にやって来るということわざがありますとおり、家畜防疫の現状はどう

であるか、巡回指導はなされておるのかについてお尋ねをいたします。 

○町長（東 靖弘君） 高病原性鳥インフルエンザ、ＣＳＦ、豚熱などありますが、ア

ジア地域など世界各地で発生が確認されておりますが、県内におきまして、高病原

性鳥インフルエンザが猛威を振るい、現在も発生が続いている状況で、最大限の警

戒が必要なところであります。 

家畜防疫の対策としましては、県や町で実施しております家畜伝染病防疫対策事

業を活用し、車両消毒装置や消毒機材の導入、防鳥ネットの張り替えと消石灰の配

布を、今後も継続していきたいと考えております。 

また、踏み込み消毒槽につきましては、ＪＡ鹿児島県経済連から全戸に配布され

ることになっております。 

巡回指導等につきましては、畜産技連会一体となって随時指導を行っているとこ

ろでございます。 

○５番（宮本昭一君） ただいま対応といいましょうか、現状といいましょうか、この

質問に対しましての答弁でございました。町長の答弁では、やはり消毒槽等につい

てはＪＡ経済連が全戸配布の予定と。これは全戸配布になるわけですね。巡回指導

等は畜産技連会がございますが、技連会で随時指導は行っているというようなこと

でございました。 

家畜に対する防疫は大事なことでありますので、徹底した消毒を行っていただき

たいと思います。 

それでは、次に、３点目の農業資金で子牛と成牛、いわゆる初妊牛ですが、これ

の導入貸付期限延長についてお尋ねをいたしたいと思います。 

まず、現在の貸付状況はどのようになっているかについてお伺いをいたします。 
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○町長（東 靖弘君） 貸付状況についての御質問でございますが、直近３年間の実績

で報告をさせていただきます。 

令和２年度が自家保留牛４頭、子牛５頭、成牛１頭。令和３年度が自家保留牛２

頭、子牛１１頭、育成１頭。令和４年度が自家保留牛１頭、子牛２頭、成牛１頭と

いう状況でございます。 

○５番（宮本昭一君） ただいま、３か年にわたりまして町長から答弁いただきました。

やはり、返済についても飼料価格の値上がりや子牛市場の低迷の現状を踏まえまし

て、導入貸付期限を、特例措置として一、二年の貸付期限延長はできないかについ

てお伺いをいたしたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） 畜産振興資金の貸し付け条件の限度額と貸付期間について申し

上げますと、育成牛導入の場合、貸付限度額が７０万円、貸付期間が５年、成牛導

入の場合、貸付限度額が８０万円で、貸付期間が３年。自家保留牛の場合、貸付限

度額が３０万円で、貸付期間が３年となっております。 

御質問の貸付期間の延長の件につきましては、また検討をさせていただきたいと

思います。 

○５番（宮本昭一君） ただいま答弁いただきました。畜産農家については、今の現状

は御承知のとおり、大変な時期でありますので、この問題については再度検討して

いただくように、重ねてお願いを申し上げておきたいと思います。 

それでは、次に、４点目の用水路や水田の外来種、いわゆるオオフサモでござい

ますが、その分布状況と対策についてお尋ねをいたしたいと思います。このオオフ

サモは、アマゾン川が原産地で、鑑賞用として各地に輸入され、国内では４１都道

府県で繁殖が確認されて、日本の侵略的外来種ワースト１００に指定されているよ

うでございます。生態的特性は、主に根茎で越冬し、九州では地上部も完全に枯死

することなく越冬して、クリークの雑草では最も早い３月中旬頃から生育を開始し、

閉鎖的なクリークで局部的に発生することが多いといわれております。 

このようなことから、本町の用水路や水田における分布状況と対策についてお聞

きいたします。その前に、町長、このオオフサモを見られたことがございますか。

質問に対しての答弁をいただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） ただいま、特定外来種オオフサモの町内での分布状況について

ですが、菱田地区、神領地区、益丸地区、横瀬地区、永吉地区などの用水路等で確

認されておりまして、一部では水田内でも確認をされております。 

対策、駆除としましては、オオフサモは根や茎で増え、ちぎれた茎からも再生す

るため、根から引き抜き、取りこぼしがないよう除去し、天日干しなどをして乾燥

させてから処分する必要があります。 
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また、除草の際は、下流に破片が流出しないよう飛散・拡散防止対策も必要であ

り、水利組合や地域保全協議会などの関係団体との協力・連携が重要となります。

なお、場所や水深等にもよりますが、ユンボなどで陸揚げ後、水のかからない場所

に深く穴を掘り、埋めることも対策の手段として考えられます。 

御質問がオオフサモということでありましたけれども、持留川水系ではウオータ

ーレタスが外来種として異常に発生して、もう長い期間発生して、ただいま説明い

たしましたような水利組合とか地域保全協議会で年に２回ぐらい処理をしている、

陸揚げをしているという状況でありますので、こういった外来種に対する取組、駆

除は、本当に地域みんなで理解していただいて進めていかなければならない問題だ

ろうと思っております。 

○５番（宮本昭一君） ただいま、分布状況と対策について答弁いただきましたが、分

布状況については町内幅広く確認されているということでありました。益丸地区も、

例えば自分のところもしますが、益丸地区も用水路と水田で一、二年前から見受け

られるようになっております。これは用水路では水流の障害がありまして、水田で

は水稲の生育を妨げるもので、早めの対策が必要となってまいります。 

そういうことで益丸地区も四、五名でユンボを頼みまして、３日間作業をいたし

ました。経費としては約１８万円かかりましたけども、余計な出費をしたなという

感じを受けておるところでございますが、そのようにこのオオフサモは大変な雑草

でございますので、早めの対策が必要かなというふうに思います。これについては、

広報おおさきの７月号で掲載してあるのを見ましたけれども、私もまだ知らない方

がかなりおられると思うので、周知徹底、チラシなどで指導を行ってくださるよう

要望いたしますけれども、いかがでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） オオフサモにつきましては特定外来生物に指定されておりまし

て、このまま大繁茂すると在来種への影響や河川の水流を妨げ水質の悪化を招くお

それもあります。用水路への阻害が懸念されます。 

現在、本町では用水路や水田等にも発生が確認されておりますので、庁舎内での

情報の共有を図ることと、チラシ作成や農政集落座談会などを通じて周知徹底を図

っていきたいと思います。 

○５番（宮本昭一君） ただいま、チラシや農政集落座談会などで周知を図るという答

弁でございました。御承知のとおり、このオオフサモは特定外来生物に指定されて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

それから、町長には先ほど聞きましたが、課長級の中でオオフサモを見たことが

ない人はおるでしょうか。皆さん、知っていらっしゃいますか。知っていらっしゃ

いますね。 
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次に、３点目の、マイナンバーカードについてお尋ねをいたします。 

まず、１点目の、現在までの申請と取得状況は、についてお聞きいたしますけれ

ども、今、担当課ではいろいろな手だてで玄関とかで申請を受け付けておられます

けれども、現在までの申請と取得状況、これはどうなっているかについてお伺いい

たします。 

○町長（東 靖弘君） マイナンバーカードの申請と取得状況はとのことでありますが、

１１月３０日現在の状況を御報告いたします。 

申請件数が８,４１４件であり、交付件数は６,３１３件で、交付率５０.７１％

になります。鹿児島県の交付率が５５.９１％で、全国の交付率は５３.８８％とな

っています。 

本年４月３０日時点での交付率が３１.４４％でありましたので、７か月で２,３

０２件増え、約２０％の伸びとなっております。 

○５番（宮本昭一君） ただいま、取得状況、申請状況と交付の状況等を答弁いただき

ましたけれども、やはり、これについては、今、皆さんも玄関の前とか、前からす

ると非常に多数の方が押しかけるように来ていただいておる姿を見受けておるわけ

でございます。 

それはそれとしまして、マイナンバーカードの取得については、次の２点目の、

マイナンバーカードの取得は任意のため、未取得者が不利益を受けることはないの

か、についてお聞きいたします。 

○町長（東 靖弘君） マイナンバーカードの未取得者が不利益を受けることはないか

との御質問であります。マイナンバーカードのメリットを受けられないことが不利

益になると考えております。具体的には、現在、写真つきの身分証明書としては運

転免許証や旅券、パスポートですけど、があります。将来、運転免許証を返還した

場合に、様々な手続の際に身分を証明する本人確認書類に困ることが考えられます。 

マイナンバーカードは、今後、保険証や運転免許証とも統合する予定であること

から、写真つきの身分証明書として一番わかりやすい本人確認書類となることが予

想されます。 

また、本年１０月から、本町でもマイナンバーカードとして住民票等のコンビニ

交付が可能となりました。確定申告のように、今後もマイナンバーカードを使った

行政のオンライン手続が増えていくことが予想され、未取得者はそれらのサービス

が受けられなくなることが不利益になると考えられます。 

それと、これは１２月７日の日本経済新聞に掲載された文書でありますが、「政

府は２４年秋に、現行の健康保険証を廃止してマイナンバーカードと一体となった

保険証に一本化する。国民皆保険制度の日本では、ほとんどの国民にとって取得が
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不可欠になる」、取得することが不可欠、必要ですよという記事になっております。

２４年度末までに運転免許証の情報をマイナンバーカードに記録させる運用も始ま

る。持っていないと生活に困る場面が増えてくるため、取得しにくい事情がある人

への対応策を練る。取得しにくい事情がある人という方々については、課題の１つ

は、病気などで外出が難しい高齢者への対応、マイナカードの申請や交付利用者が

市区町村の役所を訪れ、職員による本人確認が必要になるのが原則でありますが、

高齢施設等については、役所などに出向かなくても済むような対策を講じていくと

いうことで、全ての国民にマイナンバーカードの取得をお願いしたいということで、

２４年秋には現行の保険証を廃止するという記事が日経新聞に出ておりましたので、

マイナンバーカードの未取得者が不利益を受けることはないかという御質問でした

ので、この記事を併せて説明させていただきました。 

以上でございます。 

○５番（宮本昭一君） ただいま、マイナンバーカードについてメリットあるいは不利

益を受けることもあるというような答弁でございました。中にはですね、私の聞い

た範囲内では、「マイナンバーカードをつくれば税務署が個人の財産も把握するげ

な」などといううわさが流れているのを聞いていることもございます。そのあたり

はどうなっているのかわかりませんが、そういうことは実際あるんでしょうか、な

いんでしょうか。それはわからないと思いますが、そういう情報も聞きますよとい

うことだけは、マイナンバーカードの申請に影響しているのかということも考える

こともあります、そういう情報を聞けばですね。ひょっとすればあるのじゃないか

なというようなことも考えることもあります。それについてはどうですか。 

○町長（東 靖弘君） 一番最初に、マイナンバーカードを取得する、国民に一人一人

番号を付するということで、皆さんが番号を全部持っているわけでありますけれど

も、マイナンバーカードの番号が最初充てられて、それからカード取得ということ

になってまいりました。 

カードを取得する段階の国の最初の方針は、預金口座をひも付けさせるというこ

とでありましたので、それについては国会、国民全体で全ての預金口座をひも付け

るということは大きな疑問といいましょうか、やってはならないという声があった

と思っております。 

現在、マイナンバーカードに登録する中で、口座の１つを登録してくださいとい

うことでお願いをして、していただいている状況でありますが、それらはこれから

の国からの交付金、臨時調整交付金といったところが国民一人一人に振り込まれる

ときに即振り込まれる。口座が登録されていると、国民一律のものであれば、国か

ら即振り込むことができるということで素早く対応ができるということがあります
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ので、口座は１口座となっておりますから、全てのものが把握されるということは

考えていないところでございます。 

○５番（宮本昭一君） ただいまの件についてはよく理解をしましたので、次に入りた

いと思います。 

次に、４件目の小中学校の不登校等についてお尋ねをいたします。先日の１０月

２８日の南日本新聞で、小中の不登校、初の２０万人超と、大見出しで出ておりま

した。全国の国公私立小中学校で２０２１年度に３０日以上欠席した不登校の児童

数は２４万４,９４０人となり、２０年度比２４.９％増えて、過去最高だったこと

が文部科学省の問題行動・不登校調査の結果であります。県教育委員会は、２０２

１年度問題行動・不登校調査結果については、公立小中学校生の不登校は前年比２

３.４％の増で、４年連続最多を更新と公表をいたしておるようでございます。 

それでは、まず、１点目の小中学校の不登校の現状はどうかについてお尋ねをい

たします。 

○教育長（穗園正幸君） 小中学校の不登校の現状でございますが、令和４年１１月末

現在、本年度３０日以上欠席している児童・生徒は、小学校で８名、中学校で１２

名おります。これは、昨年度の同月と比較いたしますと、小学校は４名多く、中学

校は同数でございます。 

小学校で最も多いのが６年生で６名。全体の７５％となっております。中学校で

最も多いのが３年生で６名。全体の５０％となっているのが現状でございます。 

以上でございます。 

○５番（宮本昭一君） ただいま、教育長のほうから数字とパーセントで詳しく答弁を

いただきました。私としては、割と多く感じたところでございますけれども。 

それでは、次に、２点目の不登校のその要因といいましょうか、その対策につい

てお尋ねをいたしたいと思います。 

○教育長（穗園正幸君） 主な不登校の要因といたしましては、本年３月の議会でも答

弁いたしましたとおり、中学校では無気力や学業不振などが多く、小学校では原因

不明の登校しぶりが多い状況でございます。 

また、新たな分析といたしまして、親子関係で愛着障害も要因としてあるのでは

ないかと考え、その対策を講じているところでございます。 

対策といたしましては、大きく２つに分けて考えております。１つは、予防的な

対策でございます。これは、ちょっとしたトラブルや、あるいは定期的なアンケー

トから、不登校につながりそうな場合には、本人や家庭との相談を設けたり、ある

いは自己肯定感を高めるような学習活動の充実を図ったりしております。もう１つ

は、登校ができなくなった状態での改善策でございます。これは、各関係機関と連
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携しながら、本人の不安感等を取り除く工夫を行ったり、保護者との信頼関係を継

続できるよう話し合いやスクールカウンセラーとの面談を設定したりしているとこ

ろでございます。 

また、中学校のほうに在籍いたします架け橋サポーターの小山さんには、学校と

は違う関わりで児童・生徒との関係づくりをしていただき、登校意欲を高めていた

だいているところでございます。 

以上でございます。 

○５番（宮本昭一君） ただいま、教育長のほうから答弁いただきました。小学校では

原因不明のしぶりが多いということでございました。中学校においては無気力とい

いましょうか、そういった学業不振などが多いと。そして、また、もう１つ、親子

関係の愛着障害も答弁されましたけれども、これも要因ではないかというようなこ

とであったようでございます。 

その対策としては、予防的な対策でしたが、登校ができなくなった状態の改善策

とか様々な工夫を図っているという答弁でございましたけれども、これについては、

今後も不登校については少しでも解決して、さらに子どもたちが前向きになってい

くように努力をしていただきたいと思いますので、ひとつ、大変でしょうけれども

よろしくお願いをいたしたいと思います。 

それから、次に、最後になりますが、５件目の本町における地域活動についてお

尋ねをいたします。これについては、町長にお尋ねをいたしますけれども、本町に

おける地域活動についてお尋ねをしますが、去る１１月２０日、野方改善センター

で、個人主催のハワイアンをアレンジしたハワイアン４名ということで、鹿屋市を

拠点に活動するバンドの演奏会が開かれております。約４０名の方が来場したとお

聞きいたしておりますが、私も音楽は嫌いなほうじゃなくて、このハワイアンにつ

いてはレコードも持って、ときたま聞いておりますが、この音楽については興味が

ありますので、招待を私も受けておりましたけれども、当日はどうしても都合がつ

かずに出席できませんでした。行きたかったんですけれども、なかなか事情が出て

きまして行けませんでした。そういうことで、前日、会場をどのような設定かとい

うことで見せてもらって、後日、ＤＶＤを見せていただいたところです。このコロ

ナ禍の中、音楽を聴くことによって心をいやし、そしてまた地域を元気づける活性

化のためには、大変よい企画であると私は思うことでありました。 

そこで、まず、１点になりますが、地域の活性化のため地域活動を後押しするよ

うな体制をつくれないかについてお尋ねをいたします。 

○町長（東 靖弘君） 地域活動についての体制構築の質問でございます。少子高齢化

などの要因による人口減少及び担い手不足のため、現在の自治公民館活動等の地域
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コミュニティ活動の維持が困難となっていることは認識しております。 

これまでも、自治公民館連絡協議会での自治組織の在り方の検討や、頑張る地域

応援交付金等で支援を行ってまいりましたが、今回の議会でも上程しております組

織再編において、企画政策課に共生協働の担当部署を設置し、御質問にございまし

たような体制を構築したいと考えております。 

１１月２０日、野方でカラオケハワイアンズがあったということでの御質問であ

りました。新型コロナウイルスで約３年間、地域活動が停滞、あるいは中止してい

る状況でありましたので、地域の方々に元気を与えることを考えながら主催してく

ださっていらっしゃる方がおられるということは、本当にありがたいと思っており

ますので、今後も、述べましたような共生協働という観点の中からいろいろ体制を

構築していけるようにしていきたいと思っております。 

○５番（宮本昭一君） ただいまの答弁の中で、もちろん、これは私も見ているわけで

すが、今回の議会で上程している組織の再編についても、企画政策課に共生協働の

担当部署を置いて、そして設置して体制を構築したいという考えであるというよう

な答弁でございました。 

やはりですね、町長、町民の中にこういう人もいるということは、本当にすばら

しいことでございます。当日は大盛況だったと、演奏を聴きに行った方からもお聞

きいたしております。主催者は、これについては自費で開催した。やはり、その方

も、何かというと音楽を通して地域が元気になればということで思い立ったという

ことでございます。そのようなことで、是非、答弁にもありましたように地域活動

を後押しする体制を、是非つくっていただきますようお願いをいたしまして私のす

べての質問を終わりたいと思いますが、今のことについて、町長、何かあれば答弁

いただきますが、なかったらよろしいです。これで終わりたいと思います。 

○議長（神﨑文男君） これで宮本昭一君の質問を終了いたします。ここで、暫時休憩

します。次の開催を１１時から行いたいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５３分 

再開 午前１１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 休憩前に引き続き、再開いたします。 

次に、２番、富重幸博君の質問を許可いたします。 

○２番（富重幸博君） 私は、さきの通告に基づいて、ふるさと応援基金の活用促進を

はじめ、３つの項目について質問をしてまいりたいと思います。 

根底にありますのは、近年の少子高齢化と新型コロナの相次ぐ変異への脅威と自
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粛活動、国際紛争に起因する原油高騰、円安による景気の低迷とインフレを想起さ

せるような諸物価の高騰による国民生活の窮乏が、我が大崎町民の皆さんの日常生

活に大きな影響を及ぼしている社会不安があります。このような社会・経済情勢の

大きな変化の中にあって、我が町におけるふるさと納税については、関係者の努力

の成果が実り、令和３年度決算ベースで基金の積立額が４５億７,０００万円余り

に達しております。この間、本町においては、平成２０年１２月議会において、大

崎町ふるさと応援基金条例を制定し、可決されたところであります。 

そこで、このふるさと応援基金活用の現状について、町長としてどのように認識

しておられるかお尋ねし、１回目の質問といたします。 

○町長（東 靖弘君） ふるさと応援基金活用の現状について、町長の認識を示せとい

う御質問でございます。 

ふるさと納税に関しましては、平成２７年度の税制改正において拡充され、現在

に至るまで注力してきたところでございますが、結果、ふるさと納税制度設立の平

成２０年度からの総額で２００億円を超える御寄附をいただいております。 

ふるさと応援基金の活用状況につきましては、本制度及びふるさと応援基金条例

の趣旨に基づき、有効に活用できていると認識しているところでございます。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） ただいま、お答えをいたしました。 

ふるさと応援基金については、年度ごとに見ますと、寄附総額の増減により積立

額や一般財源への繰入額に変化があるのは当然のことと認識しておりますが、ここ

数年の傾向として、どのように感じておられますか。 

○町長（東 靖弘君） 令和３年度までのふるさと応援基金残高は、多くに寄附者の皆

様の御理解と地元事業者の御協力のもと、４５億円を超えているところでございま

す。人口減少対策をはじめ、様々な課題が山積する中、国・県補助金の依存財源に

頼らざるを得ない状況では、ふるさと納税による財源確保は重要であり、非常にあ

りがたく思っているところでございます。 

○２番（富重幸博君） 令和３年度の実績でよろしいですので、大崎町ふるさと応援基

金条例第７条各号に基づく基金の処分を行った金額、及び全体に対するそれぞれの

構成比はどのようになっているか説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） ふるさと応援基金条例第７条各号に基づく令和３年度の基金の

処分実績を申し上げます。 

第１号菜の花エコプロジェクト等の環境施策に関する事業１９件、６,４１７万

５,０００円、構成比１５.４％。第２号白砂青松等の地域特性を生かした観光・ス

ポーツ施策に関する事業１４件、４,１８８万円、構成比１０.１％。第３号未来を
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担う子どもを育む施策に関する事業６５件、２億２,０７１万円、構成比率５３.

１％。第４号にぎわいと活力あるまちづくり施策に関する事業１７件、８,８９０

万円、構成比２１.４％となっております。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） 子供の育成に係る部分のパーセンテージ、５３.１％ですね、

２億２,０７１万円、これが一番多い。子どもの育成は大変重要なことであります

が、未来を担う子どもを育む施策に対する充当額及び構成比については、今後とも

このような傾向が続くと、そのようにお考えですか。 

○町長（東 靖弘君） 本町の重要課題は人口減少対策であります。人口減少は、経

済・産業や社会保障の問題に留まらず、国や社会の存率基盤に関する問題であると

思います。未来を担う子どもを育む施策に関する事業の金額が突出しているとの御

質問でございますが、少子化対策と子育て支援対策の充実を図ることが人口減少対

策につながるとともに、寄附者の共感も得られると思っておりますので、今後も適

切な運用を図ってまいりたいと考えております。 

○２番（富重幸博君） 子どもの育成、大崎町はそういう形の手当がいいなということ

で住まれる方もいらっしゃると思いますが、後もっての移住・定住促進対策とかも

ろもろに触れていく前にですね、やはり、第７条第４号でにぎわいと活力あるまち

づくり施策ということで先ほど説明はいただきましたが、２１.４％、ここら辺り

の割合が増えていくべきじゃないか。金額もそうですね。そこあたりについて、町

長の認識はいかがかお示しください。金額及び構成比に対する町長の認識ですね。 

○町長（東 靖弘君） にぎわいと活力あるまちづくり施策の金額及び構成比について

の御質問でございます。 

子育て・教育施策に比べますと、ふるさと応援基金の充当金額及び構成比は低く

なっております。まちづくり施策に限らず、環境施策、観光・スポーツ施策、子育

て・教育施策の全般にいえることでございますが、基金の活用の有無にかかわらず、

必要な施策は国・県の助成制度なども活用しながら実施してまいりたいと考えてい

るところでございます。 

○２番（富重幸博君） 必要な施策についてはということで、御答弁いただきました。

私としては、ここのパーセンテージを、金額もですね、これについてはあともって

また触れてまいりますが、次にまいります。 

地域活性化の取組について、積極的な運用を目指す考えはないかということでお

尋ねしてまいります。先ほど触れましたように、基金の現在高は４５億７,０００

万円を既に超えておりますね。一方、我が町の自主財源としての町民税、固定資産

税、軽自動車税、たばこ税は、令和３年度決算によりますと総額１４億７,０００
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万円余りで、町民１人当たり１１万９,５１７円であります。ふるさと応援基金は、

この町税の約３.１倍になります。令和３年度は、基金から一般財源に４億１,００

０万円余りを充当してのこの残高ですから、私はもっと基金事業を増やすべきでは

ないかと思いますが、町長としてはどのようにお考えかお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 地域活性化の取組を進めるために、基金を積極的に活用すべき

ではないかとの御質問でございます。 

ここ数年は、新型コロナウイルスの影響により、事業の中止や縮小、また、国・

県補助金等を有効に活用できたことから、基金の処分額が寄附額に対して小規模に

なっている状況でございます。ふるさと応援基金の活用は、条例の趣旨に合致すれ

ば対応はできますので、財政状況を考慮し、御意見も踏まえ、検討させていただき

たいと思います。 

○２番（富重幸博君） 今、町長の答弁がありましたが、令和３年度の実績、あるいは

令和４年度の流れを見ましても、国の新型コロナ対策で大分国庫予算の手当がされ

た、そういうことで基金の出番は、若干はそういう形で縮小された部分があるかと

思います。 

ただ、私思いますに、もう１つ、この中で関連しまして、基金条例第７条第５号

では「その他目的達成のために町長が必要と認める事業にも充当できる」、そうい

う条文の定めがございますが、このような特認でということを検討したことはない

かということについてお尋ねします。 

○町長（東 靖弘君） 現在まで、基金条令第７条第５号に規定する事業に基金を処分

したということはございません。 

○２番（富重幸博君） ないのではなかろうかなと私も思いながら、確認の意味でお尋

ねいたしました。基金について定められた地方自治法第２４１条では、第１項で条

例の定めと特定目的のためにということで、自治体が基金を設けることができる旨、

そして、第２項では誠実かつ効率的な運用を、第３項では設置目的に沿った目的で

なければ処分できない旨の定めがございます。 

私ども議会議員や町民の各種要望について、よく「予算がない」とかが理由とし

て挙げられます。町民生活の実態としては、コロナ禍や円安による物価高騰などで

本当に苦しくなったという声をよく聞きます。また、高齢化の中にあって、道路や

水路の維持管理、樹木伐採の要望などが数多く寄せられます。しかしながら、実際

にその要望を担当課に上げても「予算がない」、また、今申し上げました道水路の

維持管理、樹木伐採とかそういうのにはなかなか基金条例の第７条の各号のどれだ

ろうかと、当てはめづらい。現行の条例の規定で運用できれば、もっと予算づけに

生かしてほしいと思いますが、必要とあれば第７条の規定を継ぎ足すなど検討いた
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だきたいと思いますが、町長としてどのようにお考えですか。 

○町長（東 靖弘君） 地方自治法第２４１条の規定からも柔軟な運用ができるよう、

第７条各号の規定を見直す考えはないかとの御質問でございます。 

現在の基金条例の規定でも、様々な分野に活用できるものと考えておりますが、

本町への寄附をさらに伸ばしていくために、魅力的なプロジェクトを提示して寄附

を募ることも考えられますので、基金活用に関する周知の在り方や寄附者の動向を

見極めながら検討してまいりたいと思います。 

○２番（富重幸博君） ただいま、町長のほうで基金条例第７条についても検討してい

きたいと、町民の本当に困っていることは、本当にすくい上げる、砂が漏れるよう

な条文でなくて、本当にすくい上げて助けになるような形に、今度も課の設置条例

とかいろんなのがありましたが、これが正しいんだという考えかたではなくて、変

えるべきものはしっかり変えて、町民の要望に応えられるような形でそこあたりは

ですね整理していただいて、躊躇なく変えるところは変えていただきたいと思いま

す。 

それで、ちょっと確認の意味で。会計課などでは従来、資金繰りなどの関係で金

融機関から一時借入金などを調達しながら支払いに充てるなど、苦労された話を過

去にはよくお聞きしたものですが、ふるさと応援基金での一般会計への支払いにか

なり充当されるようになった今日、資金繰りに苦労するようなことがあるのか、確

認のために説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問に対しましては、担当課長の答弁とさせてい

ただきます。 

○会計管理者（西髙和義君） ふるさと納税で、町の資金運用はどのように変わったか

とのことですが、ふるさと納税は始まる以前は、やはり年度途中で資金不足が生じ、

金融機関より一時借入を行っておりました。 

しかし、現在は、ふるさと納税制度が始まり、大崎町への寄附金が安定してくる

と、一時借入等をすることなく安定した資金運用が行われるようになっております。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） ただいま説明いただきましたように、過去はできるだけ金利の

高いところに一時的なお金を定期で預けたりしながら資金繰りを行っていたわけで

す。そういうのが大分変わってきたということでございます。 

それでは、現段階で方向性及び活用方策はどのようにお考えかということでお尋

ねしていきます。これからは本格的な少子高齢社会、もう少子高齢化社会でない、

少子高齢社会、それは団塊世代、昭和２２年から２４年生まれが７５歳の後期高齢

者に入ってまいります。もう２２年は入っていることになりますね。ですから、少
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子高齢社会。地域の活力低下が大きく懸念されます。これを踏まえて、この基金活

用は今しかできないことを確実に押し進めるためにも、積極的な活用が望ましいと

考えます。先ほど言いましたように、町の税収の３倍の基金が貯まっているわけで

すから、積極的に使うということですね。先ほど申し上げましたが、令和３年の実

績を踏まえても、第４号に定めるにぎわいと活力あるまちづくり施策に大きく手当

てをしていくべきじゃないかと。先ほど、同僚議員も畜産のことでお話を申し上げ

ましたが、地域活力・産業活力創出分野、定住促進分野、そういうものが代表的に

上げられますが、特に農林水産業分野における支援策の充実を図るための財源、例

えば各種補助金のかさ上げですね、それに充当できればと思いますが、町長として

見直しの考えはないかをお示しいただきたいと思います。 

実際の話、諸物価の高騰と原油の高騰、飼料とかそういう形の、まだほかにも、

日用雑貨のほうも相当、家庭で使う、台所で使う洗剤なんかにも高騰が見られる現

状でですね、賑わいと活力ある、主役となる農林水産業、商工業、もろもろの人た

ちのために設けてある既設の補助制度、支援の在り方について、もう一回メスを入

れて引き上げるということでの町長のお考えですね、それをお示しください。 

○町長（東 靖弘君） にぎわいと活力あるまちづくり施策の充当額を増やすべきでは

ないかとのことでございますが、にぎわいと活力あるまちづくり施策に限らず、大

崎を元気にする事業の財源として有効に活用できるよう検討してまいりたいと思い

ます。 

また、農林水産業分野における各種補助金のかさ上げについてでございますが、

新型コロナウイルスや物価高騰の影響により多くの方々が疲弊し、事業継続も困難

な状況におかれている方もいらっしゃると認識しております。そういった意味では、

行政で支援できることは行っていきたいと考えておりますし、御質問ありましたよ

うに、我々としてもそういった生産者の方々の情報収集といったこともちゃんとや

った上で対応していくべきだろうと考えます。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） ただいま、私の質問に対して非常に前向きな答弁をいただけた

と思います。 

さて、これまで申し上げましたように、ふるさと応援基金が今のままいけば、今

後５０億円を超え、さらにその上をいくようになる、こういうことは私は好ましく

ないと思います。今しかない事業を心待ちにしている町民にとっても、適宜・適切

なタイミングで事業を組み立てていく必要があります。 

団塊世代が後期高齢者に入っていく中で、健全な地域社会を構築していくために、

今後の方向性と活用方策のさらなる研究を進めてはどうかと思いますが、町長とし
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てのお考えをお示しください。 

○町長（東 靖弘君） ふるさと応援基金活用の今後の方向性と活用方策のさらなる研

究を進めていくべきではないかとの御質問でございますが、現在でも新規事業を創

設する場合や既存事業を拡充する場合など、随時検討は重ねておりますが、今後も、

寄附者の共感が得られるふるさと大崎を応援していただける事業を展開してまいり

たいと考えております。 

○２番（富重幸博君） 本町には、全体で１７の基金がございます。中でも、先ほど申

し上げますように、ふるさと応援基金の残高が突出しております。今後、庁舎をは

じめとした公共施設管理の在り方を検討していく中で、現行の施設整備事業基金で

すね、これのてこ入れも必要になってまいります。現況のこの基金も、現在の段階

ではちょっと心もとない状況ではないかと思います。このためにも、一般財源を補

填する形で当該ふるさと応援基金の一層の活用促進を通じていろんな施策をやって

いけばですね、一般財源のほうで若干のそういう原資を確保していくことができま

すので、それを施設整備基金とかですねそういうのに積立をしていく。将来の世代

に大きな負担を残さないように、今からしていかないといけない。 

水道の布設管とか畑かんの道路埋設の管とか、いずれは大きな更新時期で莫大な

お金が要ります。施設整備基金とかそういうもののために一般財源を節約した分は、

そういうふうに活用していくべきじゃないかと私は思います。 

そこで、もう一回、確認のために、第７条でそのための見直しを絶対やるんだと

いう、町長としてどのようにそこのところを考えるか、もう一回お示しください。 

○町長（東 靖弘君） 基金条例第７条について、必要な見直しを検討いただきたいが、

町長としてどのように考えるかという御質問でございます。 

生活環境や社会経済状況がめまぐるしく変化していく中で、住民ニーズも多種多

様化してきております。自主財源の乏しい本町において、ふるさと納税寄附金は貴

重な財源でございます。この財源を有効に活用し、持続可能なまちづくりを進めて

いかなければなりません。 

基金条例の見直しについては、基金の活用方法と寄附していただきやすい環境づ

くりの両面から検討をさせていただきたいと思っております。 

ただいま、施設整備基金の増額ということで御質問が出てきたところであります。

それらを農業施設とかそういったところで利用できるようにということで見直しの

考え方ということでございます。現在、大崎町において活用されていない施設もあ

ります。今、職員に対しても調査を命じているところでありますが、畑地かんがい

事業が実施される前に低地配管施設をやっておりました。そういった低地配管施設

が全然使われない中で老朽化して、それぞれの地区にあります。野方においては荒
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佐神社の一角に大きなタンクがありますけれども、こういったところの水利組合、

こういった実態がなくなってきておりますので、こういったところにおいても、や

はり最終的には行政の責任で撤去しなければならないということがあります。今、

そういったものを課長会において調査するように命じております。そうしたときに、

後世に負のそういった財産を残さないと考えたときに、撤去するなりとか計画をつ

くっていく必要がありますので、何らかのこういった施設を改修する、撤去するた

めのそういった制度の創設を考えていかなければなりませんので、富重議員の御質

問に対しては十分検討をしていきたいと思います。 

○２番（富重幸博君） 前向きな答弁をいただきました。 

あと、要望に入ってまいりますが、令和３年度決算でも普通建設事業が５億２,

３６２万２,０００円で、それまでは普通建設事業には十何億、中沖小の改築は前

年１５億近くつかっていますが。普通建設事業は、今、農林水産業関係の補助事業

の導入とかもろもろのことをやっていかないと、にぎわいをつくり出す本もとの人

たちが疲弊していきます。そういう意味からもですね大事なことなんです。新規就

農者の状況なんかも、平成２１年から平成３１年の統計なんだけど、園芸で２５件、

畜産で２２件、年平均で２.３件が園芸、畜産は２.０。こんな状況で、田んぼでい

けば大体昔のあれでいけば１,１００ヘクタール近く、畑で３,３００、全部で４,

４００ヘクタール。こういう大きな、広大な農地を担うための新たな新規就農者が

これだけ少ないということは、我々は新規就農者対策にもっとお金を、だから、さ

っき言いましたようにふるさと応援基金で、新規就農者が最初スタートしやすいよ

うな環境づくりのためにお金を使うべきだと思います。そういうことで、これは提

案ですので、そういうことを是非検討いただきたいと思います。 

次の質問に入ります。次は、移住・定住支援対策の充実についてでございます。

質問の１番目に示しておりますが、現行の移住定住支援策についての評価を、まず、

お尋ねします。我が国における長期的な少子高齢化が進む中にあって、全国のほと

んどの自治体においては、移住定住の取組が熱心に取り組まれております。各市町

村間の競争です。我が町においては、これまで定住住宅取得補助金、定住促進賃貸

住宅家賃補助金など、各種の対策を施しております。また、先ほどありましたよう

に、町有地分譲地情報、空き家リフォーム促進住宅、それから宅地流動化促進補助

金の制度、そのように取り組んでこられたところでありますが、これらの実績を踏

まえ、その効果はどうであったかについて説明を求め、現時点でどのように評価し

ているか、町長の認識をお示しください。 

○町長（東 靖弘君） まず、移住定住支援策のこれまでの実績でございますが、昨年

度まで実施しておりました最大１００万円を交付する定住住宅取得補助金につきま
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しては、ここ３年の実績では、令和元年度が２３件、令和２年度が２０件、令和３

年度が２０件となっております。 

次に、定住促進賃貸住宅家賃補助金につきましては、令和元年度と令和２年度が

それぞれ１８件、令和３年度は２０件となっております。 

空き家リフォーム促進補助金については、令和元年度が６件、令和２年度が３件、

令和３年度は９件となっております。 

宅地流動化促進補助金については、令和３年度に２件の実績がございます。 

野方地区での宅地分譲については、全８区画の申込みを開始しておりますが、既

に１件申込みがございました。 

それぞれの事業において一定の効果があったものと考えておりますが、今後も引

き続き、事業の評価・分析を行ってまいりたいと考えております。 

○２番（富重幸博君） ただいま、現行の移住定住施策について、一定の評価ができる

ところまできているということでございます。 

それで、今後の課題及び方向性について質問を進めてまいりますが、ただいま御

説明いただいた移住定住支援策のうち、初期の定住住宅取得補助金については、ふ

るさと応援基金から令和３年度において９５０万円の補助が行われております。こ

の補助金については、先ほどありましたように、令和４年現在、環境配慮型定住住

宅取得補助金として名称が変更され、再編されたと認識しておりますが、補助金の

仕組みを改めた経緯について、確認の意味で説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 環境配慮型定住住宅取得補助金などの補助金を高額にしたり、

その仕組みを改めたことについての御質問でございますので、担当課長のほうで答

弁をさせていただきます。 

○企画調整課長（中野伸一君） それでは、お答えいたします。 

既に議員御承知のとおり、昨年度までの定住住宅取得補助金は最大で１００万円

であったものを、今年度創設いたしました環境配慮型定住住宅取得補助金は最大３

１０万円までに補助金を引き上げております。 

昨年度までの内容は、基本額が２０万円、義務教育修了前のお子さん１人に１０

万円加算、転入の場合には５０万円など、最高で１００万円の補助となっておりま

したが、町内在住の方であれば町内に建てるよりも、ほかの自治体に建てたほうが

補助金が多くなるというような逆転現象もあったようでございます。 

そこで、内容を見直しまして、本町に住むことで資源ごみ等の置き場所の確保な

どリサイクルへの取組は必要となることから、リサイクル協力金相当分として基本

額を１００万円に引き上げました。そして、義務教育修了前のお子さん１人につき

まして２５万円、最高５０万円までといたしまして、あと、地域経済の循環の観点
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から、町内業者施工加算金１００万円、それから国が進めます断熱性能基準を満た

す住宅の促進を図るために、数値に応じまして最高５０万円、さらに引っ越しの費

用を、町内であれば５万円、町外からを１０万円といたしまして、最高３１０万円

の制度といたしたところでございます。 

これに加えまして、昨年の出生数が６０名以下であったこと、総合計画審議会で

も、議会の皆さん方からも御意見をいただきましたけれども、そのような御意見を

踏まえての制度見直しでございます。 

なお、当初予算の委員会のときでも申し上げましたけれども、３年経過後に効果

の検証を行いまして、その後の制度存続について判断をしたいと考えております。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） 今、説明がありました。やはり、一旦つくった制度であっても、

その中を点検しながら、さらにいいものに変えていく、編成を変えていく、これは

大変大事なことだと思います。出生事例が６０人とあります。実際、今の小１から

中学３年まで約９００人なんですよね。６０人の出生が、今後ずっと続いたとして

も、小１から中３まで、今度は５４０人が児童・生徒総数ということになります。

そうすると、人口の再生産とかもろもろ考えると、やはり、卒業したら都会に行っ

たりとかなっていくと、ますます人口は負のサイクルに入っていく。そういうこと

からも、定住対策というのは非常に大事なんです。 

新たな環境配慮型定住住宅取得補助金については、本年度当初予算において１,

０００万円で頭出しがされました。その後、度重なる補正がございました。それを

踏まえながら、この間の経緯と補正額及び現時点での予算総額、並びに効果という

面でどのように評価しておられるかお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 当初予算額１,０００万円の頭出しについては、昨年度までの

実績を基本に計上したものでございます。また、補正予算額は、１号補正にて１,

５２５万円、３号補正にて１,８７５万円、今回の６号補正にて２,５０６万円とな

っており、５か月いただきますと総額６,９０６万円となります。 

効果についてでございますが、昨年２０軒の住宅取得があり、転入が１６名、町

内在住者が６１名でございました。 

一方、本年のこれまでの実績といたしましては、転入が２７名、町内在住者が３

６名となっており、昨年と比較して一定の効果が出ていると評価しております。 

ただしながら、年度途中でもございますので、今後の状況も見ながら検証を図っ

てまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○２番（富重幸博君） ただいま、当初１,０００万円の頭出しからかなり予算手当を
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されているということでございます。 

次に、環境配慮型定住住宅取得補助金については、当初のインパクトはですねマ

ックスで、最大で３１０万円ということでかなりありました。しかしながら、昨今

の内外情勢を考慮し、引き続く物価の高騰を踏まえると、一定の目減り感は否めな

いと思います。 

また、副次的な効果という面では、今の補助制度の、来年度の補助制度の在り方

を見直すタイミングではないかと思います。それは、町内に住宅を建設したとして

も、町内の建設事業者の方々までどのような効果が及んだかということであります。

まだ年度途中ではございますが、全体の申込件数に占める町内事業者の割合はどう

であったかということについて説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） これまでの年度途中の実績と件数に占める町内施工業者の割合

についてお答えを申し上げます。 

令和元年度の実績が２３件に対し、町内業者施工は９件。令和２年度は２０件に

対して町内は４件。令和３年度は２０件に対して７件。今年度現在は１８件に対し

て３件となっております。 

町内業者施工加算金を開始したのが本年度からであったことなどを考慮いたしま

すと、多くの方々に制度の周知を図ることはもちろん、町内業者の営業力に期待を

しているところでございます。 

○２番（富重幸博君） 町内業者の皆さんの営業力に期待する、それもそのとおりだと

思いますが、先ほど、諸物価の高騰について触れましたが、現況として坪単価がち

ょっと聞いたところによると約７０万円にも上るケースもあると。これはいろいろ、

中のランクで違うと思いますが、このため、家はつくりたいが二の足を踏んでいる

ケースもあるようです。 

そこで、町内の建設事業者を利用した場合の補助額を、現行の１００万円から、

あと５０万円引き上げて１５０万円にして、転入者祝い金、外から入ってくる方の

１０万円を５万円引き上げて１５万円にすれば、今でマックス３１０万円が３６５

万円という形になります。諸物価高騰分の負担軽減と合わせて町内事業者の利用促

進に貢献できるのではないかなと。大崎町に家をつくれば１年換算で最大、毎日１

万円を支給されたことと相当する支援を受けられることになりますよと、ＰＲ効果

も大きいし、定住策としての他の市町との差別化も格段に図られると思います。 

先ほど１８件のうちに３件という町内事業者が建設したのが直近の状況というこ

とを踏まえるとですね、町内で住んでいろんな形で事業税やらもろもろの納税をさ

れている、そこの業者の方が、できるだけ仕事をとっていただけるような形で、３

６５というのはそこまでというのもあるかもしれませんが、私はＰＲ効果ははるか
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に大きくなると思うんですが、いかがでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 御質問のとおり、物価高騰に伴う建築費の上昇につきましては、

非常に憂慮すべき問題であると認識しており、制度拡充につきましても、貴重な御

提案であると考えております。 

先ほどの答弁でも申し上げましたとおり、３年経過後に効果検証を行う計画でご

ざいますので、その後の制度の見直しの際の検討材料として活用させていただきた

いと思っております。 

議員の御質問の中で、ただいまの坪当たりの建築単価が約７０万円だとお話があ

りました。どれぐらいだろうかということで、私も調べたら、全く同じ金額が、７

０万円ぐらいということでありました。省エネ住宅、あるいはゼロエネルギーハウ

スとかそういった形で住宅自体が高性能の住宅に方向転換していくということが政

府の方針であります。今、新築されている住宅も、ほとんど高断熱といった形で寒

さを防いでいくという形で高性能の住宅が出てきております。併せて、現在、諸物

価高ということで資材単価も相当上がってきている。したがって７０万円というこ

とがありました。こういったところがどこまで続くか判断できないところでありま

すけれども、やはり、これを考えたときに、通常、坪単価３０万円、４０万円、５

０万円でつくっていた価格からすると、相当な開きがあって、建築する側も、融資

制度はあるものの、返済という面から見ると多額の負債を抱えるということも経済

的にも考えられる、そういったものが出てくるのではないかと思って、現在の国の

ゼロエネルギー政策を注視するところであります。やはり、何らかの考え方をやる

必要性が出てくるのかなと思いますので、御質問につきましては検討させていただ

きたいと思います。 

○２番（富重幸博君） 各種支援の在り方についての方向性はということで、次に入り

ますが、今も前向きに答弁をいただきましたが、定住支援はですね我が町の将来を

左右する大きな問題です。そのようなことからも、現行の支援策について、常に見

直しを進め、人口増対策を強化する不断の努力が必要であります。 

これまでの施策に、新たな知恵を織り込んで全体のメニューの充実を図っていく

必要があることから、補助条件の改善とかそういうのを、先ほど、最初でお話しい

ただきました家賃補助とかもろもろひっくるめて、トータルとしての引き上げです

ね、大崎に住むかと思わせるようなですね。 

それと、これは我が町の業者さんが消えるということは非常に大変なことなんで

す。前も一般質問のときにも言いましたが、建設事業者さんの廃業とかそんなにあ

ってはなりません。いざというとき、災害のときなんか大変なことになります。そ

ういうことでも町内の業者に仕事が行くようにですね、そういう面で町長としての
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認識をもう一回お尋ねします。 

○町長（東 靖弘君） 環境配慮型定住住宅を整備したときに、３１０万円の中で町内

業者が事業施工をしたときにこれだけという形で、先ほど担当課長からも説明があ

りました。非常にここに期待をしていたところであります。 

町外から転入される場合には既に町外で長年住んでいらっしゃると、それなりの

つき合いがあったりして、もともと住んでおられたところの業者の方々にお願いを

しているという傾向があるようでございますので、そういったことも踏まえながら

地元業者の皆さん方へのこういった制度の周知を徹底して努めていきたいと考えて

おります。 

○２番（富重幸博君） 今、前向きに町長からお述べいただいたところでございます。 

いろんな見直しを、空き家リフォーム補助金とか、２分の１の５０万円とか、こ

ういうのもやっぱり見直しをしていかないといけないと思います。 

それと、野方の分譲住宅でいろいろ成功事例が、小学校に入学する児童さんも増

えたとかいうお話がございます。中沖でですね、これは要望です、中沖小学校の北

側に農地をお持ちの方から、町が定住促進の分譲で購入してもらえないかというこ

とでの御相談でございました。２筆で５,７５３平方メートル。ここが学校に近く

てですね、非常に便利な場所になります。そういう意味で、是非、検討いただきま

すよう要望して、この質問を終わります。 

次に、デマンドタクシーについて質問してまいります。 

交通弱者の実態について、どのように把握しておられるか、最初にお聞きして質

問を進めてまいります。これは同僚議員も、また質問してまいりますので、その点

はいろいろ割愛しながら説明を進めてまいります。 

○町長（東 靖弘君） 交通弱者の定義といたしまして、運転免許は自家用車を持って

いない高齢者、子ども、障害者などの移動制約者と認識しております。このような

移動制約者である交通弱者は、本町におきましてもいらっしゃることも認識をして

おります。 

しかしながら、このような交通弱者といわれる方が日常の生活においてどのよう

な移動手段により買い物などを行っているか、その実態を把握するため、令和３年

度に民生委員に依頼しまして、６５歳以上の高齢者に買い物等に必要な移動手段の

実態調査をし、１,５３９名から回答を得たところであります。その結果として、

７４.２％は自分自身の運転で移動ができ、２１.３％は家族や知人、バス・タクシ

ーで移動しており、残り４.５％は移動手段はないものの、配食サービスなど何ら

かのサービスで買い物等ができている状況であるということでありました。 

この調査から、現時点では、移動手段に不便を感じている方は少ないと考えてお
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りますが、１０年後には団塊の世代が８０代に突入しており、移動手段に困る方が

増えてくることも考えられるため、今後も、調査の継続、支援策の検討が必要であ

ると考えております。 

○２番（富重幸博君） 実際は困っている人というのはかなりいるんじゃないかなと私

は思っているんですよ。そこのところは、また、あともって論議を進めていけばい

いと思いますが。 

高齢運転者の免許証の自主返納ですね、これは制度開始以来の実績はどうなって

いるか。また、最高齢での交付は何歳であったか。ここあたりの説明をお願いしま

す。 

○町長（東 靖弘君） 高齢者運転免許証自主返納推進支援事業につきましては、平成

２５年度から事業を開始し、本年度で１０年目を迎えますが、これまでの実績につ

きまして、令和４年１１月末現在で４１４名の方が申請をされており、その中で、

最高齢者は９９歳でございます。 

○２番（富重幸博君） 内閣府の調査によりますと、やっぱり７５歳以上の事故では、

操作不良２８％、ハンドル操作不適が１３.７％、ブレーキとアクセルの踏み間違

い、７５歳未満が全体の０.５％に対し、７５歳以上の高齢者７％、かなり多くな

ります。 

そういうことで、７５歳以上の免許返納の今後の動向について、どのような見通

しを持ちか説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 令和４年１１月末の７５歳以上の人口は２,６５４人で、その

うち運転免許証を返納された方の割合は１５.６％となっております。 

なお、今後の動向についてでございますが、高齢化社会の進展により運転免許証

の返納者も増加するのではないかと予想をしております。 

○２番（富重幸博君） それでは、利便性という面からですね課題として思っているこ

とはないかということで、現在の福祉バスに絡んでちょっと運行状況を、まず、最

初に説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 福祉バスの運行につきましては、買い物等にも対応できるよう

に終点をダイワに変更したコースで、令和３年８月から１０月まで実証運行し、同

年１１月から本稼働しております。 

運行日は、毎週火曜日・金曜日で、火曜日は午前に野方・持留コース、午後から

菱田・飯隈コースの２便、金曜日は午前に横瀬・益丸コース、午後から仮宿・永吉

コース、持留・档ヶ山コースの３便運行しており、月当たりの運行便数は、各コー

ス４ないし５便、運行しております。 

ちなみに、井俣・中沖コースは火曜日の午後に、実証期間中運行いたしましたが、
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利用者がいなかったため、現在休止中です。 

利用実績として、令和３年１１月から令和４年１０月までの１年間の延べ人数は、

火曜日１９４名、金曜日３１４名となっております。 

○２番（富重幸博君） 利便性という面から課題として感じていることはございません

か。 

○町長（東 靖弘君） 福祉バスの利便性の課題としては、２つあると考えております。 

１つ目は、多くの方に利用してもらうため、停留所を多く設置した場合、始発か

ら終点まで、長時間福祉バスに乗車することにより、利用者の負担が大きいこと。

２つ目に、自宅からバス停留所までの距離が遠いことから、買い物をした荷物の運

搬が大変であることが課題だと考えております。 

○２番（富重幸博君） これまで、どのような見直し等を行ってこられたのか。現状の

運行体系やらですね、そこらあたりはいかがですか。 

○町長（東 靖弘君） 福祉バスの運行見直しにつきましては、できる限り利用者の利

便性を高めるため、短時間で買い物などができるようコースを設定した上で、停留

所の位置をなるべく利用者の希望に添えるように随時見直しを行っているところで

ございます。 

○２番（富重幸博君） 私は、潜在的な需要というのはかなりあると思いますが、潜在

的な需要というものに対してどのようにお考えですか。 

○町長（東 靖弘君） 福祉バス利用者の需要は、現在利用している現状から増減する

か不明でありますが、先ほど申しましたとおり、今後、後期高齢者の増加に伴い増

えていく可能性はあると考えており、福祉バスの需要に合わせて随時運行見直しを

行ってまいりたいと思います。 

○２番（富重幸博君） デマンドタクシー導入の考えについて進めてまいりますが、町

長としては、この入口部分でデマンドタクシーというのにどのような認識ですか。 

○町長（東 靖弘君） オンデマンド交通の認識についてお答え申し上げます。 

基本的には、利用するために予約を行ったときに運行する乗合の交通システムで

ありまして、バスのように複数人を一度に運べる効率性とタクシーのように利用者

の要望にきめ細かく応えることができる柔軟性を持っており、地域や利用者の実態

に応じて様々なサービスの形態を取ることができるものと認識しております。 

○２番（富重幸博君） 今からはですね、今、国のほうでの調査によりますと、令和２

年度国土交通白書、２０１８年時点で、実際の３割を超える３５５団体がデマンド

タクシーを導入しているんですよ。もう令和４年ですから、約７００の自治体がこ

の方式を採用しています。もう３５％を超えているんじゃないかと思います。町長

の認識はいかがですか。 
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○町長（東 靖弘君） 交通機関が不十分な我が大崎町でオンデマンド交通の仲間入り

をしていないことは問題があるのではないかと、どのように感じているかというこ

とでございます。 

これまで議会において、デマンドタクシーについての御質問をいただいておりま

す。その際、本年度実施しております地域公共交通会議において実態調査を行い、

デマンドタクシーも含めた検討を行う旨、お答えしたと記憶しておりますが、今年

度は、バス利用者について乗降実態調査、高校生や外国人、社会福祉施設も含むア

ンケート調査、交通事業者へのヒアリングを踏まえ、関係者や有識者にお集まりい

ただき、公共交通計画を練っているところでございます。 

このような状況がございますので、デマンドタクシーがないことに何か問題があ

るのではという御質問につきまして、特に問題があるものではなく、地域公共交通

の１つの選択肢として検討している状況でございます。 

○２番（富重幸博君） 本格的なデマンド乗合タクシー導入の研究・検討に着手する時

期に来たのではないかと思います。先ほど、地域公共交通会議とかおっしゃいまし

た。本当に制度設計をしても、実際にそれが始まるのは三、四年後になると思いま

すので、そういう具体的な収支計算やら、相手もあることだから、そういう研究に

着手する時期にきたと思いますが、いかがですか。 

○町長（東 靖弘君） 先ほどの答弁で申し上げましたとおり、現在、アンケート調査

やヒアリング会議等を通じてデマンドタクシーをどのような公共交通体系が本町に

ふさわしいのか検討を行っているところでございます。 

御質問されましたように、免許証を返納して独り暮らしの高齢者といった方々が

地域の中にいらっしゃるということも十分把握しております。その方々の買い物、

あるいは日常の生活支援といったところで公共のデマンドタクシーとかいったもの

必要性ということについては調査も行ってまいりましたし、必要性というものは認

識しておりますので、ただいま、公共交通体系というお話をいたしましたが、そう

いったところでも十分そういった理解を進めてまいりたいと思っておりますし、必

要性については十分理解しておりますので、進める、御質問にあった、検討し取り

組んでまいりたいと思います。 

○２番（富重幸博君） 前向きに取り組んでいただくということで承りました。 

ちょっと提案でですね、現在、免許証返納７５歳以上ということになっておりま

すが、若くして白内障もしくは緑内障、もしくは障害とかですね、そういう方々の

ことを考えれば、７５歳にこだわらなくても私はいいんじゃないかと思います。是

非、御検討をいただきたいと思います。 

それから、デマンドタクシーについては、目的はもうドアツードア、家まで来て



 

－ 92 － 

くれて、どこどこ内科さんに行く、どこどこ歯医者さんに行くというのを、３人乗

り合わせれば、１人乗れば６００円、３人であれば２００円ですから、そういうふ

うなドアツードアを是非、設計の最終目標で考えていただきたいと。行きたいとき

に、行きたい時間に、途中の帰る時間を長時間待つことなく帰れる最大の福祉を目

指して、そういうのを検討していただきたいと思います。 

それと、志布志市のちょいそこ志布志とか、鹿屋市のそういうのとどこかでか時

間を合わせて乗り合って、お互いに相互連携しながら、鹿屋市のどこどこ病院、総

合病院、行きたいときにも、それに乗り合えるような、そこまでやっぱりＡＩ技術

とかデジタル技術を活用した、広い意味の広域連携も設計の中には入れてほしいと

思います。是非、そういう方向に進めていただきたいと要望申し上げ、私の質問を

終わります。 

○議長（神﨑文男君） ここで、昼食のため暫時休憩します。午後は１時から再開いた

します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時００分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

次に、１１番、児玉孝德君の質問を許可いたします。 

○１１番（児玉孝德君） 皆さん、こんにちは。 

私は、今回通告いたしました、高齢者福祉について、そしてインボイス導入につ

いての２点をお尋ねいたします。 

まず、高齢者福祉について。認知症は、２０２５年には６５歳以上の５人に１人

がなるとされています。認知症の人が地域で自分らしい生活を送るには、その人を

支える家族を含めた支援が欠かせません。 

そこで、厚生労働省は認知症の人の意思が尊重され、できる限り住みなれた地域

の、よい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指すと、今年

度から認知症の人と家族への一体的支援をする市区町村への補助に乗り出していま

す。 

そこで、本町の認知症の人と家族の一体的支援事業の取組があるのか。あれば、

その取組をお聞かせください。 

○町長（東 靖弘君） 認知症の人とその家族がより良い関係性を保ちつつ、希望する

在宅生活を継続できるよう、公共スペースや既存施設等を活用して、本人と家族が

共に活動する時間と場所を設け、本人支援・家族支援により本人の意識向上及び家
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族の介護負担感の軽減と家族関係の再構築等を図る目的で、認知症の人と家族への

一体的支援事業が、令和４年度から地域支援事業の１つの事業として制度改正が行

われたところでございます。 

本事業につきましては、開催回数や周知方法などに要件があるため、本町として

は取り組んでいないところではありますが、認知症の人とその家族、また別の認知

症の人とその家族の交流の場を随時設けているところでございます。 

以上でございます。 

○１１番（児玉孝德君） 厚生労働省ではですね、今、取組をされていないということ

でしたけど、一体的支援プログラムとは家族の関係にアプローチする新しいプログ

ラムで、家族を１つの単位として一体的に支援を行います。月に１回程度、家族と

本人が話し合い、思いを共有し、そして一緒に活動を進め、楽しむことでお互いの

思いのずれや葛藤を調整し再構築を図ります。ほかの家族との出会い、自然に関係

性の在り方の気付きを得ることができるとしています。本町でも、今後、取組をさ

れるかをお伺いいたします。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問につきまして、担当課長の答弁とさせていた

だきます。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） お尋ねの、認知症の人と家族への一体的支援の事業な

んですけれども、今、町長からもありましたように、この事業については現段階、

取り組んでおりません。 

ただ、代わりではありませんけれども、認知症の本人と家族の方々が集まって、

家族の会という感じで、ちょっと少ないんですけれども、事業ではありませんけれ

ども、そういう取組は現在しているところでございます。 

以上でございます。 

○１１番（児玉孝德君） 先日、委員会のほうでですね介護施設に入ったら、最高３０

万円ぐらいかかるというお話もございました。こういった取組をしていくことで、

そういった費用のかかる施設に入る方も大分少なくなってくると思います。是非で

すね取り組んで、そういった方への負担が町民にかからないようにですね。家族で

見るんでしたら、それなりの補助金を出していいのかなとは思っております。 

それでは、次に、認知症地域支援推進員の役割はどのようなものがあるか、お聞

かせください。 

○町長（東 靖弘君） 認知症地域支援推進員の役割として、認知症の人に対し、状態

に応じた適切なサービスが提供されるよう、医療機関や介護サービス事業者、認知

症サポーター等、地域において認知症の人を支援する関係者と連携することや、地

域の実情に応じて認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制の構築が役
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割でございます。 

本町では、認知症の人やその家族に早期に関わり、早期診断及び早期対応をする

ための認知症初期集中支援チームに推進員を配置し、認知症の人やその家族への支

援を行っております。 

なお、現在の推進員数は２名でございます。 

○１１番（児玉孝德君） 推進員は２名ということですが、それでは、本町の認知症サ

ポーターの現状ですね、それから今後の、やはり、そういった認知症の方が増えて

いったら、このサポーターの方も増やしていってほしいと思いますが、増員への取

組をお聞かせください。 

○町長（東 靖弘君） 認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人や

その家族に対し、できる範囲で手助けする認知症サポーターを養成するため、認知

症サポーター養成講座を毎年、高齢者いきいきサロンや地域の事業所等、及び各小

学校５年生、一部６年生を含む場合もありますが、中学校２年生を対象に実施して

おります。 

令和４年１１月末時点で養成講座を受講した人数は、２,３４４名となっており

ます。今後につきましても、地域で認知症の人とその家族に対し、できる範囲で手

助けできる優しい地域づくりのため、引き続き認知症サポーターの養成を行ってい

きたいと考えております。 

○１１番（児玉孝德君） 今後も、そういった取組を進めてほしいと思います。 

認知症にはですね家族や地域の方の理解が必要です。先ほどちょっとありました

が、子どもにも認知症に対しての理解が必要になります。 

そこで、教育現場で認知症への理解の取組をされているのか、全学年にですね、

どのようなことをされているのかお聞かせください。 

○教育長（穗園正幸君） 先ほど町長のほうから答弁されましたが、各小学校の５年生

及び中学校２年生を対象に、毎年、認知症サポーター養成講座を実施しております。 

このことから、教育現場での認知症の理解の取組状況につきましては理解してい

ただいているものと認識しております。手元にサポーター養成講座の感想文があり

ますが、読んでみたいと思います。 

「認知症という病気を初めて知りました。認知症のパンフレットを見て、認知症

の人は大変だなと思いました。川畑さんと役場の人の寸劇を見て、１個目で、娘さ

んがおばあちゃんに怒っていました。その気持ちはとてもわかります。何度も同じ

ことを聞くと、私も怒ってしまうと思います。認知症の人に会ったら、優しく笑顔

で接してあげたいと思います」というようなことで、野方小学校の５年生の感想文

がありますが、このように、そういうサポーター養成講座を受けて、子どもたちも
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認知症の理解の取組をしているということで御理解いただければと思います。 

○１１番（児玉孝德君） 小学５年生と中学２年生に行っているということですけど、

家族の中にですねいらっしゃるところもあると思うんですよ、４年生までの子ども

がいるところもですね。やはり、そういったところへの周知は、５年生と中二だけ

で十分なのかということでお尋ねいたします。 

○教育長（穗園正幸君） 現在は、小学校５年生、学校によっては６年生もありますが、

中学校２年生。御案内のとおり、すべての学年で理解の機会があればいいんですが、

教育課程の実数上、主に学校におきましては、特に総合的な学習の時間というのが

ございまして、そこの中で福祉教育を推進して、認知症等の理解を深め、認知症に

特化すれば５年生と中二ですけれども、それ以外の学年でも、例えば身の回りの高

齢者とその方々の暮らしのこと、あるいは支援する介護施設的な仕組みづくり、あ

るいはそういう支援をする人々はどういう人がいるかとか、そういう幅広い意味で

の福祉教育というのはいろんな学年でやっているところでございます。 

以上でございます。 

○１１番（児玉孝德君） 今、いろいろな形で各学年行っているということですが、最

初申し上げましたとおり、６５歳以上の方があと３年後には５人に１人ということ

で、いえば、ここにいらっしゃる中にも大多数の方が出てくるというような人数で

すよね。そういったことになるといわれていますので、もう少し子どもの頃からで

すねそういったことも周知して、理解を深めてもらうように指導がなされるよう、

要望します。 

では、次に、同僚議員の質問されました福祉バスの運行についてですね。先ほど

お聞きしましたが、利用は多くないみたいですね、それに利便性もよくないようで

す。思った場所へ、自分が行ける時間で利用できないと、意味がありません。その

ような感じがですね、現在、受けませんので、福祉バス以外の手段を考えていただ

きたいと思います。 

では、免許返納についての質問ですが、これはですね今回なぜするかというと、

本町の住民の方がガソリンスタンドへ突っ込む事故をされていました。私、ちょう

どそこへ通りかかったもので、知っている方でしたので「大丈夫ですか」と尋ねた

ところ、怪我はなされていませんでした。ただ、車は廃車になったみたいです。そ

のときがですね土曜日の昼前で、学校がある日でした。もう少し早ければ、子ども

の下校と重なっていました。学童へ多くの子どもが向かう現場でした。そのときに、

私がその方に「もう免許証は返納せんといかんじゃらせん」と話をしました。そう

したら「もう乗らない。怖くて乗りたくない」と言っていました。しかし、１週間

後ぐらいしてからお会いしたときには、「買い物に行けなくて不便も不便、大変不
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便だ」と、「だから新しい車を買う」と言っていました。福祉バスもあるよという

ことも言いましたが、「使い勝手が悪い」と。なかなか事故をされてもですね、車

がないと不便と考えられているみたいです。 

そこで、附帯歩行者支援被害軽減、ブレーキペダル踏み間違い、急発進と抑制装

置などが付いた安全運転サポート車を購入する場合や後付けする場合に、国の補助

金は終わりましたが、自治体で交付しているところもありますので、本町でも高齢

者の方への補助金を考えられないか、お尋ねいたします。 

○町長（東 靖弘君） 本町におきましても、高齢者ドライバーが増えていく中で交通

事故防止対策の必要性は十分理解しております。 

令和３年度までは国による安全運転サポートカー購入者に対して補助制度がござ

いましたが、現在、申請受付は終了している状況で、全国では独自の助成制度を設

けている自治体もあるようでございます。 

今後、先進事例を調査するとともに、近隣市町の動向も踏まえまして検討してま

いりたいと思います。 

○１１番（児玉孝德君） 是非ですね導入していただきたいと要望申しておきます。 

では、次に、そういった交通弱者ですね、買い物弱者への支援について、何かお

考えがあるのか、町長、お伺いいたします。 

○町長（東 靖弘君） 買い物弱者への支援につきましては、現在運行しております福

祉バス運行の継続・充実を図ることに加えまして、移動販売車の誘致や配食サービ

スなど、その他のサービスを組み合わせながら支援体制の構築を図っていきたいと

考えています。 

○１１番（児玉孝德君） 移動販売車などの支援も含めて充実を図りたいと言うことで

した。是非、お願いします。 

最後に、同僚議員からもありましたデマンド型乗合タクシーの取組について、再

度お伺いいたします。私は２０１６年から、今回で５回目となります。私が最初質

問したときには、他の自治体での導入事例を研究し検討すると答えられています。

次のときは、どのような方法が望ましいのか、前向きに検討すると答えられていま

す。３回目では、導入の形態の検討を進め、最善の方策を早い段階で取り組むと答

えられています。４回目では、本町に適した手段を検討すると答えられています。 

その間に、御存じでしょうが、志布志市ではちょいそこタクシー、曽於市ではお

もいやりタクシーとおもいやりバスを実践されています。垂水市、姶良市、霧島市

でも、乗合タクシーと福祉バスの両方を運行されています。 

そこで、今までの質問で、それぞれ検討され、結果どうだったのか、詳しくお答

えください。そして、今後どうするのか、それもはっきりとお答えください。 
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○町長（東 靖弘君） 先ほど、公共交通会議でデマンドタクシーも含めて検討してい

るというところでお答えをしております。そこのところは変わらないと思っており

ます。 

これまで、過去４回、いろいろ言葉を換えて検討するという形で答弁をしている

というところでございますが、今までデマンドタクシーが必要であったり、集落や

校区において有志の方々に、白タクの代わりに車を走らせて利用者の方々の利便性

を図っていくとか、いろいろ検討はしてきたことは事実です。ただ、１点だけ、ど

うしても、どうすればいいのかなという迷いがあったのが、町外の病院にかかられ

る方々、どこまで支援していけばいいのか、ここのところがなかなか難しい判断で

した。 

現在、大隅地区の４市５町で公共交通体系の在り方も検討をしたりはしておりま

すけれども、やはり地域を越えてどうやってつないでいくのかということが相当課

題があって、そこでなかなか踏み込めていない。あるいは鹿屋市の病院がかかりつ

けだからそこまでとなってきたり、志布志市の病院までとか、志布志市は割と近い

ところですけど、鹿屋市までだとかなりタクシー料金がかかってくる。じゃあ、町

内限定のこういった車をそこまで走らせて、利用料の負担をどうするのか、いろん

なことは実際検討してまいりました。なかなか結論を見いだせないという状況であ

りますが、だけど必要性は高まってきておりますので、このことについては、先ほ

ども御質問がありましたけど、やはり何らかの対策を実際つくっていかなければな

らないと思っておりますので、それを今、公共交通会議でもいろいろやっていると

ころですので、しばらく待っていただければと思います。 

○１１番（児玉孝德君） 今、町長が言われましたとおりですね、町内だけではなくて、

町外の病院とか買い物に行く場合も、町内のスーパーとか少ないです、だから隣の

志布志市とか行かれる方が多いんですよ。だから、そういったところも含めてです

ね、例えば車で１０分ぐらい走るところまでは２００円程度で行きますよとか、そ

ういったことも検討していただいて、近隣市町とも連携を図ってですね是非、運行

を取り入れてほしいと思っております。 

そういうことで乗合タクシーですね、デマンドタクシーの導入を強く要望して、

次の質問に入ります。 

来年１０月のインボイス制度導入について、これは前回、同僚議員も質問されま

したが、まず、消費税の課税事業者、免税事業者の把握はしているのかお尋ねいた

します。 

○町長（東 靖弘君） 消費税免税事業者数は、９月議会の一般質問でもお答えしまし

たが、９３１件でございます。 
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また、消費税課税事業者数は把握していないところでございます。 

○１１番（児玉孝德君） 消費税の課税事業者もですね是非把握して、わかると思うん

ですよね、本町に事業所がどれぐらいあるかということはわかると思いますので。

また、わかったときには教えていただきたいと思います。 

インボイス発行にはですね課税事業者が適格請求書発行事業者として登録番号の

申請を行う必要がありますが、これの周知は徹底されているのかどうか、どのよう

な方法でされているのかお答えください。 

○町長（東 靖弘君） 御質問の、制度の周知につきましては、町のホームページや国

税庁のインボイス特集ページのリンクの貼りつけや広報紙への掲載を行っておりま

すが、周知が十分であるとは思っておりません。今後の周知につきましては、イン

ボイス制度の詳細は、毎年１２月中旬に公表される税制改正大綱の中で明らかにな

ると認識をしております。 

したがいまして、確定した情報によるチラシを用いて、２月からの申告会場で対

象となり得る納税者に対し周知を図ったほうが効果的であると判断し、そのように

予定しているところでございます。 

○１１番（児玉孝德君） 今、周知は十分ではないという認識をされているということ

です。確かにですねインボイスという言葉は聞いたことはあるけど、内容がわから

ないという人がいっぱいいらっしゃいます。大工さんとか一人親方の方、それから

小売業をされている方、こういった方々は今まで免税事業者だったんですよ、１,

０００万円以下は。免税事業者の方は消費税はもらってもいいけど、これを納付し

なくてもいいということだったんですよ。これがですねよくわからないと。インボ

イス制度で、今問題になっているところはですね、私、インボイス制度反対という

わけじゃないんですけど、インボイス制度はですね、これが始まることで免税事業

者から出された消費税分を値引きしろとか、もうお宅は使わないよというふうに除

外される可能性があるんです。というのはですね、大工さんなんか仕入れは別にな

いんですけど、自分の日当とかを請求されるわけなんですけど、課税事業者はこの

中の１割を消費税というふうに見なして控除ができていたんです、今まで。それが、

インボイスが発行できない人を、外注とか、自分の社員でなければ、これが時期な

くなるわけです。それだから問題があるということなんです。ですから、皆さんが

インボイス制度がわかっていないといけないんです。 

ここでですねちょっとインボイス制度について、町長とか執行部の方、皆さん御

存じだと思うんですけど、インボイス制度が始まりますということでユーチューブ

を見られている方もいらっしゃると思いますので、簡単にインボイス制度のことを

説明したと思います。 



 

－ 99 － 

これは国税庁が発行している分です。インボイス制度とは、買い手は仕入れ税額

控除の適用のために原則として売り手から交付を受けたインボイス、適格請求書で

すね、を保存する必要があります。売り手はインボイスを交付するためには事前に

インボイス発行事業者適格請求書発行事業者ですね、の登録を受ける必要があり、

登録を受けると課税事業委託者として消費税の申告が必要となりますというふうに

書いてあります。さっぱりわからないですね。次のページにですね仕入れ控除って

何ということで、結局ですね、ここに載っている例を示したいと思います。Ａさん

という方がいて、この方が、ここではぬいぐるみをつくっている会社です、ぬいぐ

るみをつくって売りたいと思って、ぬいぐるみをつくるために材料を材料業者から

仕入れます。この場合に、わかりやすく７,０００円仕入れました。Ａさんは１万

円でそれを仕上げて売りたいと思っているから、７,０００円仕入れて、ここで７

００円消費税を払っています。Ａさんはそれを製品にしてぬいぐるみとして小売店

のＢさんに卸します。１万円で卸します。１万円ですから１,０００円消費税が付

いて１万１,０００円になります。小売業者のＢさんは、１万１,０００円で仕入れ

た分を１万３,０００円で売りたいと思って１万３,０００円で消費者に売ります。

消費税が付いて１万４,３００円になります。今までは、Ｂさん、小売業者はです

ね１万円で仕入れて１,０００円消費税を払っているから、消費者、お客さんから

１,３００円もらった分の１,０００円は先に払っているから、３００円だけ消費税

として納めればよかったわけです。 

ところが、今度のインボイス制度で、Ａさんが免税事業者だったら、この１,０

００円分をＡさんはインボイスを発行できないからそれが認められなくなるわけで

す。１,３００円のうちの１,０００円の控除ができなくなります。仕入れ税額控除

というんですけど、それができなくなります。それですから、１,３００円丸々払

わないといけない。Ａさんに１,０００円、本当は払っているんだけど、１,３００

円またプラスして払わないといけないと、二重課税になってしまいます。 

ですから、小売店の人は、Ａさんですね、製造業者の方に１,０００円分払わな

いよと、払わないよというのはできないんですけど、この分を負けてくれ、値引き

してくれというのが発生してきます。これは大工さんなんですよ。結局、Ａさんは

Ｂさんの小売業者と取引を続けるためには１,０００円値引きするか、あるいは、

できないといったら小売店が「いや、お宅からはもう仕入れない」ということが可

能性が出てくるというところが問題なんです、インボイスの。それは大工さんにも

いえることなんです。大工さんは、今まで１万円で請け負っていて、実際は建設会

社ですね、そこが１万円だけど、そのうちの１割は控除していたんですけど、それ

ができなくなるから、その分を負けてくれと、今度からは言ってくる可能性が大な
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んです。だから、同じ金額だったら、インボイスを発行できるところにしか仕事が

行かなくなる。そういったところが問題になっているからですね今回質問をしたわ

けです。 

適格請求発行事業者ではない販売店から買ったら、今後もこういうことが出てき

ます。例えば、皆さんがインターネットで最近購入されますよね、課税事業者はイ

ンターネットから購入しているのと一緒なんですよ。インボイスを発行できない場

合のインターネットで購入したら、それの控除ができません。また、今まで経費で

払っていた分の飲み屋とか飲食店などの交際費、タクシー代、代行代などの経費、

修繕費、車両費、そういったのやら、先ほど言いました、ほかの業者に委託する外

注費、こういったことも仕入れ税額控除ができなくなります。取引を見直さないと

いけなくなる懸念があるんですよ。 

インボイス発行には事務負担が大変増えます。制度に対応していないソフトを利

用する場合はインボイス制度に対応した製品を購入するなど、見直しが必要になり、

費用がかかります。しかし、適格請求書の交付義務免除の特例もあります。３万円

未満の公共交通機関による旅客の運送、卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡、

農協等に委託して行う農林水産物の譲渡、３万円未満の自動販売機による販売、郵

便切手を対価とする郵便サービスなどがあります。 

こういうことを事前に周知し、本町の事業所などが不利益にならないよう十分な

周知を行ってほしいと思います。先ほど、確定申告の際にとおっしゃっていました

けど、３月までの届出が必要です。今、見直しとかも検討されているみたいですけ

ど、１０月からは制度も始まりますので、この辺の周知をしてほしいと思いますけ

ど、どうでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 議員のおっしゃる個別の郵送につきましても検討しましたが、

郵送代等の費用の面や、インボイス制度の細部について、国で検討が続いている中

での周知は、確実な情報ではないため控えたところでございます。 

先ほども答弁しましたが、税制改正大綱が公表され、制度の詳細が明らかになり、

国税庁等の公用のチラシが公表された後の広報となりますと、時期的に申告が近い

時期になると予想されますので、申告会場でインボイス制度に関係がありそうな納

税者に対し広報することが効果的ではないかと考えているところでございます。 

○１１番（児玉孝德君） 郵送費はですね、先ほど免税事業者が９３１件ということで

したので、封書で送っても大した額にはならないと思いますので、是非、１件１件

ですね、広報紙とか説明会とかは、説明会には余りいらっしゃらないし、広報紙も

なかなか見られない、見てもよくわからないという方が大勢いらっしゃいますので、

そのへんはまた検討していただくよう要望しておきます。 
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政府ではですねインボイスで２,４８０億円の税収が見込めるとしているんです

よ。現在免罪事業者が、適格請求書発行事業者になる場合は、簡易課税よりもっと

簡単な計算で消費税の納付ができる要件等もなされています。いろいろな情報をで

すね事業者１件１件に郵送し、しっかり理解してもらうよう検討するよう要望しま

す。 

岸田総理は、来年度から５年間の防衛費を４３兆円と大幅に増額する方針ですが、

来年度は増税せず、歳出改革やコロナ対策予算の不用分の返納等で補い、２０２７

年度に向けて複数年かけて段階的に増税の実施を検討するとしています。また、２

０２７年度以降については、毎年４兆円の追加財源が必要だと述べ、そのうち３兆

円は歳出改革や余剰金の活用、税外収入を活用した防衛力強化資金を新たに創設し

賄うとしました。 

今朝の新聞にも載っていましたが、残りの１兆円余りをですね防衛費創設所得税

１％分というふうに増税が書いてあります。増税分の財源には１兆円の法人税、所

得税、たばこ税、さらにはですね復興特別所得税の半分ほどを転用し、防衛目的税

を導入して振り替えるとしています。今、岸田総理が議論していることはですね新

たな脅威に対し防衛能力を抜本強化し、日本人の暮らしと命を守り続けるという話

です。責任ある財源を考え、今より国民が自らの責任としてしっかりその重みを背

負って対応すべきだと先日述べて問題になりました。我々の責任として訂正をいた

しましたが、このようにですね、今後増税が検討され、ますます家計が圧迫される

としています。私たちの暮らしやすい大崎町になるように、大崎町の事業者、一人

親方とかですねフリーランスの方々を含めて、あらゆる手段を検討してもらって暮

らしやすい大崎町になるように要望して、私の質問を終わります。 

○議長（神﨑文男君） ここで、５分程度、暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時３６分 

再開 午後１時４０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

次に、３番、稲留光晴君の質問を許可いたします。 

○３番（稲留光晴君） みなさん、こんにちは。日本共産党の稲留でございます。通告

書に基づき、また関連して質問をいたします。私は、大きな質問事項４つについて

質問をいたします。 

まず、初めに、農業公社についてであります。本町総合計画でも２０３０年に向

けて、農業で稼ぐこと、地産地消で安心・安全なものをつくる方針の取組の強化が
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今ほど求められているときはないと考えております。また、農産物、飼料、穀物な

ど地産地消で増やしていくことが、本町にとっても非常に重要な課題ではないでし

ょうか。農業人口増加と家族農業の後継者問題解決のために、本町基幹産業の畜産

を含め、新規就農者を増やす取組が必要です。また、休耕田や耕作放棄面積を減ら

すこと、ここに農耕飼料作物トウモロコシなどの作付け促進事業も必要ではないで

しょうか。 

今回の質問の趣旨は、以下５点について。実現できるのかどうか。また、これが

住民にとって喜ばれる施策でなければなりません。なぜ、今、農業公社なのか。過

去、１７年、１８年ほど前にも設立の歴史があったようですが、それでは、まず、

初めに、組織とその役割は何かを問いまして、最初の質問といたします。 

○町長（東 靖弘君） 農業公社につきましては、本年４月より設立に向けた準備を本

格的に開始したところであり、５月にはそお鹿児島農協、鹿児島県農業共済といっ

た農業関係機関に加え、町内農業関係団体の代表者や行政機関である曽於地域畑地

かんがい推進センターにも御参加いただき、設立準備委員会を設立し、公社設立に

向けた協議を進めているところでございます。 

この協議を進めるにあたり、改めて公社設立に関する考え方を整理したところで

すが、その結果として、公社が担う役割を本町の基幹産業を担う農業者のさらなる

経済的かつ社会的地位の向上と、活力ある地域社会の維持・発展を後押しするため

の事業を担う組織と位置づけたところであり、農作業の受託及び委託、農業機械等

の利用貸付け、新規参入者及び事業承継者の育成・支援のための研修等に取り組む

こととしており、これらの方針を定めた基本計画を、近く開催される設立準備委員

会にて審議した後、正式に決定し、公表することとしております。 

以上でございます。 

○３番（稲留光晴君） 今、町長から、すべてこれからということではないかと思いま

すが、今後想定される農業公社関連の議案等について、臨時条例、契約、予算、財

産、あと期限ですね、令和４年３月から運営開始ということで評議委員とか公社設

立準備経費、議案等について説明資料をいただいておりますけれども、今、組織と

その役割ということで私はお尋ねをしたんですが、本来ならばちゃんとした資料で

すね、ソフトの面での資料、私がお訪ねしたいのは、どういう役割を担って、どう

いうことをやるんだと、やっぱりこと細かく住民にわかるようにそういうのをつく

っていただきたいといことなんですね。 

出資比率が、大崎町が７、ＪＡが３と負担をするという説明でしたけども、やは

り、前あすぱる大崎と同じく、第三セクターと言いますか、そういう経営となるわ

けですよね。ですから、今後想定される、ここに書いてありますが、公社関連の議
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案について議会説明資料などが出されておりますが、過去の教訓を生かして、慎重

に一歩ずつ進めていただきたいということがございます。また、今後となりますが、

事業計画等も、やはり、今申しましたように、ソフト面を詳しく検討していただき

たいということですね。従来の機械センターの取組の延長線では私は駄目だと思い

ます。やはり、町長もさっきおっしゃいましたが、いろんな農業の公社というか、

大崎町の基幹産業の活力ある発展、持続的発展ということで、ちょっとそこあたり

を資料としてですね、こういう組織の役割はこういうことをやるんだと詳しく、こ

れは今後と、今、町長が言われましたけど、過去に、２０年ぐらい前、先ほど申し

ましたが、設立の過去があって、結局取りやめられたでしょうか。そういったこと

をやっぱり参考にしてですね役割というのは資料ということでは早急に、私たちが

農家の方々から今のこういう経済状況の中で、本町の公社の果たす役割がどういう

ものかと、こういう相談があったら公社のこういうところに相談してくださいとか、

来年、再来年だったら、あっという間に来ます。今の時期こそ、やはりいろんな相

談を公社にしたいと、機会の貸し借りでヘルプだけの仕事じゃなくてですね。そう

いったことについていかがでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 農業公社の設立ということで、過去のことにも触れられたとこ

ろでございますが、過去においては、当時、農地保有合理化法人といった事業形態

があったり、そこの中での農地集積の問題とか、なかなか費用負担を伴うものが、

公社を設立するに当たってはかなりの負担が発生するということがあって実現でき

なかったいきさつはあります。 

今回、農業公社を設立していくということで、当然、機械センターそのものが今

後の方針をずっと検討してまいりましたけれども、機械センターについても従来ど

おり町が管理する中で公社の中に位置づけていこうという形に方向を持ってきてい

るところでございます。 

農作業の受委託作業がかなり比重を占めてまいります。現時点で、やはり高齢農

業者が多い中でなかなか農業が展開できない、高齢等でなかなか難しいときに、い

ろいろ受委託作業が依頼されて、現在もロータリーはやっているわけでありますが、

主に農作業の受委託作業などが作業部会の中でもかなり比重を占めてくるのではな

いかと思います。そういった面でも、高齢者等が農業をしうる環境の支援にもつな

がっていくと考えております。当然、公社をつくるに当たって農協と連携をするわ

けですけれども、農協の財団法人を設立するに当たって３００万円ほどの基本財産

として必要でありますが、その出資比率が３割という形だったのかなと思いますが、

これは志布志市においても曽於市においても全く同じ条件でありますので、そこに

ついてはそういう意向で対応していきたいと考えております。 
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公社化する中で、やはり施設園芸にも力を入れていきたいというのが私の思いで

もありました。都市圏から地方への農業移住もかなり相談もあるわけでありますの

で、やはり、公社という安心できる受け皿だけはつくっておいて、そして、いろい

ろ農業研修を施しながら本町の特色ある農業の一翼を進めていきたいという思いも

ありますので、本町は基幹産業は農業でありますが、畜産のほかにも土地利用型農

業、あるいは施設園芸農業、そういったことが公社の中で一元化できて進めていき

たいと思っています。 

１１月２９日に全員協議会で、今後想定される農業公社関連の議案等について説

明をさせていただきました。現在、設立準備委員会を２回ほど開催しております。

そこの中で決まった事項等について、考えられるものについて議案を必要とするも

のにはこういうものがあって、こういうふうに進めさせていただきます、そしてま

た、近々第３回の設立準備委員会をいたしますけれども、そういった中でも具体化

していきながら必要なものについての議案提案は重ねていきたいと考えております。

１２月７日に説明をさせていただいたところでございますが、今後も、この後第３

回の設立準備委員会をいたしますので、そこで提案した事項を決議され、議案等が

必要なものについては、また随時お願いをしていくという形になってまいります。 

○３番（稲留光晴君） 今、町長から答弁がありました。私のほうで４点ほど残された

質問条項を続けていきたいと思います。 

本町の農業の持続的発展に貢献できるかと、今、こういうコロナ禍の中で、皆さ

ん、御存じのように、非常に畜産であっても、甘藷をつくっていらっしゃるところ、

また、作物をつくっていらっしゃるところ、さっき同僚議員がインボイスの質問を

しました。こういったときに、なぜ、住民の負担が増えるようなことをやるんだと

いうことは、私は断固として許されない、住民にとっていい方針であれば賛成はす

るけども。そういったところで、今、こういう状況ですから、今後、一歩ずつ、議

会等に諮られる法案等を考えますと、非常に今後の基幹産業の発展に貢献できるも

のでなければいけないということで、今、町長がおっしゃいました、これからなん

だとおっしゃいましても、私は残された４件の質問をいたしますので、町長のお考

えをお聞かせ願いたいと思います。２番目の本町農業の持続発展に貢献できるかと

いうことについて、町長の答弁をお願いします。 

○町長（東 靖弘君） 現在、設立に向けた準備を進めておりますが、農業公社につき

ましては、先ほどの答弁でも申し上げましたが、本町の基幹産業を担う農業者のさ

らなる経済的かつ社会的地位の向上と、活力ある地域社会の維持・発展を後押しす

るための事業を担う組織として位置づけております。 

農業公社が担うこととしております農作業受委託事業や新規就農者研修事業等の
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円滑な実施が、農家戸数の減少、農業従事者の高齢化による担い手不足といった課

題解決につながり、さらには本町の基幹産業である農業の持続的発展に貢献すると

考えております。 

○３番（稲留光晴君） それではですね、私が通告書に書いております３番と５番は、

同じ相談の中から出したものですが、新規就農者の増加につなげていけるかという

ことなんですが。相談者の中で、新規で畜産とか農業をやるのに、やはり機械等の

元手が要るということなんですね。それで、あとトラクター類の農業機械なども高

価で買えないと。そこ辺で農業公社についてこういったシステムとか、そこで新規

就農者がこういうことを大崎町ではやっているらしいよという、そういうことも周

知してですね、農業公社の後見ということで新規就農者の増加につなげていけるか

と通告をいたしましたが、この件について、町長のお考えをお聞かせください。 

○町長（東 靖弘君） 本町におきましては、大崎町農業振興地域整備計画の中で、農

業を担うべき者の育成・確保、施設の整備の方向として示しており、今年度より、

施設ピーマンを研修品目とした新規就農研修事業を開始しております。 

新たに整備する農業公社においても、町が目指す将来像の実現に向け、新規就農

者の確保に向けた研修事業を実施するよう、農業公社設立に向けた調査・研究を行

う作業部会において協議を重ねており、一層の新規就農者の増加に努めることとし

ております。 

○３番（稲留光晴君） 今、ピーマンの話をされましたが、東串良は東串良産のブラン

ドで出されているんですが。志布志市が農業公社でピーマンの生産量を大幅に増や

したということで、それも農業公社をつくってよかったというふうな話も聞いてい

るんですが。志布志産のピーマンも、東串良のほうに持っていって東串良産のピー

マンということで出荷をしているというふうなことを聞きました、私は。志布志産

のピーマンじゃなくて東串良のブランドと、そういうふうに聞いておるんですが。 

今、町長がおっしゃったように、大崎町でもピーマンをつくられるということで

あれば、やはり東串良がブランドで出されているところに一緒に出されるんだろう

なということを今、ちょこっと思ったんですが。その件について、どうでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） それはないと思います。ＪＡそおがやっておりますので、志布

志産のピーマンはＪＡそおのもとで出荷されている。それも新聞で度々、志布志市

のピーマンは高収益であったとかということで農業新聞等でも出ておりますけれど

も、それは東串良町さんで出しているということではないと思っております。今初

めて聞いて、驚いたところですが。東串良町は肝属ＪＡでありますので、そちらの

ほうを通して出荷しているということですので、志布志のピーマンが東串良町のブ

ランドで出るということはまずありません。 
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○３番（稲留光晴君） 今町長がおっしゃったように、正確性に欠ける発言ではなかっ

たかと思いました。 

公社をつくって、ピーマンは志布志市が相当増産できたというのは確かなんです

が。それでもって、大崎町もピーマンでどうなんだと、それだけでは私はちょっと

いかがなものかなと考えますけれども。そのほかの野菜とかというのは、やっぱり

農業全体として考えていかなければいけないんじゃないでしょうか。いかがでしょ

うか。 

○町長（東 靖弘君） 全国的にピーマンを栽培されている地域は限られております。

温暖な地域で栽培が主になっております、鹿児島だったり、宮﨑だったりとか。そ

ういったことでもありますので、市場の状況も導入に当たっては調査をしてまいり

ました。その中で、東串良町のピーマン、志布志市のピーマンはすごく勉強になり

ますし、ピーマン自体が全国的な栽培の状況でどうなのかというと、暖かい地方に

限られているということもありますので、そういった特徴的なもので栽培は可能で

あるし、持続可能性といいましょうか、ちゃんとできるというふうに私自身は考え

てピーマンを選択したことと、農業公社においては農業の事業承継制度の中でいろ

いろ制度の中で他の品目、果樹等につきましても、事業承継制度の中で取り組んで

いく。いわゆる園芸という形で取り組んでいく方向性を示しておりますので、今出

ているのがピーマンでありまして、ピーマンは基幹産業として取り組むようにやっ

ていきたい。そして、他の熱帯果樹等についても、そういう方向で進めていくとい

う方向性を持っているところです。 

○３番（稲留光晴君） そういうことで、一応ピーマンということで。やはり新規就農

者といえば畜産とそれ以外、農産物という２点、新規就農者の方々ですね。大崎町

は直近で、毎年、新規就農者の方々は、農業の種目でいえばどういった方々がおあ

りですか。 

○町長（東 靖弘君） これまで新規就農者においては、畜産が主であります。本町の

基幹産業が、収益性も含めて畜産でありますので、その部分においては新規就農が

あったり、後継者として就農したりということで結果は出ているところであります。

他の土地利用型農業等についての新規就農者の実態は、もしわかっていたら担当課

長のほうで後ほど答弁いたしますけれども、この３年間のコロナの中で、畜産等に

おいてもなかなか新規就農者が増えてきていないという実態はあるように思ってお

ります。そしてまた、先ほども出ました価格の低迷という中で、不安な中で経営に

入っていくというところにもちょっと躊躇されていることもあったのではなかろう

かと捉えておりますが、徐々に畜産の子牛価格等についても回復していくと、また

従来どおりの農業後継者という形では誕生していくだろうと考えております。 
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○農林振興課長（上野明仁君） 新規就農者の件ですが、ピーマンを栽培される方が３

人です、甘藷、キャベツで２件、畜産が７件の新規就農者が平成２９年からござい

ます。 

以上です。 

○３番（稲留光晴君） 新規就農者のほうが畜産のほうが増加しているということです

ね。 

それでは、４番目の、農業で稼げる本町にできるのか。農業公社に全部、私の質

問を農業公社でなにもかにもというわけにはいけないというのも、私ももっともだ

と思いますけども。やはり総合計画でも農業で稼ぐというふうになっているんです

よね、これはほかの市町村でもそうだと思いますが。農業で稼げる本町にできるか

ということについて、お尋ねいたします。 

○町長（東 靖弘君） 農林水産省が調査する市町村別農業産出額によりますと、２０

２１年の大崎町の農業産出額は３４２億円で、全国１７位の位置にあります。統計

数値上では、大崎町は農業が基幹産業であり、農業で稼げる町であるといえます。 

しかしながら、部門や品目により所得に差があることも事実であり、このことか

ら、令和２年度に策定した大崎町農業振興地域整備計画において、１人当たりの年

間農業所得３７０万円といった目標を掲げ、さらなる農作業の効率化や稼げる品目

の推奨、新たな担い手の確保などにより目標達成に向けた取組を進めることとして

おりますが、このような多面的な取組を推進する役割を、農業公社が中核として担

うことが、真に農業で稼げるまちの実現につながると考えておりますことから、令

和６年の農業公社共用開始に向け準備を進めることとしております。 

以上です。 

○３番（稲留光晴君） 今、３７０万円という数字を町長からいただきました。これは

所得で３７０万円ということですよね。 

今年はコロナの関係とか、畜産にしても、飼料にしても２０％も３０％も経費が

上がっている中で、最初の同僚議員が牛のちょっと値段が上がっていると。牛に関

していえば、平均でいえば、雌も去勢も、あと１０万円ほどは値上がりしてほしい

なというそういう実感はあります。ですから、今考えれば、今後、今町長がおっし

ゃったように３７０万円の所得ということは厳しい状況かなと。経費がものすごく

上がっておりますから、ほとんど赤字の方も、畜産をやっていらっしゃる方は消費

税も１,０００万円以上売上げがない人も、１００に対して６０ぐらいの方々が多

いんじゃないかと。私も、ちょっと知り合いの方々に「収入はどひこばっかいなっ

どかい」ということで、１２月はこれからせり市があるんですが、「やはり６割ぐ

らい、それ以下かもな」と、「経費が上がっているからな」というふうな話も聞い
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ています。ですから、農家で稼ぐために、やっぱり持続的に稼ぐために公社でくれ

ぐれも事業計画、ソフト面をですね、何度も申しますが、こういうことも、相談を

きたらこういうふうに対処しようというふうな、細かくですね、農林振興課等にも

いろんな相談があるというところで協働してそういった、こういう課題にはこうい

うふうに取り組むという計画をつくっていただきたいと考えております。 

それでは、農業機械などのレンタルのシステムはつくれないかということでござ

います。今、農業機械もですね乗用車、高級車並みの値段、１,０００万円を優に

超える農業機械、汎用コンバイン、普通のコンバインとかですね、大型トラクター

もエアコン付きが当たり前と、エアコンが付くだけで２００万円アップという。快

適に、高齢者も若い人も農作業ができるという時代になっています。こういったと

ころで、やはり新規就農者の方々が本当にトラクター類の農業機械の購入に多大な

元手がかかるので、レンタルができないかという相談を受けまして、今回の農業公

社についてのシステムの中で農業機械のレンタルということで質問をさせていただ

きましたが、答弁をお願いいたします。 

○町長（東 靖弘君） 農業機械の利用貸付けについては、作業受託も含め、現在、公

社設立準備委員会の調査研究機関である作業部会において協議を進めており、今後、

ニーズ調査により必要な農業機械の導入や機械作業項目の選定、さらには利用貸付

けが可能な機会の選定などを行うこととしております。 

御質問にありましたトラクター類のレンタルにつきましては、今後、作業部会に

おいて、ニーズや管理、運用に関する課題を整理した上で、公社設立準備委員会に

おいて決定することとなることから、現時点で即答はできませんが、稲留議員の今

回の御質問の意図を踏まえ、今後、作業部会において検討させていただきたいと思

います。 

○３番（稲留光晴君） 是非ですね、この作業部会で実現できるように、町長、よろし

くお願いをいたします。 

私も相談されました方に、今回の一般質問でこういうふうに町長が答弁をされた

から、１００％ではないかもしれないけども、期待が持てると、そういうふうに申

し上げたいと思いますので、重ねてよろしくお願いいたします。 

それでは、２番目のごみ回収について。資源ごみ収集のですね回数を増やせない

かということですが。プラスチック、ペットボトル、アルミ缶、現在は収集日は、

毎月第三木曜日、今日なんですね。私も今日出そうと思ったら、また忘れまして、

ちょっと困りましたけども。これも、長い間、収集回数を増やしてもらえないかと

いうそういった相談はいろんなところで出ているというふうに聞いております。や

はり、最低２回はできないかなというふうに思っていますが。家の中はですね、う
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ちは建物はでかいけれども中は狭いもんだから、もうめいっぱいになるということ

でですね、２回の回数を増やしてもらえないかというふうに考えますが、いかがで

しょうか。 

○町長（東 靖弘君） 資源ごみ収集の回数を増やせないかという御質問であります。 

施政方針や３月議会でもありましたように、環境学習拠点施設を整備することで、

分別がわからない方などに丁寧に説明することで理解を求め、出し忘れた方の資源

ごみの受け入れにも対応できる体制を整備していきたいと考えていますので、衛生

自治会の構成員である地域住民の声を聞きながら、前向きに進めていきたいと思い

ます。 

○３番（稲留光晴君） 地域によっては衛生自治会によって、公民館長さんとも相談し

て、そこで決められていらっしゃる、町内でもですね、そういうところもあるんで

すよ。 

私は下三文字ですから、松岡金物店の裏のほうの、そこは生ごみですが、上床歯

科のあそこで資源ごみは回収しておりますけど、地域によって地域差があるんでし

ょうか、町長。住民課長のほうにお願いして、増やせっくれんけとお願いすれば何

とかならんでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 一番最初に分別を開始するときに、分別は収集所において立ち

会い、現在も協力員がいて立ち会いをしているわけでありますので、立ち会いを月

に２回にしたときに、立ち会いができるところは可能だということで決められてい

たと伺っておりますが、現時点で立ち会いをされているかどうかわかりませんけれ

ども、今回、プラ、ペットボトル、アルミ缶の資源ごみの回収増ということで、再

三提案も受けております。 

これまで衛生自治会と協議しますということで返事をしておりましたけれども、

そういった通り一遍の返事も非常に反省すべき点ではなかったのかなと思っており

ますので、御意見を踏まえて、そしてちゃんと我々でそういう方向性を検討しなが

ら、また、衛生自治会にもそういう協議をこちらのほうでも進めていきたいと考え

ます。 

○３番（稲留光晴君） 衛生自治会に伺うというか、町長の権限といいますか、衛生自

治会にと言われますと、私たちは住民からの相談事は議会という中で行政に対して、

町民から言われたことが解決が遅れる、難しいやり方になってしまう、町長がおっ

しゃいました衛生自治会と相談するとかね。衛生自治会がすべてやっているからで

きないとか、できないということではないんでしょうけど。やはり、行政として権

限としてですね、衛生自治会がされているんだけれども、もうちょっと私たちが住

民からいろいろな相談をごみ問題でも聞いたときにですね、町長が気持ちよく私た
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ちに答弁していただくようなですね、そういう仕組みといいますか、衛生自治会に

関していえばですね、そういうふうにやっぱりお答え願えないかなと。何か宙ぶら

りんだったり、ふらふらしているような、そういう受け答えになってしまうんです

ね。ちょっと、そこ辺をしゃきっとお答えください。 

○町長（東 靖弘君） 先ほどもお答えしたところなんですけれども、いろいろと前向

きに検討してまいりますということでお答えしたところであります。 

その中で、現場の収集については衛生自治会が担っておりましたので、そことも

そういう話はいたしますということです。今回、いろんな中でいろいろと御提言も

いただいております。その中で、我々も考えるべきところがあります。そしてまた、

自治体の長として衛生自治会の組織にちゃんと提言をしながら、こういうふうに変

えていきますとか、それで協力をお願いしますとかいうことはちゃんとやっていく

べきだろうと思っておりますので、いろいろと御意見も伺っておりますので、どう

いうふうに実現できていくのか、ここは前向きに検討してまいりたいと思います。 

○３番（稲留光晴君） 是非、私のこの要望をですねお聞き届けいただければと思いま

す。 

それでは、３番目に入ります。障害のある方への手当について。国の特別障害者

手当の基準を示していただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） 御質問の、国の特別障害者手当の基準ということでございます

が、まず、この手当の目的といたしましては、精神または身体に著しく重度の障害

を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度

の障害のため必要となる精神的・物質的な特別な負担の軽減の一助として手当を支

給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。 

基準と申しますか、支給要件の主な要件を申しますと、身体障害者手帳１級また

は２級程度の障害が２つ以上ある人、または重度の精神障害・知的障害と重複して

いる人ということになっております。なお、現在の手当の月額は２万７,３００円

でございます。 

○３番（稲留光晴君） 特別障害者手帳を今、示していただきましたが、本町にこうい

う方はいらっしゃいますか。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問は、担当課長の答弁とさせていただきます。 

○保健福祉課長（谷迫利弘君） 本町で特別障害者手当を受給している方の人数という

認識でよろしいでしょうか。今年１２月現在において、１５名の方が受給されてお

ります。 

以上です。 

○３番（稲留光晴君） １５名の方がいらっしゃるということですね。 
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あと、障害者手帳がない人、寝たきりの高齢者は特別障害者手当を受給できるの

かということでお尋ねをしたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） 特別障害者手当の支給要件を具体的に申しますと、１つ目が２

０歳以上の在宅であること、２つ目が身体障害者手帳１級または２級程度の障害が

２つ以上ある人、または重度の精神障害・知的障害と重複している人、３つ目が重

度の身体障害・精神障害・知的障害があり、長期にわたり絶対安静や介護が必要な

人、最後に、上記の者と同程度以上の状態にある人とされておりまして、障害者手

帳を所持していなくても、診断書により著しい重度の障害と認められる場合、対象

になることがあります。 

このほかにも、所得制限や特定の施設に入所していたり、医療機関に３か月以上

入院している場合などは、本手当ては支給されないことになっております。 

以上でございます。 

○３番（稲留光晴君） 了解いたしました。 

それでは、町独自の手当というのは、どういうふうになっているかお尋ねします。 

○町長（東 靖弘君） 町独自の手当はどうなっているかとの御質問でございます。２

つほど事業がございますので御説明いたします。 

まず、１つ目の事業ですが、在宅寝たきり老人等介護手当でございます。この手

当は、在宅の寝たきり老人及び重度障害者を介護している方に対して支給しており

ます。手当の額は、月額５,０００円となっております。 

次に、２つ目が、介護用品給付事業でございます。この事業は、要介護４または

５の介護認定を受けた在宅の高齢者等で、町民税非課税世帯に属する方を同居によ

り、現に介護している家族に対して、紙オムツなどの介護用品を給付するものでご

ざいます。給付は、月額１人当たり３,０００円までとしております。 

以上です。 

○３番（稲留光晴君） 了解いたしました。 

それでは、最後にですね４番目に入りますが、災害時の防災無線放送についてと

いう題目でございます。今年台風１４号は非常に強かったですね。その中で、私も

知り合いの奥さんから「役場からの情報がない」と、意見というより苦情を言われ

たんですけどね。この件について、どう考えていらっしゃるかどうかをお尋ねしま

す。 

○町長（東 靖弘君） 令和４年９月１７日から１８日にかけて鹿児島県に上陸した台

風１４号の影響により、暴風波浪高潮特別警報が発表され、本町も甚大な被害が懸

念されたことから、１６日夕方から、台風警戒や避難指示、避難所開設情報をはじ

め、台風通過後は停電情報などを随時、防災行政無線等を活用し住民の皆様に提供
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したところでございます。 

御質問の、個別受信機からの放送が聞こえなかった可能性としましては、当日の

気象条件などにより電波の受診状況が悪くなった可能性や、停電時に乾電池を内蔵

し個別受信機が作動するため、乾電池が切れていれば電源が入らないことから、放

送が受信できなかった可能性が考えられます。もし個別受信機に不具合がある場合

は、総務課で、随時、修繕や交換を行っておりますので、気軽にお問い合わせいた

だければと思います。 

また、非常時には、速やかな情報取得が重要になってまいりますので、引き続き、

住民の方へ、日頃から個別受信機の受診状況の確認・点検の必要性についての周知

を図ってまいりたいと考えます。 

以上です。 

○３番（稲留光晴君） 防災無線の放送についてと、そういう設問なんですが。停電も

２日ぐらい続きましたよね。台風の風が落ち着いて、あとも停電が続いたわけでご

ざいますけども、そのときも屋外スピーカーというのは停電になると電波が送れる

ようになっているんでしょうか。電波塔自体に蓄電池というか、そういうのがある

わけですか。 

○総務課長（上橋孝幸君） 外部無線のことについての御質問かと思いますが、外部ス

ピーカーについては、停電中も情報は伝達されるものと理解しております。 

以上です。 

○３番（稲留光晴君） 私は苦情をいただいたのはですね「情報は何も入ってこないん

ですよ」というふうな苦情で、停電になれば、結局、防災設備も電気がないわけで

すから使えないと。ましてや、自宅の屋内用受信機も停電になれば、本来はそうい

うときは電池に切り替えるはずがならないと。今、町長が言われましたけど。それ

で何もわからないというふうなことなんでしょうね。風が強いときは外なんか出れ

ない。私も総務課のほうに携帯で電話をして、かみさんと二人で避難をせんないか

んなという気持ちになって電話をしたら、体育館と保健センターはめいっぱいだと、

もういっぱいになっていますよと、そういう返答なんで、結局、風が強くなったか

ら何もできないという状況でしたので止めたんですが。台風通過後ですね、天候回

復して、停電が２日以上続いたわけですよね。ここで、やはり求められるのがです

ね、町内の状況等、公用車で巡回をする、情報を住民に知らせることができたんじ

ゃないかという、その奥さんは後々になったらそういうこともおっしゃいました。

私は防災無線のそういう情報だろうなと思ったら、後で公用車でそういう巡回もす

べきじゃないかというふうに、風が抜けて停電が起きている中でも、そういった巡

回はできないかと最後、いわれましたけども、その件について町長のお考えをお聞
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かせください。 

○町長（東 靖弘君） 無線が通じなかったということでありますので、その点につい

てはおわび申し上げたいと思います。やはり、今、早めの避難とかそういった情報

を出すように心掛けております。したがって、台風が襲来してくるという時点で、

コースを見ながら、早め早めに避難情報を出しているというのが現状でありますの

で、その時点は停電にはなっていないわけですから、テレビがあったりラジオがあ

ったりしたらそういう情報をキャッチしていただければ本当にありがたいなと思っ

ております。 

それと、台風通過後の情報について、公用車等でということでありますが、やら

ないというわけでもありませんけど、台風が通過したら、職員は全部一斉に出払っ

て、それぞれの集落に行って災害の実態調査をやって、そして災害があれば現場に

行って木を切ったりとかいろんなことをやっているのが実情であります。それで、

台風通過後、すぐさま動けるかというと、そこのところはなかなか厳しいものがあ

るように感じております。電気等がついてきているのであれば、通過した後ですか

ら災害がどうだったのかと、集落等を回ったりしておりますので職員も把握できる

と思いますが、台風通過後において、そういった今の状況を流すべきということで、

そういったことも九電、ＮＴＴと協議をしながら、そういった問い合わせがあった

ところにはこういったところに連絡を取ってくださいという情報提供をしていると

いう状況であります。 

以上です。 

○３番（稲留光晴君） 私に相談があった方はですね、公用車でも回って走れるだろう

というふうにおっしゃいましたので、町長にお尋ねをしたところでございます。今

後もそういった件に関しては、いま、町長がおっしゃったところまでというふうな

ことでございますか。最後にお願いします。 

○町長（東 靖弘君） 台風通過後の住民への情報提供ということでの御質問に対しま

しては、そういった情報提供ができる分についてはなるべく努めていきたいと思っ

ております。 

○３番（稲留光晴君） やはり、災害時というのは、皆さん、先ほど言われましたけど

も、乾電池も常時、完璧である、自動的に切り替わる、それで、また、みんながみ

んな、そういう災害の情報もぴしゃっと聞いているかというと、聞いていらっしゃ

らない方だっていらっしゃるわけですよね。ですから、そこ辺では個人の責任を持

って自己の管理というか、早く避難をしてもらうというのも当然、住民のほうにも

周知してもらうことも大事だし、こういった方々にも後で公用車で、できることな

らそういった状況というのも知らせていただきたいということでお願いをいたしま
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して、私の質問を終わります。 

○議長（神﨑文男君） ここで、暫時休憩いたします。次の再開を１４時 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時３５分 

再開 午後２時４５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

次に、８番、中山美幸君の質問を許可いたします。 

○８番（中山美幸君） 私は、１２月２日に提出いたしました質問要旨に従い、質問す

ることについて、現在、議長に許可をいただきました。 

本町のリサイクル事業に密接な関係のある２つの項目、それから、生徒の通学に

ついて、町長及び教育長の見解を求めていきたいと思います。また、一般質問は、

大崎町議会のルールに従い、提出した質問事項に異なった質問や関連のない質問や

唐突な質問は、議長より注意がなされることになっております。私は、今までの質

問において、このルールから逸脱した、議長からの注意を受けたことは一回もなく、

今回も大崎町議会のルールに従い、質問をいたします。 

本町では、長期にわたり、日本一だと呼ばれるリサイクル事業が行われ、住民も

協力しております。このことはすばらしいことだと思いますが、この事業すべてが

環境によいことなのか、互いに改めて考えてみる機会としたいと思います。 

そこで、町長にお伺いいたしますが、本町のリサイクル事業が、誰しもが認める、

環境に負荷を与えない活動なのかを問い、１回目の質問といたします。 

○町長（東 靖弘君） ただいまの御質問で、本町のリサイクル事業が環境に負荷を与

えていないのかとの御質問であります。 

具体的に書類をつくって、こういうふうにしてお答えは、今までの質問に対して

の１回目の質問でお答えできないかもしれませんけど。ただいま中山議員が説明さ

れましたように、本町はリサイクルをずっと取り組んできておりまして、大体２５

年目を迎えているという状況であります。 

リサイクルの取組のいきさつということについては、議員も十分御承知のことで

あります。その中で、現在、地球温暖化の防止、脱炭素に向けた取組、あるいはＳ

ＤＧｓ、ＥＳＧとか、いろんな企業の方々も環境政策に力を入れておられるところ

であります。 

本町のリサイクルがどれぐらい影響を与えているか、あるいはどれぐらい効果が

あるかということにつきましては、ＳＤＧｓ推進協議会においても専門家の方々に

その調査を依頼しながら、最終的に結論が出ているかどうかは把握しておりません
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けれども、現段階でお伺いしている段階では、脱炭素に向けた取組としては４割近

い効果が上がっているという報告を聞いたことがあります。 

また、リサイクルをやっている反対の方向で、マイナスのといいましょうか、そ

ういった面の負荷は与えていないかという御質問でありますので、ただ、プラスが

あればマイナスもある、そういった要因はどうしても出てくるわけであります。マ

イナスの面がどういう状況であるのかというところまでは、まだ全然つかんでおり

ませんので答弁とならないところでありますが、以上であります。 

○８番（中山美幸君） 今ですね、エコだといわれている商品、いろんな産業の中で言

われておりますが、大企業の中でもありました。環境によいといわれている商品が、

実はサービスの高価だとかそういったものを実証として確かめたところ、効果的な

エコ、環境保全に対する効果を追求する動きといいましょうか、そういったものが

現在、広がってきておりまして、世界ではそういった実体が伴わない商品。例えば

本町でいいますと、実体の伴わない環境事業がグリーンウオッシュと呼ばれる。登

壇されまして、町長のほうでお答えになりましたけども、本町のマイナスの部分が、

まだ明らかではないというような答弁だったと私はお伺いしております。そうなり

ますと、大崎町のリサイクル事業については、ある一部の部分でグリーンウオッシ

ュと呼ばれる可能性があるんじゃないかなというふうに私は考えているんですが。

町長は、グリーンウオッシュという、世界的に、もう２０年ぐらい前から言われて

いて、私も何回となくそれに近い質問をぶつけたこともあります。ごみの問題、リ

サイクルの問題について、そこで私は議論したこともございます。そういったとこ

ろを考えた上で、町長はマイナスの部分、世界的にグリーンウオッシュ、著名な大

学の教授なんかも、今、これを論文として上げておりますが、そういったことを考

えたときに、町長はどのような見解をもっていらっしゃるのか、まず、お伺いしま

す。 

○町長（東 靖弘君） 今回質問を受けて、通告がグリーンウオッシュをいうことであ

りました。通常、なかなかなじみのない言葉で、また、私は知らない言葉でありま

したので、それを調べて見ました。中山議員の御説明にありますように、うわべだ

け環境保護に熱心に見せること、グリーン、そしてホワイトウオッシュ、ごまかす、

うわべを取り繕うということを合わせた造語でグリーンウオッシュということで、

主に企業の広告や企業活動などに対して使われるということが書いてありまして、

有名な企業等がこの判例の中に出ておりましたので、グリーンウオッシュについて

はこういうことなのかということで理解といいましょうか、質問を受けて勉強をし

て、少しわかったところだというふうに理解していただければと思います。 

本町のリサイクルが、当然、マイナスの面も出てくるのではないかというお話を
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しながら、ただ、データとしてはわからないというふうに説明いたしました。我々

が取り組んできているリサイクルの中で、これはずっとやり続けていくと、その中

でどれぐらい温暖化に後見しているのかという、いわゆるプラスの面を調べていた

だいております。ただ、各家庭でリサイクルしていただいて、それを回収して、そ

して、それを出していると、いろいろ用途に応じてやっているというところであり

ますので、最終的な段階のことも把握しておりませんけど、もちろんマイナスも把

握していないわけであります。ただ、一般的に考えていくと、農業の面でも、生産

する面では一方では、やはり二酸化炭素を排出している分があったり、それはマイ

ナスの面であったり、あるいは林業にしても、酸素を吸入して二酸化炭素を排出す

るというプラスの面、マイナスの面とありますので、本町のリサイクルのデータで

はマイナスはつかんでおりませんけれども、生産活動をする中では絶えずプラス、

マイナスは出てくるのではないのかと思っております。 

○８番（中山美幸君） 町長は、今、生産活動についてお話をいただきました。プラス

とマイナスが出てくるのは当然ですよ。ところが、本町ではリサイクル率日本一と

いうことを広く住民と言いましょうか、国内で出されておりますよね。そうした中

で私が心配するのは、やはりそういったグリーンウオッシュという考え方が、いろ

んな著名な大学の教授等が論文として出している。それがもっと世界に広がった場

合に、大崎町のリサイクルは本当はどうなんだということが問われたときに、それ

に対応できるだけの能力、そして、これは本当に私たちは、今、皆さんが考えてい

るような環境問題について、世界的にいわれております環境問題について、すばら

しいことですよとはっきりとものが言えるかどうか。町長、そこなんですよ。そこ

を町長はどのような形で把握をしているのか。マイナス面についてはまだ把握をし

ていないということをおっしゃいました。 

例えば、今、廃プラスチックなんかは洗いますよね。洗って原料として出してお

りますが、出したものがどういった形でリサイクルされたりリユースされたり、そ

ういった形になっていくのか、製品になっていくのか。そういったところまで追求

することが本町の本当のリサイクル率日本一、リサイクル率なんです、これは。

我々の、今、間違われているのはリサイクル率ですよ。製造されたものにどれだけ

のものが回収されたかということ、そこの数式によって比率が出てくるわけですか

ら。そこを真剣に考えないと私はおかしいんじゃないかなというふうに思っている

んですが。本町でよくペットボトル、食物の入ったトレイ、そういったものを洗浄

して出すということ。もうそこで、町長、マイナスの面が考えられませんか。何が

マイナスかということを考えられませんか。 

○町長（東 靖弘君） ＳＤＧｓにおいては、社会、経済、環境ということが主になっ
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ておりますので、その調和を取りながら社会を発展させていくという、これがＳＤ

Ｇｓの基本理念であるだろうと私は思っております。 

ただいま、トレイ、ペットボトルを洗浄することについて何も考えられないかと

いう御質問でございますが、それを毎日、毎日繰り返してくと、水の問題は当然出

てくると思っています。そこから排水を伝わって河川に流れていくということも考

えられる。量がまとまってどれぐらいいくかで大分違ってくるんでしょうけども、

全家庭がそういうふうにやっていたときに、河川へ流れたものが流れていったとき

に河川汚濁とかにつながるのかどうか、あるいは、当然、量的なものがありますの

で。そうしていくと、例えばＳＤＧｓの中では水の豊かさ、海の豊かさ、陸の豊か

さ、環境と、そういったものが非常に問われている中で、そういったところまで影

響を及ぼしていくのかどうか。通常、持続的に１つの流れを推察したときに、洗う

行為によって、もちろん労力もですけれども、水道料金のこともそうなんですけど、

それがたくさんの状況だったときの排水を考えたときに河川へ流れていく、そうい

う１つのシステムといいましょうか、そういうふうになっていくのかなと思います。 

○８番（中山美幸君） 今、町長が答弁されましたようにですね、例えば水で洗うぐら

いだったら、まだいいんですよ。トレイなんかの場合は、油分がついていた場合に

は洗剤を使うんですよ。町長、洗剤の原材料は何だとお考えでしょうか。もう、御

存じだと思いますけど、確認の意味で。 

○町長（東 靖弘君） どういう油かわかりませんけれども、やはり原材料というのは

油が中心になるのではないかと思います。 

○８番（中山美幸君） そうなんですよ。洗剤という形に変えた油なんですね。それが

川に流れていく。下水道が完備されているところはよろしいかと思います。合併浄

化槽なんかにおいても多少は還元されるでしょうけども、そうでないところ、かな

りあるんじゃないですか、うちの町では。そういったことを考えることも１つの、

本当のリサイクルということの裏付けになってくるんじゃないでしょうか、町長。

そういったことやら、それから、原材料として収集されましたそれが、先ほども若

干触れましたが、マテリアルなのかケミカルなのか、サーマルなのか、そういった

リサイクルのやり方。大崎町で集めた、今、ペットボトルに突出して話をしてます

けども、それがどういう形で使われているのか。本当にそれが我々の衣類とかビニ

ールだとかそういったものに変わって出てきているのかどうか。それは本町の環境

当たりはしっかりとそこを把握しておいて、住民にそれを知らせる、そういった私

は政策も必要じゃないのかなというふうに理解しているんですよ。 

ペットボトル協会の出しているいろんな資料を見ますと、８４％がケミカルなん

ですよ。我々はリサイクルだと思って回収をして出していますけども、その８４％
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はケミカルです。そして、今までに中国が輸入していた部分、それがここ二、三年

の間に輸入・輸出ゼロになっているんですね、統計的に見ると。そういったところ

を考えたときには、本町だけではなくて日本全体でもかなりグリーンウオッシュを

いう見方が出てきているんじゃないかなと思いますが、町長、いかがですか。 

○町長（東 靖弘君） 事例を見てみましても、企業等が環境にいい製品という形で販

売をしている中で、実は違っていたということで、いろいろと裁判になったりとい

う事例がありますので、グリーンウオッシュの持つ意味というのは非常に大きなも

のがあると理解することができると思います。 

本町のリサイクルについては、分別していきましょうということでずっとやって

まいりましたので、いわゆるプラスの方向だけを考えてまいりました。今、議員さ

んがおっしゃいますように、そういった反対の面から見たときのマイナスの面につ

いて、深く考えたこともないし、それに対して対応してきているわけでもありませ

んので、やはり、今後、こういったことに対しての、あるいは研究者の方々に伺っ

てみることや、また自分たちもそういった専門的なものを開いて勉強してみること、

そういったことは非常に必要性があると思いますので、御指摘を受けたことにつき

ましては勉強していきたいと思います。 

○８番（中山美幸君） グリーンウオッシュの見分け方、町長もインターネット等で調

べられたということでお話をいただきました。 

１０ぐらいあったと思うんですよ。インターネットに出ているのも１０項目ぐら

いのグリーンウオッシュといわれる項目が出てきたと思うんですが。私はその中に

特出すべきものが２つか３つかあったんじゃないのかなというふうに理解しており

ます。 

まず、１つは、環境にやさしい製品を販売しているということですが、環境にや

さしいリサイクル活動をしているが、裏で悪いことをしている。もう１つ、第三者

機関もしくは賛同を得ているように見せかけて、自分たちだけでやっている。それ

と、先ほど町長がまだ検証していないということをおっしゃった、証拠がない。こ

れは大事ですよ。実証された証拠がないということです。本当にこれがリサイクル

日本一といわれるようなリサイクルなのか、そこの実証した数字、それもないとい

うことです。客観的に見られたり、環境省がそういった関係でほかの自治体として

もこういうふうにしたらいいですねというようなものをして表彰した、それを元に、

それが証拠だとおっしゃっているのかどうか。その証拠について、どのような考え

をお持ちなのかお示しをいただきたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） これまでリサイクルに取り組んでまいりました。そして、ＳＤ

Ｇｓの取組も、それにつなげてまいりました。 
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リサイクルについては、今の法律の中でも容器包装リサイクル法、プラの資源循

環促進法とかいろいろ法律が制定されておりますので、そういったことをもとにし

て我々もリサイクルに取り組んでまいりました。大崎町の取組が国内から高い評価

を受けている、全国の関心のある自治体等から見ても、共生協働でやっているリサ

イクルについては高い評価を受けている。これを全面的に出して、捨てればごみ、

分ければ資源という形で大崎町は取り組んでおりますということを我々はアピール

してきておりまして、その面では高い評価を受けてきていると思っております。そ

のことについては間違いないと思います。 

先ほども述べましたけれども、生産活動の中では必ず反対のほうから物事を捉え

て、その結果はどうだということは出てくるのは当然でありますので、そこについ

ては私は詳しい知識もない、調べたこともないということで、マイナスの面はわか

らないとお答えしたところであります。それが大崎町の取組がどれぐらい影響して

いるのか、そういったことをどうやって捉えていけばいいのかも、またひも解いて

みなければわからないところであります。 

先ほどケミカル、あるいはマテリアルという意見もございました。本町がリサイ

クルセンターを通して出荷しているものが、最終的にどういうふうにして利用され

て、リサイクルとしてよみがえってきているのか、あるいはそうでないのか。最後

の最後の段階はどうなっているのかと、１、２、３、４、５あるとすれば、４、５

の段階はどうなっているかというところまでについては私もそういったところまで

確かめているわけではありませんが、リサイクルとしては取り組んでいる、あるい

は再生できるものはしているだろうと思うし、最後の最後の段階まではなかなか確

認できていないという状況です。 

○８番（中山美幸君） 本当に、町長、日本一を目指す、日本一だということを主張し

ていくんであればですね、私はそこまでやって、本当の日本一を目指しましょうよ。

私はそれが日本一だといわれるゆえん、胸を張って私たちのところは日本一なんで

すよといえるような町にできること私は望んでいるんです。片方では住民に負担を

かけている、合意性のない、先ほど申しました第三者機関の云々ということを、最

低でも町民の賛同を得られていない部分、そういった部分も私は負の部分だという

ふうに理解していますので、先ほど同僚議員も分別の問題について、収集の問題に

ついても質問しました。また、明日もあるようですけれども、そういったところも

ですね提案があるんであれば、午前中、同僚議員が言いました、砂が漏れるような

ことではいけないんじゃないですか、ものすごくいい言葉ですよ。一人一人の住民

の意見を酌み上げていく、それがたった１つであっても聞いていく、それが住民自

治だと私は理解していますし、そこが本町のエコ活動、そういったものにも私はつ
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ながりがあって、もっと幅が広がってくるんじゃないのかなというふうに理解して

おりますが、町長、そういったところについてはどのような考えをお持ちですか。 

○町長（東 靖弘君） 負の面があってはならないということで、それは当然そうであ

ります。 

ＳＤＧｓが宣言されて、誰一人取り残さないということが出ました。それは発展

途上国の人たちを主に捉えたような形でよく表現されておりますけれども、やはり

１７の項目の中で１６９のターゲットの中でそれぞれができることは全部つながっ

ているわけですので、そういうつながりを大切にしながら、このＳＤＧｓ、社会、

経済、環境を伸ばしていくということが非常に大切なことであります。 

本町の取組について、ただいま御指摘いただいた、同意を得ていない部分といっ

た御意見もあったところでありますが、皆さんに賛同いただける、協力いただける、

そういう環境づくり、それこそ共生協働の地域なので、そういったところについて

は御指摘のとおりであります。そういったことを大崎町の取組を評価して協力して

いただけるような方向での進め方、そういったことは当然やるべきだと思っており

ます。そういうふうな理解を私はしております。 

○８番（中山美幸君） 今、ＳＤＧｓの問題について、町長が若干答弁されたんで、私

はあらっと思ったんですが。誰一人取り残さないというのは発展途上国をいってい

るんじゃないんですよ、町長。それは偏見といいましょうか、我々住んでいる日本

が発展途上国といわれる国よりも優れているということをいっているようなことな

んですよ。そういったところが、町長、今回の私の質問した趣旨、そういったとこ

ろにつながっているということを考えていただけるんだったら、私はそういった発

言はなかっただろうと思います。いかがですか。 

○町長（東 靖弘君） 言葉が足りませんでした。よく、そういうふうに捉えられがち

ですが、やはりＳＤＧｓの中では全部がつながっているからということで、そうい

う表現をしたところであります。それを差別という形でそういう考えを持っている

のでは、当然ありません。それぞれが地域の中でできることをやっていく、それが

ＳＤＧｓの理念でもあると思っております。まさしく、お互いに共生協働で世界の

未来を築いていくということが真の姿であるだろうと思っております。言葉が足り

なかったところは、本当に済みません、申し訳ありませんでした。 

先ほど、お互いに町民が賛同する中で日本一をお互いに目指していこうという、

大変貴重なありがたい御意見をいただきました。そういったことを胸に置きながら、

ちゃんと皆さんがリサイクルに対して取り組んでよかったと言っていただける、取

り組んでいくという姿勢を、多くの町民の皆さん方が培っていただけるような努力

は当然やるべきだと思います。 
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○８番（中山美幸君） グリーンウオッシュについては、もう１点ほど、町長にお伺い

します。ふるさと納税のことについて、町長は、リサイクル事業によって増加した

とよくいわれております。ところが、その反面、ふるさと納税の商品を出していら

っしゃる事業者の方々の努力、私はこれもかなりあると思うんですよ。リサイクル

があるから、そのリサイクルによって増額した部分、ふるさと納税が増額した部分

の数位的なところを示していただけますか。 

○町長（東 靖弘君） そういった数値をもっているわけではありませんが、ふるさと

納税をしていただく方々の中で１つ１つのアンケートを取っているわけであります

ので、その中でリサイクルのまち大崎町に寄附をするという項目もありますので、

それを活用させていただいているという状況であります。 

○８番（中山美幸君） だから、もうちょっとそこらあたりでそういった事業者の努力

といいましょうか、そういったところも評価していただかないと、リサイクルが日

本一だから、それによってふるさと納税をしましたという方々は私はその比率から

言うとそんなに多くはないんじゃないだろうか、そしてまた、その商品に対して魅

力を感じているから本町のふるさと納税が増額になってきているというようなこと

ではないのかなというふうに理解していますし、商品券を出されたことは私は非常

によかったと思います、商工会長としても非常に評価しておりますが、その中に、

「リサイクルありがとう」という文字が書いてありますよね。あの商品券、それか

ら某団体が出しました折り込み、町報の中に入っておりましたけれども、リサイク

ルをやったからふるさと納税が増えた、それからリサイクル奨学金が発生した、そ

んな文言が入っていましたね。それが、だから言っているんですよ、本当にそうな

んですかということです。あれは国・県の補助事業が入ったり、ほかの事業の助成

金が入ったりしたんじゃないんでしょうかね。私はそういうふうに理解しているん

ですが、ちょっとそこら辺に、余りにもそこを使いすぎた部分、町長、反省する部

分はございませんでしょうか。 

○町長（東 靖弘君） 事業者の方々が商品を提供することによって本町のふるさと納

税が上がっているということは事実であります。ただいま御指摘をいただきました

そういったことにつきまして、事業者の方々への感謝の言葉も足りていないという

思いも、反省するところでありますし、やはりそういった方々のおかげでこういっ

たリサイクルありがとうも発行することができたということで、そういったことは

また改めて、これからの会合の中で述べさせていただきたいと思います。御指摘い

ただいて、本当にありがとうございました。 

○８番（中山美幸君） 先ほども申しましたように、本当のリサイクル日本一、私はそ

れを望みますので、そういった方向で頑張っていきましょうよ。それが私は本当に
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住民に対して、日本国に対して、今やろうとしているインドネシアについても胸を

張っていけるんじゃないですか。そうでないと、ただ、ＪＩＣＡ事業を受け取って

やったと、ＪＩＣＡ事業を始めるときにも私はその企画書も誰が書いたんだという

ことも追求したはずです。そしたら、本町の方々は出せなかったじゃないですか。

それは私はそのときにも推測しましたよ、これは推測ですから非常に失礼かもしれ

ませんが、ＪＩＣＡ事業の方々が書いたやつに大崎町の印鑑をついて出したんじゃ

ないだろうかなというような推測もいたしました。そういったことがあってはなら

ないんですよ。そういったことが本当に本町の行政の怠慢を招く１つの要因もなっ

ているというふうに思いますので、しっかりと、町長、そこはもうちょっと考えな

がらやっていきましょう。私はそう思います。 

そして、続けていきますが、ＬＣＡ、格安航空券と間違いますけども、町長はそ

ういったことについて、関係がございますけども、どのような認識をお持ちですか。 

○町長（東 靖弘君） ＬＣＡについては、ライフサイクルアセスメントの頭文字を取

ったものであって、ある製品サービスの資源採取から原料生産、製品生産、流通、

消費、廃棄、リサイクルまでのライフサイクル全体、またはその特定段階における

環境負荷を定量的に評価する手法のことであると記載がありまして、そういうふう

に理解をしているところであります。 

○８番（中山美幸君） ネットから大分引き出されたんじゃないかなというふうに理解

しておりますけども。簡単に言うと、お店に買い物に行かれます、エコバッグを持

っていかれます、そして三角袋をいただきませんよね。そうした場合に、エコバッ

クを持っていかれた。エコバックがつくられております、それは材質によって出て

きたものだろうと思うんですが、三角袋をいただくこととエコバックを持っていく

こと、その中で環境に対する負荷、環境に対する効果というのはどの程度あると思

いますか。 

○町長（東 靖弘君） その割合については調べておりませんのでわからないところで

すが、昨年の４月か、エコバックへの切り替えがありましたので、大方、現在、エ

コバックを活用されていると思います。 

その割合につきましては、本当に済みません、調べておりません。 

○８番（中山美幸君） 有名な大学の教授の実験によりますと、１枚の三角袋とエコバ

ックを持っていった場合、エコバック、いろんな材質を使っていますけども、通常、

エコバックとして販売されているやつは５０回から１００回使わないと効果はない

と言われております。そういったことを考えると、本町の、先ほど言いましたリサ

イクル事業、本当にどうなのかなということを考えた上で、この２点の質問にいた

しました。やはり、そういったところも、町長、じっくりと考えながら、本当のリ
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サイクル日本一、くどいようですけども、住民にあまり負担をかけない、そして住

民の合意の上のリサイクル事業、一部の方々の宗教といいましょうか、そんなのに

偏らない、宗教みたいな環境問題にとりつかれたような取り組んでいくんじゃなく

て、住民の本当の同意、コンセンサスを得た活動、そういった活動を、町長、目指

してください。 

○町長（東 靖弘君） 御指摘ありがとうございます。住民の皆さん方が協力してでき

ることでありますので、お互いに理解し合って、こういって取り組むことによって、

さらに本町の評価は高まっていくというふうに考えます。我々も、今回の件で反省

することもありました。したがいまして、御指摘のあったことにつきましては、今

いちど噛みしめながら対応していきたいと思います。 

○８番（中山美幸君） そういうふうにしてすばらしいエコ活動、リサイクル活動に進

めていきたいと思います。 

続けて、教育長、また町長にもお伺いします。先日、私はある中学生の生徒から

電話をいただきました。「私は中学校の女生徒を代表して申し上げます」というこ

とと、保護者の方からもお話をいただきましたので、通学時のカバンについて重さ

を量ってみました。８キロから１０キロですね。１０キロ超という人もいます。そ

して、バックの中に入りきらなかったものを、もう１つの補助バックに入れて持っ

ていくというようなこともあるようです。本当にこれは歩いていったり、自転車通

学の生徒の人、これについては私はかなり負担だということと、事故がないようで

すけれども、報告がなされていないだけで、ハンドルを切り損なったりとか、前の

カゴに置いておいて、それによって側溝に前輪が落ちたとか、それからブロック塀

に当たったとか、そういった事件もあるようです、怪我をしてないだけで。そこを、

今後どのような形で軽減していっていただけるのか。軽減しないと、私はこれまず

いんじゃないかなと思うんですよ。あの小さな体、１年生に上がったばっかりの人

たちが１０キロのものを背負っていくんですよ。そして、入りきれないものは手に

提げていくんですよ、補助バックで。そして、重いからといって保護者の方が送っ

ていくということになりますと、５００メートルの範囲内には車は入らないでくだ

さいということをいわれているようですね。そうした場合には、どうなんですか、

私はそこは若干疑問を持っているんですが、いかがでしょうか。 

○教育長（穗園正幸君） 今、中学生の通学カバン等の重量軽量化を考えられないのか

という御質問でございます。 

登校時のカバンが重くて児童・生徒の健康面・安全面にも影響が及ぶことがある

ことは認識しております。昨年だったでしょうか、高校生も自転車の積み荷が非常

に重いのでバスにひかれて亡くなるという、県内でもそういう痛ましい事故等も発
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生している状況であります。 

町の教育委員会といたしましては、平成３０年９月６日に文部科学省からの事務

連絡、「児童・生徒の携行品に係る配慮について」を受けまして、児童・生徒が登

下校時に持ち運ぶ教科書あるいは教材、学用品の重さや量に配慮するように各小中

学校へ指導しているところでございます。 

また、令和４年１１月２４日に文部科学省からの事務連絡「１人１台端末により

撮影した教材の画像データを活用した学びについて」が出されておりまして、教科

書自体を持ち帰らずに、必要な箇所を撮影し、端末のみを持ち帰ることも、著作権

上、問題はないと示されているところでございます。このことにつきましても、各

学校へ連絡いたしまして、実施に向け、工夫するよう指導しているところでござい

ます。 

現在、大崎中学校では、美術、音楽、技術家庭、保健体育、道徳、書写の教科書

等につきましては、自宅へ持ち帰らせず学校で保管している状況でございます。ま

た、中学校へ保管用の棚を設置いたしまして、個人の学習道具や教材等を保管でき

るよう、今年から既に進めているところでございます。 

以上でございます。 

○８番（中山美幸君） ところがですね、教育長、私が量ったのは１２月に入ってから

ですよ。それでも１０キロ超えているんですよ。部活のある日なんかはもっと増え

ていますね、部活の道具も持っていかなければいけない。実際、教育長、今、通達

をしましたとおっしゃったんですが、その通達がどれほど効果が上がっていますか。

本町は中学校は大崎中学校しかございません、１校なんですよ。これは通達を受け

た校長がやっていないということですか。それとも、どういうことですか、担任に

よって違うということですか。いかがでしょうか。 

○教育長（穗園正幸君） 今、実際の重さの件で、私も、実際、子どもたちがというこ

とで学校に調査をかけたわけではございません。管理課の職員に中学生を持つ保護

者もおりましたので、１週間ほどその重さを量らせていただきました。 

もちろん、リュックサック型のカバンと補助バック等があるんですが、曜日によ

りまして、１年生の子どもさんと３年生の子どもさんがいるんですが、議員がおっ

しゃいましたとおり、軽いときでも８キロ、それから、重いときになりますと１３

キロというようなことで、現在のところは、先ほども申し上げました、中学校のほ

うでは５教科のいろんな教科書であるとかノートとか、いろんなワークブックとか

問題集、そういうものを入れますと大体１０キロ弱ぐらいはなるような感じで、曜

日とかいろんな時間割で若干違いますけれども、そういう部分の中では、今、議員

のおっしゃるような重さになっているところかなと思うところです。 
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日赤の整形外科の先生によりますと、体重の１５％以下が望ましいということが

出ておりますので、大体中学生の体重を見ますと４０台後半から６０キロぐらいま

でが体重かなと思います。そうしますと、５０キロだと７.５キロ、それから６０

キロになりますと９キロぐらいですので、議員のおっしゃるとおり、１０キロぐら

いだと非常に重くなるという状況であると思いますので、再度、そういう部分の中

で通知は出しておりまして、ほかの技能教科の４教科を置いているところが実態な

んですけれども、それでもやっぱり重いという状況がありますので、先ほど申し上

げたとおり、それ以下にするとなりますと、タブレットとかで写真を撮って、今日

持ち帰って、どこのところを宿題をするんだとか、学習するんだというところを写

真で取って、そうしますと、教科書、ノート、いろんな付随するものを持って返さ

なくてもいいですので、そこの部分を図っていければ、少し軽量化ということで１

０キロ以下には大分減らされていくのかなということで、そういうふうな工夫をし

ていくこと、また、中学校等にも指導しながら、学校で共通理解していただいて実

践できればと考えております。 

○８番（中山美幸君） 教育長は、私の質問に対して、１つ答えていただいておりませ

ん。学校の管理者、校長が悪いのか、通達はしているけれども、校長がやらないの

か、担任が悪いのかということも聞きました。それはどっちなんですか。私はそれ

を質問したんですよ。今、教育長がものすごく堅実的な、前向きな答弁をいただき

ました。だから、棚をつくってあるということですが、これは各教室に人数分つく

ってあるのか。だから、私は答弁者のところに町長の名前も記載しているんです。

学校の施設についての予算は町長が執行しなければいけませんので、だから町長の

名前でも、教育長、町長というふうにしているんですけども、町長、そういった施

設、棚の増設、そういったことについての予算措置、それは午前中、同僚議員も言

いましたように、ふるさと納税、そういったものを使いながら増設できるんじゃな

いですか。教室は若干狭くなるでしょうけども、そういった考えはございませんか。

まず、町長にその答えをいただいて、教育長には、さっき私が質問の中で答えをい

ただかなかった部分、そのことについてお答えをいただきます。 

○町長（東 靖弘君） 各教室に棚をつくることに対する予算ということでありますの

で、その必要性は理解したところでありますから、当然、そういったことに対して

の予算の執行はやるべきだと思いますので、措置することは可能です。 

○教育長（穗園正幸君） 先ほど、通知文等の管理職の件と教職員間の温度差の御質問

だと思います。 

通知を発出いたしまして、そのことを各先生方に連絡するのは管理職のほうでや

っているところなんですが、御案内のとおり、各学級の担任によりまして、どの辺
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まで徹底できているのか、あるいは、本当に５教科の部分だけなのかというチェッ

クを毎日しているかというと、その辺は毎日できていないのではなかろうかと思い

ますので、再度、教師間において、あるいは学級、あるいは学年、そういう部分の

中で温度差がないように指導をしていきたいと思いますし、また、これにつきまし

ては、個別の体格とか、その子の身長とか体重とか、そういう部分も関わるところ

がありますので、子に応じて、あるいは体格のいい子どもは少々重くてもいいんで

しょうが、ちょっと小さい子どもたちには重すぎるとかある意場合には、個別に指

導ができるような感じで中学校のほうに指導してまいりたいと思います。 

○８番（中山美幸君） 私が重さを量った中で、１０名ぐらい量ったんですが、私はよ

く子供たちの間ではマスターと呼ばれています、「マスター、学校で教科書に線を

引いたところがわからなくなるから持って帰るの」と言った子もいました、勉強す

るときにラインをマーカーで引く、教科書に引く、すばらしいなと思いました。そ

こを宅習するときに見たいので持って帰ったりしますよということ。今、教育長の

ほうで言われました、その部分を写真を撮ってタブレットで持って帰る、そうする

とその部分も解決できるじゃないですか。そういうやり方というのをですね今後も

やはり研究していただいて、そして、そういうふうにすることを進めながら、それ

はあとは個人の自由、子どもたちが、生徒のみんなが、私はこの教科について勉強

したいので全部持って帰ります、予習復習したいので持って帰ります、それはそれ

ですばらしいことじゃないですか。それはそういったことで事故が起こったんだっ

たら、その子の責任ですよ、その家庭の責任です。ところが、やはり全部、すべて

のその日の授業を持ち帰らせたりするということは非常に危険が伴いますし、後々

の責任をじゃどういうふうにするのということを問われたときはやっぱり行政のほ

うにも責任があります。町長は先ほど、そういった棚については予算化することは

やぶさかではないという、ものすごく堅実的といいますか、もう答えられましたよ、

やりますということなんです。だから、教育長、ここは学校側にも通達をしながら、

町長はこういうことを言っているよと、だから、ちゃんとしてそういった指導もす

べきじゃないですか、ぴしゃっとやっていただくことを要望しますけど、いかがで

すか。 

○教育長（穗園正幸君） おっしゃるとおり、予算面のことにつきましては、中学校の

ほうにそのような、今日の議会の様子等も伝えて徹底できるようにしたいと思いま

すし、今後、デジタル教科書も、先ほど教科書に線を引いてというのもありました

ので、タブレット等のＩＣＴの活用というのも非常にこれからの現代的な課題だと

思いますので、デジタル教科書等も含めて軽量化に図られるように中学校とも連携

しながらやっていきたいと思います。 
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以上でございます。 

○８番（中山美幸君） 本日の一般質問については、町長からもすばらしいお答えをい

ただきました。また、教育長からも絶対にやるというようなことをいただきました

ので、私の質問はこれで終わります。 

○議長（神﨑文男君） 以上で、本日の一般質問は終了いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 以上を持って、本日の日程の全部を終了いたしましたので、本

日はこれをもって散会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後３時３３分 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） これより、本日の会を開き、直ちに会議いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（神﨑文男君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、５番、宮本昭一君、及び

６番、中倉広文君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 一般質問 

○議長（神﨑文男君） 日程第２「一般質問」を行います。 

一般質問は、通告順により許可いたします。まず、７番、吉原信雄君の質問を許

可いたします。 

○７番（吉原信雄君） 皆さん、おはようございます。 

町民の健康の保持・増進については、これまでにも社会福祉協議会内の入浴施設

や野方の一部民間施設が利用され、たくさんの町民に親しまれてきました。 

一方、あすぱる大崎の入浴施設については、昨年４月、民間譲渡以来、全体的な

施設の改修が行われたことにより、一般開放については、私が直接お聞きしました

ところ、先月、時間を区切った部分営業がなされているようであります。これにつ

いて、後の質問に詳しく触れてまいりたいと思いますので、まず、現行の温泉施設

利用券の発行経緯について説明を求め、１回目の質問といたします。 

○町長（東 靖弘君） 現行の温泉保養施設利用券の発行経緯についてでございますが、

大崎町として温泉保養施設利用券の発行が始まったのは、昭和４４年でございます。

当時の対象者は国民健康保険の被保険者で、疾病や負傷で治癒したものの、なお健

康の回復を図るためで、湯治を主な目的としていたようでございます。 

幾度か見直しが行われまして、平成２２年４月から、現行制度となっております。

現在の対象者は、６５歳以上の町民及び身体障害者手帳の交付を受けている方、も

しくは保養を要することが必要と認められる医師の証明書等を提示する方となって

おり、町民の健康保持増進を主な目的としております。 

また、令和４年度からは、近隣市町での温泉施設の利用を可能としたところでご

ざいます。 

以上でございます。 

○７番（吉原信雄君） 関連でですね、銭湯の大崎の部分営業について、町として情報

把握はどうか。先ほど触れました銭湯の大崎の部分営業については、これまでに状
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況はいつまで続くのか、今後の見通しについて、何か情報提供を受けていれば説明

を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 昨年４月に、旧広域活性化センター、あすぱる大崎を、阿部商

事有限会社に民間譲渡し、新たにセントロランドとして営業が開始されております。

議会の皆様にも御理解いただき、本温泉ポンプの取り替えにつきましては、町予算

にて執行したところでございますが、経年劣化等により修繕及び改修が必要な設備

も多くあり、多額の投資を行っていただいております。 

さて、営業の見通しとの御質問でございますが、温泉以外の宿泊、レストラン、

物産館の営業につきましては、以前から行われておりましたが、温泉ポンプの取り

替えが終了した後、１１月中旬頃から温泉の試験操業を行い、その都度、発生した

不具合等を修繕しながら整備を進め、１１月下旬から、温泉も含めた営業が開始さ

れているとお聞きしております。 

町民の皆様の関心の高い施設でもございますので、広報等で周知を図ってまいり

たいと考えております。 

以上です。 

○７番（吉原信雄君） 次に、現在までの温泉利用券発行状況はどうなっているか。併

せて、予算面の推移について説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 現在までの利用券発行状況でございましたが、対象者が６５歳

以上になった平成２２年度からの経緯を見てみますと、平成２２年度の１,２１１

名の発行人数から、毎年１,２００名前後で推移しているところでございます。 

しかし、令和２年度は新型コロナウイルスの影響もあり、発行数９５８名、令和

３年度はあすぱる温泉の改修工事による影響で２９３名と減少している状況でござ

います。 

また、予算面の推移でございますが、平成２２年の３７２万２,８００円の執行

額から、毎年３５０万円前後で推移しておりましたが、発行数同様、新型コロナと

あすぱる温泉改修の影響で、令和２年度は２５５万７,４００円、令和３年度は３

７万９,６００円と、執行額のほうも減少している状況でございます。 

令和４年度につきましては、あすぱる温泉もオープンし、新たに利用できる温泉

施設も増えたことから、昨年度の実績を上回ることを見込んでおります。 

以上です。 

○７番（吉原信雄君） 関連でですね利用券発行と実際の利用者については若干の相違

があると思いますが、この辺りはいかがですか。 

○町長（東 靖弘君） 利用券の実際の利用者については、若干の差違があるのではな

いかとのことでございますが、例年、発行数に対しまして、約７０％の利用率とな
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っております。 

しかし、令和２年度は新型コロナウイルスの影響もありまして、利用率６７％へ

と減少し、令和３年度においてはあすぱる温泉の改修工事による影響で利用率は３

２％となっておりまして、特に低い状況でございます。 

○７番（吉原信雄君） 関連の２ですね、町民による温泉施設の利用実態については、

あすぱる大崎の改修期間の関係でかなり変動はないかと思います。そこで、町民の

町内外の施設利用実態の動向について、どのように把握されているか説明を求めま

す。 

○町長（東 靖弘君） 町民の町内外の施設利用の実態動向について、どのように把握

しているかとの御質問でございますが、協定を締結させていただいた温泉施設から、

毎月の請求書と併せて利用券を提出していただくことで実態を把握しているところ

でございます。 

４月から１０月の動向を見てみますと、先ほども申しましたが、今年度より近隣

の温泉施設とも協定を締結させていただいておりますが、町内が２０％、町外が８

０％の利用割合をなっております。この割合には、１１月２３日からオープンした

あすぱるは含まれておりません。 

○７番（吉原信雄君） １の３です。先ほど、町内外温泉施設等の利用状況についてお

尋ねしましたが、実際のところでいけば、町内施設利用促進していくために、行政

として知恵を絞っていく必要があるのではないかと思います。 

そこで、大崎町内における温泉施設利用促進の課題は何かという点について、町

長としてどのように認識しておられるかお示しをお願いします。 

○町長（東 靖弘君） 町内施設の利用促進についての考えを示せとのことでございま

す。この事業は健康増進を目的としているものでありまして、町民一人一人が好む

泉質も違うでしょうし、また、高齢の方であれば距離的な条件も大きく関係してく

ると思われます。多様化する住民の要望に応えるため、今年度より、より選択肢を

増やした形で新たに近隣の温泉施設とも協定を結ばせていただいたところです。 

実際、１１月２３日の年度途中からあすぱる温泉がオープンしたこともあり、現

時点では８割の方が町外の温泉施設等を利用している状況でありますが、今後は、

町内施設利用の割合も増えてくるものと考えているところでございます。 

○７番（吉原信雄君） 関連でですね、ただいま町内施設利用の観点から、町長として

の課題をお示ししていただきました。 

町民の町内温泉施設利用については、距離的な立地条件やそれぞれの好みや違い

などもあり、実際のところ、町外施設を利用される方も多いと言うことであります。 

そこで、町内での温泉施設利用促進について、町長としてどのようなお考えかお
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示しください。 

○町長（東 靖弘君） 町内での温泉利用促進についての考えを示せとのことでござい

ますが、町内にはあすぱる温泉と篠段温泉がございます。あすぱる温泉につきまし

ては、大崎町の第三セクターとして開業した経緯がございますが、現在は民間施設

となっております。よって、町といたしましては、あすぱる温泉について、広報紙

等を通じて広く町民の方に周知したり、また、民間施設としては、より多くの皆様

に利用していただけるよう、環境整備サービス向上に努めていただくことが大切に

なってくると考えております。 

○７番（吉原信雄君） １の４、私たち議員もですねいろんな機会を通じて、温泉施設

利用という面で町民の皆様方から要望をお聞きする機会があります。特にあすぱる

大崎は民間譲渡以来、全面的な改修期間があったところから、いつからオープンす

るのか、料金はどうなっているのかなどのお尋ねが数多くあります。 

そこで、現在、改修されたセントロランド大崎の本格的オープンについては、先

ほど説明を受けたところでありますが、併せて料金や営業時間等の面について、民

間施設でありますが、町として、現時点でどのように把握しておられるか、説明を

求めます。 

○町長（東 靖弘君） 利用料金及び営業時間等についての御質問でございます。施設

に確認いたしましたところ、温泉利用料金は、現在、割引価格として４５０円とな

っており、１２月３０日からは通常価格の５２０円となる旨、伺っております。 

営業時間につきましては、温泉が１３時から２１時３０分まで。レストランが１

１時３０分から１４時まで。物産館が１０時から１８時までとなっているというと

ころでございます。 

○７番（吉原信雄君） 関連でですね、現在、保養施設利用権については一律２００円

の補助ということで、対象者については町内に住所を有する６５歳以上の方、また

身体障害者手帳の交付を受けられている方で、保養を要することが適当と認められ

た方になっております。本町における本年１０月３１日現在の人口は１万２,３９

８人で、６５歳以上が５,０１８人となっております。６０歳以上になると、これ

より９００人以上増え、５,９９０人となっております。これから６５歳以上の高

齢者が増えていくわけですが、利用券の発行枚数について、現在、年間１回、一人

２０枚までとなっております。我が町における高齢者が飛躍的に増加していく中で、

温泉施設等の利用で日常の健康保持増進に、国民健康保険財政等の健全な運営に寄

与することと考えれば、金額及び１人当たりの発行枚数の引き上げは考えられない

か、町長としての認識をお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 温泉保養施設利用券の金額及び１人当たりの発行枚数の引き上
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げはないかとのことでございます。 

これにつきましては、昭和４４年の開始時から同じ金額と枚数で実施してきてい

るところでございますが、近隣の状況や町民の方々の声にも耳を傾けていきながら、

これにつきましては検討してまいりまして、必要があれば善処させていただきたい

と考えております。 

○７番（吉原信雄君） 関連でですね、先ほど障害者については年齢制限なしで発行対

象者となっているということに触れましたが、介護で訪れる方も考えられます。障

害者の介護については、年齢を問わないなど運用方法の改善についてはどのように

考えていらっしゃいますか。 

○町長（東 靖弘君） 障害者の介助者を発行対象にできないかとのことでございます

が、障害のある方を介助するための施設利用のケースといたしましては、例えば家

族風呂の利用が考えられます。このような場合は、利用促進の点から見ましても、

改善の余地はあると考えておりますので、こちらのほうも検討してまいりたいと思

います。 

○７番（吉原信雄君） これは提案という形で。町長も御承知のように、現在、セント

ロランド大崎については無償譲渡の際、１０年間の温泉施設を継続することを条件

に行った経緯がございます。我が町のみならず近隣市町を含めて、少子高齢化がま

すます進んでいくことを防災な初期投資させることを想定すると、１民間企業とは

いえ、営業形態を旧あすぱる大崎並みに維持しながら、住民サービスに努めてもら

えることは多くの町民が望んでいることであります。 

そのようなことから、利用券及び交付枚数の見直しについては積極的に進めてい

ただくよう要望申し上げ、この質問を終わります。 

続いて、２番目の質問でございます。国道２６９号線は、曽於市と鹿屋市をつな

ぐ幹線道路として親しまれて、今日に至っております。東九州自動車道の開通に伴

い、車両等の交通量としてはかなり減少しているのが今日の姿ではないかと思いま

す。一部の飛び地を含む野方地区各集落のうち、大部分については防犯用街路灯と

して１９９８年１２月２４日から整備されてきた経緯がございます。この整備区間

のうち、特に野方の商店街が集中する中村地区をはじめとする防犯用街路灯につい

ては、地区の顔として内外で通行者が街並み景観や防犯用対策用として一定の評価

をいただいているところであります。私の見たところでは野方支所を含む町中から

荒佐地区の辺りまで６４基の街路灯があります。うち、正確な数はわかりませんが、

老朽化などにより全く明かりのつかなくなったものも数基あります。電気料の負担

は大きいものがあります。 

そこで、野方地区防犯用街路灯の実情について、どのような認識を持っておられ
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るかお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 野方通り会の防犯用街路灯についての御質問でございます。 

この地域は、公共施設や商店等が集中している野方地区の中心地でありまして、

地元商店街の方々で維持管理していただいている街路灯は、商店街にお客様を呼び

込むだけでなく、暗い夜道を地域住民の人たちが安心して歩行できるよう、町を照

らし、地域の防犯にも寄与していると認識をしているところでございます。 

○７番（吉原信雄君） ２の２、私としても、この街路灯がソーラー式のＬＥＤ灯にな

れば、明るさと景観上もよくなって交通安全対策や地域活性化に大きく貢献するこ

とになると思います。本格的な議論を進める前に、本町役場周辺の県道沿いの街路

灯の設置の経緯及び維持管理、いわゆる電気料を含んだ今日の状況について説明を

求めます。 

○町長（東 靖弘君） 県道大崎輝北線の街路灯設置事業につきましては、地元商店街

の要望によりまして鹿児島県が実施主体として進めておりましたふれあいとゆとり

の道づくり事業の一環で、歩道整備と合わせ街路灯が整備され、平成１３年３月に

共用開始をされております。 

なお、維持管理につきましては、県との覚書により、大規模な修繕は県で、小規

模な修繕及び電気料金の支払いは町で行うようになっているという状況でございま

す。 

○７番（吉原信雄君） 関連でですね、御承知のように、野方地区は面積も広大で、一

定の住民の方や商業施設、ＪＡ支所など公的施設、学校などがあります。これまで

に賑わいのある魅力ある町として発展し、国道２６９号を通過する町外の人たちか

らも、この防犯を兼ねた街路灯は大きな評価を得ております。 

しかしながら、今日の少子高齢化で廃業する商業施設も多く、老朽化による施設

の修繕、更新、電気料の負担については大きな懸念を生じてきております。役場施

設として、本庁と支所の違いはありますが、野方地区の活性化という観点から、防

犯用街路灯は是非とも健全な形で未来に引き継いでいけたらと私は思っております。 

そこで、役場本庁周辺の県道百引輝北線整備の前例にはならない野方地区の国道

２６９号線の一部については、街路灯の整備をする考えはないか、町長の考えをお

示しください。 

○町長（東 靖弘君） 県道大崎輝北線の役場周辺の街路灯につきましては、道路管理

者である県が整備し、小規模な修繕と電気料金の支払いは町で行っております。 

また、県道以外に設置してある三文字商店街の街路灯は、地域の通り会で設置及

び維持管理されている状況であります。一方、国道２６９号沿いの街路灯整備の経

緯は定かではありませんが、維持管理につきましては、地元商店街の方々でされて
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いるというところでございます。 

このようなことから、野方地区の新たな街路灯の整備につきましては、まず、街

路灯整備の経緯等を調査した上で、野方商店街の皆様から、現状、課題を丁寧に聞

くとともに、将来に向けた意見交換会を、まず行ってまいりたいと考えております。 

○７番（吉原信雄君） また関連でですね。先ほど大崎地区の例による県道拡張工事を

機に街路灯の整備を県が行った後、町のほうで電気料を負担するということであり

ました。この事例を参考に、まず、町担当課等を交えた検討を進め、県の担当部局

と協議を進める考えはありませんか。 

○町長（東 靖弘君） 先ほど野方商店街の皆様から、現状、課題を丁寧に聞いて、そ

してその意見を基にして将来の在り方を考えていきたいという答弁をさせていただ

いたところでございます。 

そのためには、まず、やはり状況を把握した上で、庁内でそういった検討会を進

めていくということはやる必要があると思っております。 

中心市街地の活性化を推進する上では、商店街の安全・安心な生活環境を守ると

いうことは、ひいては子どもや高齢者の方々の安全・安心にもつながる重要な項目

だと捉えておりますので、有効な補助事業を模索するなど、関係機関や庁舎内での

情報共有を図っていきたいと考えます。 

○７番（吉原信雄君） ３番目の質問は、昨日、同僚議員が質問いたしましたが、私は

私なりの目線で質問をしたいと思います。 

マイナンバーカードの発行申請促進についてお伺いいたします。まず、最初に、

現行の取組状況についてお伺いします。この発行申請について、担当課においては、

連日、職員等を動員して進めてこられたことは私も承知しております。そこで、現

在までの取組の成果はどのようなものであったか説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 現行の取組状況と実績についての御質問であります。現在、マ

イナンバーカード専用窓口を設けて、申請、交付、マイナポイント付与まで行って

おります。 

実績としましては、１１月３０日現在で、申請件数が８,４１４件であり、交付

件数は６,３１３件で、交付率５０.７１％になります。 

鹿児島県の交付率は５５.９１％で、全国の交付率は５３.８８％となっておりま

す。 

○７番（吉原信雄君） 関連でですね、マイナンバーカード取得については、庁舎内の

来訪者への対応以外にも、管内の出張による取組がされてきたと聞いておりますが、

特に出張による取組の成果はどうであったか、また、今後も、このような形で要請

があればどの地点でも続ける考えの説明を求めます。 
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○町長（東 靖弘君） 庁舎内での取組と管内出張による取組の成果でありますが、庁

舎内ではマイナンバーカード専用窓口を設けて、職員を増員し、それでも足りずに、

月ごとに各課から会計年度任用職員を借りて申請、交付、マイナポイント付与の事

務を行っております。 

また、役場に出向かなくても申請ができる出張申請窓口を、健診会場、コロナワ

クチン接種会場、グランドゴルフ大会、ゲートボール会場、文化祭、各種会合等に

出向き、延べ３００件の申請をいただきました。１１月には、強化週間として、各

校区ごとに会場を設け出張申請を実施し、約６００件の申請を受けることができま

した。出張申請につきましては、今後も、要請があれば本年度中は継続して取り組

んでいく計画でございます。 

○７番（吉原信雄君） 関連でですね、マイナンバーカード申請はいつの時点まで続け

るのか。申請者のメリットなどの条件など何か期限が制定されているのかお聞きし

ます。 

○町長（東 靖弘君） マイナンバーカード取得の期限についての御質問でございます。

国は、国民一人一人にマイナンバーカードが行き渡ることを目標として、交付率１

００％を目指すといっております。現段階でマイナンバーカードの取得に期限が設

けられることは想定しておりませんので、申請事務は継続するものと考えておりま

す。 

また、国の実施しているマイナポイント事業によるマイナポイント付与対象とな

るマイナンバーカードの申請期限は、当初９月末の予定でありましたが、これが１

２月末まで延長されているところでございます。 

○７番（吉原信雄君） ３の２。マイナカードについては個人情報が、所得を含む各種

情報とリンクするなどの面から、申請にためらっている方も多いのではないかと懸

念しておりますが、このようなことを含めて、取組上の課題としてどのように認識

されているかお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 取組上の課題についての御質問でございます。これまでなかな

か普及が進まなかった要因としましては、個人情報等の漏えいについての心配やマ

イナンバー制度とその制度の進め方についての疑念、マイナンバーカード自体の必

要性とメリットがないなどの意見を聞いております。 

今後は、マイナンバーカードの利便性を高める取組を進めながら、制度について

の理解が深まるよう、今後とも丁寧な説明を続けていきたいと思っております。 

○７番（吉原信雄君） 関連でですね、マイナンバーカードについては健康保険証の役

割以外にも、国のほうではいろいろと利用形態について検討を進めていると聞いて

おりますが、地方自治体におけるメリットとして、どのようなことを考えられます
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か。 

○町長（東 靖弘君） マイナンバーカードの取得における地方自治体のメリットでご

ざいますが、御承知のとおり、既にマイナンバー制度は始まっておりまして、住民

の皆様には番号が付与されております。今後、マイナンバーカード普及することで

住民基本台帳システムや戸籍システムなどが連動することによる事務の軽減と様々

な行政サービスの効率化が進むものと考えております。 

以上でございます。 

○７番（吉原信雄君） ３の３です。現在、マイナンバーカードの普及の取組に職員一

丸となって取り組んでおられることを、私としましても高く評価しているところで

あります。今後の取組について、現時点でどのように考えておられるか説明を求め

ます。 

○町長（東 靖弘君） 先日の新聞報道によりますと、自治体のデジタル化を支援する

デジタル田園都市国家構想交付金の受給要件の中で、一部の配分枠にマイナンバー

カード申請率が５３.９％以上の自治体であれば申し込めることになりました。 

今回、交付率ではなく、申請率になることから、本町もその要件を満たすことに

なります。マイナンバーカードの普及状況で自治体の不利益が生じないよう、今後

も企業や施設、各種団体からの要望があれば、可能な限り出張申請を続け、マイナ

ンバーカードの普及に努めてまいりたいと思っております。 

○７番（吉原信雄君） 最後に、要望という形で。さて、ＳＤＧｓの精神は誰一人取り

残さない社会の在り方も目指しています。そこで、将来にわたって国民全体に共通

の仕組みとしてマイナンバーカードが義務づけられるのであれば、この取得にメリ

ットがあるうちに町民の皆様方に渡るように、万全の取組を進めていただくよう要

望申し上げ、私の全質問を終わります。 

○議長（神﨑文男君） ここで、暫時休憩します。１０時４４分から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３４分 

再開 午前１０時４４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 再開いたします。 

次に、１番、平田慎一君の質問を許可いたします。 

○１番（平田慎一君） 最終バッターとなりました。よろしくお願いいたします。 

まず、環境行政、資源ごみ問題について質問してまいります。１９９８年、埋立

処分場の残余年数が逼迫したことをきっかけに、大崎町では旧志布志町、有明町と

ともに埋立処分場の延命化を目的とし、分別とリサイクルを開始。２５年にわたる
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現在は、ごみの８３.１％を再資源化、１２年連続を含む１４回目の資源リサイク

ル率日本一を達成しました。それらの取組が認められ、２０１８年第２回ジャパン

ＳＤＧｓアワードを、自治体で唯一受賞しています。 

また、新たな取組として、第３次総合計画に掲げる２０３０年の循環型社会実現

を中心とした取組としてＳＤＧｓ推進協議会を設立し、地方創生推進を目的に活動

しております。 

本町リサイクルの取組は、住民、企業、行政の三者が協力して実施しているとな

っており、行政が仕組みをつくり、住民が自ら分別し、衛生自治会が管理監督し、

企業が収集リサイクルする役割と認識しております。時流でもある環境法やリサイ

クル、ＳＤＧｓへの本町の先駆的な取組と行政の戦略により、多額のふるさと納税

へという流れにつながり、本町の自主財源の大幅な増加とイメージアップに多大な

功績を残しているのは賞賛に値し、誇れるものでもあります。 

しかし、いい部分もあれば、問題もある、課題も出てくる。陰と陽ではないです

けども、我々議員への住民からの要望・要請で一番多いのは、やはりごみの分別に

対する要望ではないでしょうか。特に主婦層や子育て世代、町長が定住・移住、一

番に考えている年代だと常におっしゃっている年代層です。そのほか、同僚議員等

からも出ておりましたが、高齢者やごみ出し困難者等への対応・対策など、各課題

もございます。これを個々に質問してまいります。 

まず、資源ごみの回収実績と売却実績はどのように推移し、資源ごみ売却益の使

途はどうなっているのか。そして、処理費の収支決算も併せて、まず、お示しくだ

さい。 

○町長（東 靖弘君） 本町のリサイクルの現状としては、住民の皆様の理解と協力の

もと、直近の環境省が公表したリサイクル率は８３.１％との資源リサイクルとな

っておりまして、本年まで１４回のリサイクル率日本一を達成しております。 

また、住民１人当たりの経費につきましては、令和２年度の数値で１万１,５０

０円となっており、全国平均の３分の２の経費負担で財政的にも大きな効果が得ら

れているものと考えております。持続可能な資源循環型の廃棄処理システムとして、

全国的にも高く評価されているところでございます。 

一方では、少子高齢化によるごみ出し困難者、あるいは外国からの転入者の増加、

また、議員各位から要望があったプラごみの回収増のことなどへの対処、そういっ

たものが課題だと認識をしているところでございます。 

また、議員から質問がありました、リサイクルの売却益金、それに伴う収支決算

に関すること、そういったことにつきましては担当課長のほうで答弁をさせていた

だきたいと思います。 
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以上でございます。 

○住民環境課長（松元昭二君） 令和３年度の収支につきましての実績でございます。

令和３年度で処理費に係る部分で手数料が４,０３２万１,８８１円、委託料が８,

１１３万９,９３４円、売却益金でございますが８１７万８,１６５円。収支につき

ましては、合計で１億１,３２８万３,６５０円の支出増という形になっております。

ちなみに、令和２年度の収支の決算は１億１,７２８万７,５８６円となっておりま

す。 

回収実績につきまして、少し前のデータになりますが、資源ごみ、一般ごみ合わ

せまして、ごみの回収実績としましては４,２５３トンの回収実績となっておりま

す。令和２年度の回収実績が４,２５３トンということでございます。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） この資料はですね町長覚えていらっしゃるかどうかわかりませ

んが、３月議会ですかね、私が反対した案件で、資料が出ていないということでお

かしいんじゃないかということで。地域で資料を提出されたやつの資料をいただき

ました。最初１枚紙でしたが１０枚ほど出ました。これに載っております。本町の、

今説明がございました令和３年の決算のほうをされましたが、私がもらったこれに

載っているのは令和２年なんですが、令和２年でいうと総排出量が３,９００トン

ぐらいですよね。 

志布志市のほうも調べさせてもらいましたが、大体、志布志市が倍ぐらい、７,

６００トンぐらいのごみの排出量。歳入につきましては、今、課長が申しましたが、

令和３年が８００でしたが、私が調べた令和２年では５１１万、歳出が１億２,２

００万、端数は言いませんが、差し引きが１億７００万、志布志市が歳入が１,７

００万、端数は抜きますけども、差引額で３億２,９００万なんですが、これは一

般財源から入っているということですよね。増減がありますけども、大崎町のほう

がごみの総量が多いのかなと、この数字を見る限りですね。歳入が志布志市のほう

が２倍、大崎町より入っているのかなと。差引額が大体２倍ぐらい、志布志市と比

べるとですね。分別の量はほぼ一緒ですから。その辺のデータが出てくるというこ

とですね。 

収支計算を聞いたのは本町はリサイクルをされた後、売却益が幾らあるのか、こ

れは最初に聞いたんですが、その答えは出ておりませんが。売却益が幾らあるのか

聞きましたが、その財源がどこに使われているのかという部分なんですよね。分別

を行うことでどれだけの収益があって、今、これだけの収益があって、どのような

予算の使われ方をしているか。そして、そのことで、その予算を町民の福祉の向上

にどのように還元されているのか。まず、そこをお示しください。 
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○町長（東 靖弘君） 売却益の活用方法であります。議員も御存じだと思いますが、

まず、説明できるもので、１点はリサイクル未来創生奨学金の原資になっているも

のがございます。その他の詳細につきましては、担当課長のほうで答弁をさせても

らいます。 

○住民環境課長（松元昭二君） 今、町長の答弁のあったリサイクル未来創生奨学金の

ほかに、環境衛生協力金という形で各衛生自治会のほうに協力金という形で還元を

しているところでございます。残りは、環境行政全般のほうに充当をさせていただ

いている形になります。 

売却益の額は、８１７万８,１６５円です。令和２年度が５１１万９５０円とい

うことで、相場で大分単価が変わってきますので、令和３年度は３００万円ぐらい

増えたという実績でございます。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） ちょっといまいちわからなかったんですが。志布志市に聞いた

場合、資源ごみの売却益の使途はどうなっているのかと、志布志市のほうは本当に

詳しく御説明いただきました。一般会計の歳入で受け入れた清掃費に充当していま

すと。うち、７,０００万円については、単位衛生自治会の報償費として支出して

いるという。多分、本町も大体こういうニュアンスのことだと思うんですが。 

住民が分別をしてですね衛生自治会がチェックして収集したリサイクル品ですよ

ね、これの市場価格が実はですね、本町が売っていらっしゃるリサイクル品の価格、

ちょっと調べてみたんですよ、いただいた資料をもとにですね。そうしたら、大幅

な減額、ものすごい安値なんですよ、売っている金額が。ちょっとびっくりしたん

ですが。売買されている金額が安いということを御存じなのかどうか、まず、お聞

きしたいんですが。 

役所にいただいたこのデータをもとに単純計算でですね、総量と金額と割れば単

純に計算出ますから、それで出したんですが。すべての品目が載っているわけじゃ

ないので、載っている分の品目だけで単純に計算してですね、令和２年の資料をも

らったので単純に計算したら５６１万９,０３３円損をしている、単純計算でです

ね出たんですが。それ御存じですか、まず、町長お聞きします。 

○町長（東 靖弘君） その実態については知っていないところでありますが、市場価

格は変動があるというふうにはお聞きしたところでございます。ただいま、志布志

市と比較して積算していくと、単純計算で約５６０万円程度低いという御指摘であ

りました。そこのところについては気付いておりません。また、担当課長で、そう

いったところが説明できるのであれば説明いたさせます。 

○住民環境課長（松元昭二君） 志布志市と大崎町の売却する場所は、ほぼ同じ形で同
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じところに出したほうが効率がいいということで、そのような形で進めているとこ

ろでございます。 

議員のほうからございます、ほかにもっと高いところがあるというふうな御指摘

というふうに認識をしております。高いところに出すのが町としては一番いいのは

わかるんですが、過去の経緯の中で、一時的に高くて、そちらのほうに出した後、

今度は受け入れられなくなったということで、廃棄物の処理場、安定処理というこ

とがとても大事なってきます。受け入れ場所がなくなるのがなかなか難しくなった

りということもありますので、その辺を見ながら、安定処理ということをまず第一

に考えて、売却という形の事業を進めているところでございます。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） 多分そう言われるだろうなと思っておりました。 

単純にわかりやすくですね、民間と今の大崎町の単価をわかっているのでわかり

やすい分でいいますね。段ボールが民間が大体今１６円です。本町が売っている単

価が５円です。雑誌が３０円です、本町が４円です。新聞が１７円です、本町は７

円です。アルミ缶１８０円です、本町１１４.５円です。スチール缶３３円です、

本町８.５円です。ペットボトル６０円です、本町１７.２円です。３倍とか５倍と

か１０倍とかなんですよね。今、課長が言いました、廃棄物の安定処理ですよね、

これはよく言われるところです。これは直納組合のことを多分言われていると思う

んですよ、要は安定供給の直納組合。組合の組織があって安定的に出すという。要

は海外輸出に頼らないという部分ですよね。直納組合も確認しました。段ボール１

８円です。高いです、まだ。民間なんかより高いです、現状。これ直近で聞きまし

た。新聞１７円です。本町で売っているのは７円です。何でこうなるのかという話

なんですよ。これは多分、志布志市も問題になるとは思うんですけども、志布志市

も同じところに出していますからね。その部分で、だから多分確認されていないと

思うんですよね。こういった部分のところをですね。 

売却は、結局、１社の随意契約で行われていると思うんですよ。これはたまに同

僚議員とも随意契約は考えたほうがいいんじゃないかという、１社の独占はという、

よくいわれておりましたけども。会社名は大隅衛生企業ですよね、皆さん知ってい

ますから。そおリサイクルセンターの管理費、手数料はどの程度になるのか、また、

町長として競争入札を考えてはいないのか、まず、お聞きします。今の話を聞いて

です。 

○町長（東 靖弘君） リサイクルセンターに志布志市も大崎町も出荷しておりますの

で、そこのところは御理解いただいているところでございます。 

ただいま、いろんな古紙等の販売といったところで価格の差があるということに
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対しては、安定したところに出荷している。大隅衛生企業を通して安定したところ

に出荷しているという状況でありました。私もそれぐらいの理解しかかしておりま

せんでしたので、価格の開きというところについては気付いてもおりませんし、調

べてもいなかったところですが、価格の開きがあるというところについては十分精

査していかないといけないだろうと思います。市場価格によって金属類や古紙類と

か差がありますので、変動はあると思っておりますけれども、御指摘があったよう

な、差額が大きいということに対しては、また自分も勉強をしながら確認していき

たいと思っております。 

リサイクルについては、多分入札方式になっていて、そういったところが落札を

して売却をしているところでありますので、そこらが、単価のことも含めながらで

すけれども、どういう形態でそうなっているかということ等については、自分自身

もちゃんと調べて対応をしていきたいと考えます。１社随契がいいかというと、行

政の場合の１社随契はなかなか、よっぽど事業を継続していくとき、同じ場所を継

続してやるときはそういったことはあり得るかもしれませんが、ほとんど競争入札

ということが原点であります。入札については、環境に関することがあって、入札

にしているところまでは知っておりますけれども、あとのことについては確認もし

ておりませんので、もう一回勉強いたします。 

○１番（平田慎一君） 今、町長が言われましたけど、本当にですね見直すべきだと思

います。これは多分、今、初めて出た、調べればすぐわかるんですけれども、志布

志市も同じところに出していますから、志布志市も大崎町と単純計算して計算した

ら１,４００万ぐらいマイナス、安くで売っていると。本町と志布志市だけで２,０

００万ぐらいですよ。すべての品目じゃないので、わかった品目だけ、単純に私が

計算した分なので。これだったらですね施設とか人とか、また新しく雇って、町民

のために、福祉の向上のためにすることがたくさんできると思います。やはり、行

政のそういうチェックというのは必ず必要だと思います。 

もう１つ付け加えて、今のエビデンスとして言っておきますけども。日本容器包

装リサイクル協会が直近で発表しておりますが、２０２２年度上期、落札価格は前

年度上期に比べて８割上がっております、国内でですね。輸出はしていません、国

内ですから。脱酸素の流れで再生樹脂の需要が伸び、再生樹脂が石油由来の新品樹

脂の価格を上回るケースも出ているという、これは廃ペットボトルの価格です。２

年間で６倍、これは有償分なんです、年間ベースでですね。金額を言うと、１トン

当たり１１万７,３５８円、これは有償分です。１１万５,３７１円、これは逆有償

分です。これは専門用語なんです、調べればわかりますから。これは本年９月２１

日付の日本経済新聞に記載されています。これはテレビにも出ておりますので。こ
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れが直近の、多分。だから、相当上がっています。だから、今期はまたさらに上が

っております、６倍上がっているということですよ。 

町民が分別した資産ですよね、町長。それはやっぱりちゃんとしたところに行っ

て、ちゃんとした利益を取って、それを還元していく。それは当たり前のことであ

って、そういうチェック機構というのは必ず必要だと思います。これは志布志市長

と一緒にですね町長も考えていっていただきたい。南部厚生事務組合等を含めた部

分もございますのでですね。そこはお願いしておきたいと思います。 

本件についてですね再考してもらう競争入札という形にやっぱり持っていくこと

が必要なんじゃないかなと。それによって新たな企業を入れたり、育てていったり

することもですね、地域の経済浮揚にとってプラスになることがやっぱり多大にあ

ると思います。このような現状を見るとですね、前、同僚議員が一般質問でも言わ

れておりましたけど、リサイクルセンターがインドネシアで活動する基盤をつくる

ことの事業がありますよね、ＪＩＣＡが絡んでですね。それが本町にとって、一企

業への肩入れを公金を投入してまでやる必要があるのか、職員を派遣したりしてい

るわけですから。本当に疑問を感じざるを得なくなる、こういう現状を見るとです

ね。いわゆる不信感を抱くようになると思います。これについて、町長の見解をお

示しください。 

○町長（東 靖弘君） まず、財源の確保というところは非常に重要になってくると思

います。先ほどの売却益金の差、志布志市と大崎と合わせて２,０００万円ぐらい

の売却益金があるんじゃないかと、その上で競争入札に付すといったところを志布

志市と一緒に協議をすべきではないかということでありますので、そこは十分、御

指摘のとおりであります。 

そういった自主財源を稼ぐことができるんであれば、そういったところから費用

が出てきたりするわけでありますので、そういったことも含めながら検討いたしま

す。また、ＪＩＣＡによってインドネシアの指導をやっておりますが、どちらにし

ても大なり小なり税金でありますので、そういったことが有効に活用されていかな

いといけないわけでありますから、御指摘いただいたことも十分検討してまいりま

す。 

○１番（平田慎一君） それはまた、いろんな部分で再考していって調べていっていた

だきたいなというふうに思います。 

次にですね、分別しても資源ごみとしてリサイクルされず、処分費用がかかる品

目がまだ多数あると思います。町民が分別してもリサイクルできないものですね。

それに対する今後の対策、取組ですね、またどれぐらいの費用がかかっているのか。

その部分を含めまして御説明をお願いいたします。 
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○町長（東 靖弘君） リサイクルできないものということで、一般ごみとかいったと

ころの埋め立て処分に関わる問題かなと思っております。そこにつきましては担当

課長の答弁とさせていただきます。 

○住民環境課長（松元昭二君） 処分できないもの、埋立処分場に行っているごみとい

うことで、その中の割合という御質問でございます。 

こちらのほうで把握している最新のデータでいきますと資源ごみの割合、分けれ

ばビニール、プラスチックといったものも含めて、まだ資源化できるものの割合が

半分近い形の割合を占めているようでございます。以前はもうちょっと少なかった

んですが、新しい情報の中では半分近くがもうちょっと細かく、しっかりと分別が

できたら、間違いごみとか故意の部分もあるかもしれませんが、そういった割合が

あります。 

あと、単体で言いますとティッシュですね、もともと一般ごみに行く流れになっ

ているティッシュ、靴といったものがあって、あとオムツが多くなっております。

オムツにつきまして、単体で多いのはやっぱりオムツになりますので、オムツの部

分の再資源化できないかということを、今、ユニチャームさんと一緒に取り組んで

いる事業でございます。 

あと、ティッシュとか可燃性のものもありますので、固形燃料化等が進めばもう

ちょっと資源リサイクル率も高くなるのかなと考えております。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） 今日の南日本にもオムツの再生、ユニチャームのやつが載って

おりましたが。インターネット上にもですね大崎町の広報でオムツのリサイクルが

可能になれば９０％までリサイクル率が上がるんじゃないかなと、企画課長の答弁

が載っていました、確か。それぐらいいくのかなという部分では思っておりました

が。その中で、今、志布志市議会でも議会があって、同じようにごみの問題の質問

があって、ちょっと見させてもらったときにですね、下平市長のほうが、今後、さ

らに５Ｒですよね、リデュース、リユース、リサイクル、これにリユーズ、リペア

という部分も加えて進めていきたいというような答弁をされていたんですが、これ

に６Ｒとか７Ｒとかいろいろあるんですが、東町長はそういう形で、またさらにそ

ういう分別、例えばリサイクル、レンタルとかですね、リペアの場合は修理して使

う、リフォームとかそういう新たな展開をいうのは考えていらっしゃるのかという

ところ含めた部分をお聞かせください。どのような方向性が見えてきますか。 

○町長（東 靖弘君） リユース、リサイクル、リペアとかいろいろあったんですが、

資源化できないごみについては固形燃料化していくということが、志布志市長さん

の考え方でずっときていると思っております。 
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そのほかのことについて、埋立処分場のこと、あるいはリサイクルに関すること、

これは志布志市と連携をしてやっていきますので、そういった詳しいところと志布

志市長とお話したことはありませんけど、曽於南部厚生事務組合がありますので、

また管理者でもありますから、そういったお考えがあれば発言をされるということ

になるだろうと思います。 

○１番（平田慎一君） また、町独自で考えていくという形で認識をしました。 

余談ですが、志布志市議の方が言われたのは、やっぱり焼却施設をつくらないの

かというのを言われておりました。市長の発言では町長と一緒で、そういうことは

考えていないと、今の方向で、リサイクルの方向で私のいる部分では進めていくと

いうのを力強く言われておりました。これは一応伝えておきます。 

では、次に、ごみの不法投棄の状況認識及び対応対策に入っていきたいんですが。

本町のごみの不法投棄の多さ、これはよく御存じであると思います。特に多いです

ね。志布志市もこういう話が出ておりましたが。志布志市より、さらに多分、本町

が多いと思いますが。どのような対応対策を行っているのか、また、それにかかる

予算はどの程度かかっていくのか。これと同時に、ごみの不法焼却、結構焼いてい

ますよね。この前、消防の一般質問をしましたが、聞きに行ったときに、結構そう

いう通報があるというのをお聞きしておりますが、不法焼却やごみの越境、聞いた

ことがあると思います、持ち出しですよね。本町から外に持ち出している。志布志

市も多分だと思いますが。隣の町に行けば燃やせるわけですから、ほかの市町村で

ですね。その辺の持ち出し等の現況や把握、対応は本町はどのようになっているの

かをお聞きいたします。 

○町長（東 靖弘君） 不法投棄に関しましては、従来より不法投棄禁止の看板、ある

いは横断幕、監視カメラによる抑制のほか、防災無線や広報等による住民への啓発

を行っている状況であります。 

また、本年度から実施している町内のクリーンパトロール業務を、大崎町衛生自

治会の補助事業として１９０万８００円を対策費用として支出し、対策を実施して

いるところでございます。 

クリーンパトロール業務においては、町内各地を不法投棄監視パトロール中とい

うステッカーを貼りながらでありますが、走ることによって不法投棄の抑制と不法

投棄がされやすい箇所の特定や傾向等を分析しております。 

また、志布志警察署や大隅地域振興局や近隣自治体等関係機関と連携し、投棄者

が特定できる場合には通知等を出し、厳重注意を行っているという状況であります。

特に、今聞いているのも、県道、町道、農道ありますけれども、非常に竹藪になっ

ているところに不法投棄があったり、あるいは鉄道線路沿いの流し側のほうに不法
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投棄があったり、ある程度、場所が特定できるところについては、定期的にパトロ

ールして回収しているという状況であります。 

焼却炉のあるところに持っていくことの御質問でありましたけれども、勤務がそ

ちらのほうであったりしたら、やっぱりそういったこともあるのかもしれませんが、

実際、どれぐらいの量で焼却炉があるところに持っていかれるか、そういったとこ

ろは把握はできておりませんので。ただ、通常の通勤のところに不法投棄があった

りしている実態とか、そういったときにはそれぞれの自治体が解消するという役割

を担っているところであります。 

○１番（平田慎一君） 今、説明のなかった不法焼却ですよね。不法焼却は結構問題に

なっていて、隣近所で燃やされて洗濯物ににおいが付くとかですね、火事になる可

能性があるとか、その辺の把握、対応はどうなっていますか。 

○町長（東 靖弘君） 冬場にごみを燃やして、宅地内の片隅で燃やして竹藪に移った

り、山林火災になったり、ぼやが発生したりとかいう実態は実際にあるわけであり

ます。 

通常の草木を燃やすときの煙と、あるいはプラを燃やす煙、においというのは全

然違いますので、議員の御指摘のとおりであります。家庭におけるプラごみを燃や

すということについては、燃やさないでくださいということを私自身もプラごみに

ついては資源化してくださいということで、燃やさないでくださいねということを

会合等の機会の中ではお願いをしております。燃やすといけないと理解されている

かどうかというところはまだまだ捉えておりませんけれども、それらについてはあ

ることは実態がありますので、そういったところについてはこちらのほうからも再

三呼びかけをしていく、声かけをしていく、そして協力していただくということを

続けることが一番最善かなと思います。 

○１番（平田慎一君） 特にですね住宅街とかになると、やっぱり隣近所で燃やされる

と隣近所に怒鳴って言うわけにはいかないので、行政にどうしても頼んでしまうと

いう部分があるんでですね、やっぱりその辺は丁寧に対応していただきたいなと、

そこは申しておきます。 

その解決策については、また後ほど私もお話をさせていただきますが。次の、町

民のごみ分別の負担軽減への対策、取組方向性をお示しいただきたいんですが。回

収場所を増やしてほしい、前日に資源ごみを出せるようにしてほしい、リサイクル

のごみ袋を安くしてほしい、生ごみを毎日捨てられるようにしてほしい、これは本

当にですね日々寄せられる町民の要望の一部です。議会だよりの返信はがきにも多

数寄せられています内容でありますが、同じ事務組合の志布志市はですね前日から

も出せると、ごみを。２４時間いつでもいいと。常時監督者がいない、こういうと
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ころが多い、あるところもありますよ、ないところが多いと、私が調べたところで。

本町の場合、当日、私の集落と当てはめると、多分こういうのが多いと思うんです

けど、当日の７時から８時までに出さなければならない。その間に間に合わなかっ

たら、翌月ですよね、資源ごみは、ピンクのごみは。生ごみは２日後ですよ。夏場

は１回出さなかったら４日後ですよ。本当大変だと思います。特にうちの場合、４

４８号線で交通量が多いです、ものすごいスピードで走ります。駐車場はありませ

ん。高齢者も止められません。本当に１時間の間に行かないといけないといわれる

とですね、やっぱりチェックされているから、真面目な人は１時間の間に行かない

といけないからとても大変な状況になると、本当に切羽詰まったような状況なんで

すよね。そういう現状がある。ほかのところも多分だと思うんですが。そんな中で、

１５７の衛生自治会によって基準や回数、回収等が違うんですね。これはなぜか、

今週、資料を始めていただいた、前、議会でいただいたときのはそういう情報が一

切載っていなかったんですが、今週そういうのがあるのかと聞いたら、資料が出て

きまして、昨日の一般質問でも、少し同僚議員が触れましたけど、１５７の衛生自

治会のうち、１０の自治会、１２箇所だけ資源ごみの回収が月２回出せるんですよ

ね。これは知らなかったんですけど。多分町民も知らないです。ほかの自治会や住

民はそのことを知っているのか、まず、お聞きします。 

○町長（東 靖弘君） 実際、私もこのことについては知りませんでした。それで、確

認いたしましたら、リサイクルを始めたときに、先ほど７時から８時までとありま

したけれども、住民の立ち会いができるところについては２回の回収をしましょう

ということは決まっていたんだそうです。それで、その当時に１０の自治体は立ち

会いがちゃんとできるので、それでということで１０の自治体はやることになった

ということと理解をしております。我々の集落も、ずっと資源ごみ月１回でありま

すので、そう思っておりましたけれども、私の勉強不足でもあるし、本当に認識不

足であるところであります。 

私が住んでいる岡別府でありますけれども、集落の中では６時半から７時半まで

やっております。時間帯を夏場の時間とか冬場の時間をちゃんと決めて、夏場は６

時半から７時半まで、冬はちょっと時間をずらしてとか、そういった形でやってい

たり、併せてごみステーション周辺の清掃まで一緒になるということでやってきて

おります。ある程度、ごみを出すときのルール、時間はやっぱり必要だろうと思い

ます。 

御指摘がありましたように、勤務されている方々は時間がないので、自分のもの

を持ってこられたら勤務の方々についてはそれから勤務に向かうという形で、そう

いう配慮が自分の集落ではできていると思いますので、集落の中において立ち会い
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をされるところにおいてはそういうところもお互いの理解かなと思っております。 

志布志市のごみステーションのことは新聞にも出ました。トラックで運んでいる

という状況もありますので、いろんなものが持ち込まれてくるので、その後の分別

が大変なことで、そこにも相当経費がかかっているということでありましたので、

出し方の何が最善がということは、再度、やはり構築することが必要であると思い

ます。住民の皆さん方から見れば良い面がある、一方のほうでは、それをまた再度

分別をしていなければならないという面もあって、そこの負担の面もあるというこ

ともお聞きしておりますので、そういったプラスマイナスといったところも理解し

ながら対応する必要があると思います。 

回収システムを増やすべきだという意見は昨日の一般質問でもありましたし、そ

れから前から議員の皆さん方からプラの回収を増やすこと、あるいはオムツの回収

を増やすこととかいろいろありまして、オムツ等についてはボックスを準備しなが

らそういったことができていると思っております。回収につきまして、議員の皆さ

ん方の意見を聞きながら衛生自治会に指導していくというところが足りていなかっ

たということは反省をしております。それで、そういった組織の見直し、町民の皆

様へ、何が行政サービスとして一番ベターなのかというところについては、ちゃん

とこういった機会を得ましてこういうことだということで、再度、業務を担ってい

る衛生自治会と協議をしながら、プラごみの回収とか、人口密集地帯は当然量が増

えてくるわけですので、そういったところについてはちゃんと協議をしていかなけ

ればならないし、進めていかなければならないだろうと捉えております。まだ、御

質問の中の十分な答弁でないかもしれませんが、そういったふうに対処していきた

いと思います。 

○１番（平田慎一君） 自治会や住民へのその情報提供というのはされているのか。１

０の自治会、１２箇所の２回の回収というのはいつからされているのか、課長がわ

かるのかな、町長は御存じないと思うのでちょっと教えてください。 

○住民環境課長（松元昭二君） 先ほど町長のほうからありましたところで修正を少し

だけさせていただきたいと思います。 

分別が始まった当初、すべての自治会が立ち会いをしていただく形で、みんなで

確認しながら進めていった形でございます。なので、２回回収している、これはプ

ラスチックごみだけでございます。すべての資源ごみではなくて、プラスチックご

みだけが２回回収という形になっております。 

先ほど話をしました２回回収をしているところ、最初、希望を取りまして、すべ

ての自治会、立ち会いがあったので、２回回収するとなると、また立ち会いの回数

も増えるということもあって、１０箇所のところがそれでもいいということで、プ
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ラが多いからということで、２回回収をしているというふうに聞いております。 

私が担当になる以前から、大分そういう形で増えてはない形でございます。情報

提供をということでありました。こちらについては、特段、こちらのほうから情報

提供という形ではしていないんですけれども、あとは集落単位の衛生自治会からの

要望等に基づいて検討をしていくという形で進めているところでございます。 

○１番（平田慎一君） 今の御説明では、私が資料をもらったやつでは、プラスチック

だけという御発言でしたが、プラスチックとその他の紙と書いていますが、これは

紙は違うということですか。 

○住民環境課長（松元昭二君） 済みません。部分的にはその他の紙も入っている箇所

があるかもしれません。済みません。一番多いのがプラスチックごみであるもので

すから、プラスチックごみ、その他の紙がある地域も一部あったかもしれません。

済みません。ちょっと説明が間違っておりましたので修正させていただきます。 

○１番（平田慎一君） 私が言いたいのは、今の説明で、要は当初からということは、

分別が始まった２５年前から、１０箇所のやつは２回回収しているということなん

ですよね。 

この情報提供、多分、自治会とか住民とかに説明されていないと思うんですが、

ほとんどの方は知らないんですが。私も調べました。この情報提供に対してもです

ね別な農業系のやつで町長に一回指摘しましたよね、情報提供に対してはやっぱり

大事だと、公平性ですね。著しく、今回のやつもですね公平性を欠く問題であり、

やっぱり情報格差が起こっている状況だと思います。この案件はですね公民館長の

方数人にお聞きをしました。これは実際、衛生自治会の理事の方にもお聞きしまし

た、これを知っているのかどうかというのをですね。２回出せるというのを話を聞

いたらですね、「説明を受けたこともない、初めて知った。それが事実なら許せな

い。我々が真面目に月１回の約束を守り、徹底してきたことは何だったのか」憤慨

されておりました。私もそう思います。一部はよくて、ほかは駄目、駄目というか

知らされていない。真面目なやつが馬鹿を見る。それではですね、こんなことでは

このリサイクルシステム自体が瓦解するおそれがあると思いますが、町長の御見解、

御認識を再度お聞きいたします。 

○町長（東 靖弘君） 町民の皆さんが、私と同様に２回実施されていることを知らな

かったと。情報提供はない、そしてまた真面目に月１回やってきたという御指摘で

ございます。 

時代も大きく変わってきているので、そしてまた、ごみの量も格段に増えてきて

いるというふうに考えておりますが、やはり、こういったことについては、総会等

もあるわけですので、その中で情報提供をしていこうと、こういうルールですけれ
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ども、どうですかということを、毎年の総会で情報提供をやる必要はあるのかなと、

今の質問を受けながら思ったところでありますので、情報が住民の皆さんに伝わる

ように私のほうで指導をしていきたいと思います。 

○１番（平田慎一君） そのように情報提供というのはやっていっていただきたい。逆

にですね２回回収できるところがあるとなると、衛生自治会に、２回回収している

ところに入りたいという住民の方もいらっしゃるかもしれないです。逆にそれを利

用して、自治会に入る促進の材料にすることも可能ですよ、これは。私が驚いたの

は、衛生自治会の理事の方も知らなかったというのはちょっと驚いたんですが。ど

こかに何か２回回収できる場所があるというのは聞いたんだけど、実際、どこが、

何箇所あるのかはしらなかったという回答でした、自治会の理事の方はですね。集

落の公民館長さん方はほとんど知らなかったです。それはお伝えしておきますが。

その改善はしていただきたい。 

志布志市は月２回です、先ほど町長が言ったように、アピアの駐車場でシルバー

人材センターに委託して資源ごみを回収しております。これの予算総額は令和２年

で８０３万９,９９４円かかっているということです。でも、この金額というのは、

アピアの収集だけではなくて回収困難者、なんとか事業ってありますよね、あれに

も使われている、総額ということなので。すべてがこれということじゃないらしい

んですけども。 

本町も資源ごみの常設ごみステーションをつくるということで、前、一般質問の

同僚議員の発言のときに町長の答弁がありましたが、昨日、内容が、町長から環境

学習施設をつくりたいみたいな答弁に変わったように、ちょっとその辺のですね、

ごみ分別の負担軽減策としてどのような対策を考えているのか、高齢者やごみ出し

困難者の対応も含めた部分の御説明をお願いいたします。 

○町長（東 靖弘君） 私が考えている環境教育は、現在、拠点施設を整備するという

ことで予算提案をしたいきさつがありますけれども、マル大崎を拠点施設としたい

と提案もしているところであります。そこで多文化共生とか、外国人の方々もたく

さんいらっしゃるし、それぞれの職場においてごみ出しの処理の仕方とか、あるい

は困難な出来事等に対する対応の仕方とかもありますので、１つの拠点施設でそう

いう指導をしていきたい。そしてまた、転入された方々が、役場のほうで指導はい

たしますけれども、ごみ出しのルール、なかなか分別が難しかったり、そういった

ところでおいでいただいて、環境上の、こういったことになっているとかそういっ

たことに対してのお伝えをしながら、そして分別も一緒に学んでいく、そういう拠

点施設を整備していきたいという思いがあります。そこの中で、当初の思いはやは

り、プラ、缶、瓶とかいろいろありますので、こういうふうに分別していきましょ
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うと、そしてまた、子どもたちも来ていただいて資源の大切さとか環境への影響と

かそういったところも教育という形でできるんじゃないかと考えてやってまいりま

した。 

それと、御指摘のありましたプラスチック類の月２回の回収については、非常に

議員さん方からの意見も、住民の声を聞いて届けていただいておりますので、そう

いったところについては十分改善をしていく必要があると考えて、昨日もそういう

答弁をさせていただいたところでございますので、月２回あるところと１回しかな

いところがありますが、月２回不用なところもあったりするわけでしょうから、ど

うしても人口集積地帯については必要性が高いので、そういったところについては

やはり考えていくべきことだと私自身も思いますので、十分そこらは町として衛生

自治会にはそういうことを伝えていきたいと考えております。 

○１番（平田慎一君） 記事録に残りますから、名誉のためですけど、２回回収につき

ましては、本当に町長の集落とですね副町長の集落は２回回収はされておりません。

これだけは言っておきますね。 

今、衛生自治会の話が若干出ておりましたが、衛生自治会と行政との役割の明確

化が必要ではないかというふうに思っております。毎回この話を聞くたびにですね

思うんですが。予算も権限もですね衛生自治会に運営を任せ、行政はサポートに徹

するのが方向性としてはあるべき姿ではないかと私は思っておりますが、ちょっと

いろいろ問題があった部分のあれもあるんですが、それは除外して今言っているん

ですが。現状はですね何かあるとすぐ、衛生自治会が、衛生自治会がというふうに

答弁、委員会とかでもよく言われるんですが。でも、前面に出ているのは、常に行

政であります。無論、行政のトップである町長が前面に出るのは当たり前であって、

その点に議論の余地はないと思います。衛生自治会と行政との立ち位置の関係とい

いましょうか、権限と責任の明確化ですよね。これが必要でないかと思いますが、

町長のお考え、今後の衛生自治会と町の方向性、この部分も含めてお考えをお示し

ください。 

○町長（東 靖弘君） 先般も同僚議員から衛生自治会の法人化に向けて進めるべきじ

ゃないかと、権限やその役割を明確化すべきじゃないかということの御指導をいた

だいておりまして、それに基づきながら衛生自治会の法人化に向けて、現在作業を

進めているところであります。法人化になったときに法人として正式に認められて

いっていろんな仕事ができますので、これは本当に必要だと思っております。 

そしてまた、これまで衛生自治会という組織は、ごみの分別、リサイクルという

ところは一生懸命やっていただいて、町内の皆さん方から御協力いただいていい結

果を残しているところでありますけれども、じゃあ事務局がそこにあったかという
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と、そういったことはなかなかなくて、最初の段階は衛生自治会も事務局をちゃん

ともって会計の方もおられてやっておられたということですが、あとからはそこの

ところが消えてきて、職員が管理をしているとしているという状況になって御指摘

を受けたとおりでございますので、預金通帳に関することとか金銭の出し入れに関

すること、あるいは入札とかいろいろ指摘もありますけど、そういったところにつ

いては切り離して法人化された衛生自治会ですべてやる。そして、説明会等もごみ

のリサイクル等についても現場を担っておられるので、外部からいろんな研修が来

られますけれども、そういったところも衛生自治会で受けて説明したり、あるいは

必要があれば職員を要請していただいて、そしてＳＤＧｓ推進協議会がありますの

で、ここは連携してやるべきですが、先ほど言いましたけど、マル大崎をそういう

拠点にしながら、本当に分けていかないと、職員も今までずっとそれを担ってきた

わけですので、そのことについて何とかしないということ自体があったわけでもな

いと思っておりますから、やはり、指摘を受けて法人化に向けて、すべて明確にし

ていく、それをオープンにできるようにしていきたいと考えております。 

○１番（平田慎一君） 是非ですね責任の明確化と権限の委譲も含めて考えていってい

ただきたい。チェック機能は必ず付けて、そこは持っていっていただきたいなとい

うふうに思います。 

近隣と比べるとですね水道料も高いんですよね、曽於郡内で一番高い。東串良が

一番安いんです。これはレクチャーを受けて、何でかというのはわかっております

ので、あえて言いませんが。上下水道も高いわけです。これは合併浄化槽でない部

分が大きいんですけど、現況として高いんわけですね。それに日々費やされる時間

ですよね。上勝町にはやっぱり常設のごみステーション、先ほど、学べる場を町長

もつくっていきたいというふうに言っておりましたけども、そういう協議も諮った

常設ステーションの設置も進めていただくことと、あと併設して、ＳＤＧｓ協議会

でも行っています食材の量り売りはですね、スーパーとかが本町は余りありません

ので、地域の食材のマルシェとか買い物弱者が対策の移動スーパーの拠点なども併

せて、そういう地域課題、そういう部分もですね併せて併設できるような部分も考

えていけばいいんじゃないかなと。ただごみだけみたいな感じの部分ではなくて、

常設ステーションは必ず必要だと思うんですけども。 

そして、また、最初に言いましたが、安く買いたたかれている貴重なリサイクル

品、これをですねやっぱりまともな価格で売買できるように改定していく。その利

益を利活用し、町民に還元する仕組み。ごみを出したら大崎町独自のリサイクルポ

イントがもらえるとかですね商品券として使える、マイナカードと連動しても面白

いと思いますよ。増えていくかもしれないです、マイナカード、ポイントで使える
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となるとですね。ポイ捨てやポイごみを拾ったらポイント２倍やりますよとか、何

かそういう仕掛けをつくったりとかですね、子どもたちが何か面白くできるような

そういう仕組みや仕掛け、そういうものを考えていく。やっぱり一番重要なのは、

大崎町に住んでいらっしゃる方、特に主婦層や子育て世代、高齢者の声、ごみ出し

困難者の声、こういう声を聞き、負担軽減の対策をとっていただきたい。そこにつ

いて、町長、もう一度お願いいたします。 

○町長（東 靖弘君） ４月１日、衛生自治会を組織していくということをお伝えいた

しました。責任の明確化ということもちゃんとやっていきたいと思っております。 

ＳＤＧｓ推進協議会が報告会を開きました。そこにも出席をいたしました。そこ

の中で、いろんなものの量り売り、そういう資源を大切にする中で、無駄に買わな

い、そしてまた、そういった観点から量り売りがあって、非常に参加された皆さん

方が共感を示されていた実態も見てまいりました。大崎町ならではのそういうシス

テムの構築も非常に関心を持って私も見ておりました。 

ＳＤＧｓ推進協議会がいろいろ情報を外部に発信しながら、そしてまた外部から

の情報をとりながら、衛生自治会、あるいは環境課と連携しながらいろんな工夫を

しておりますので、こういった利点については生かしていく。そしてまた、環境教

育に住民の皆さん方に関心を持っていただくということは大変必要なことでありま

す。子育て世代の方々は、特にその必要性を問われたところでありますが、若い

方々が子育てができるいい環境をつくっていくということは常々求めてきていると

ころであります。それが、こういったごみ問題で端を発しているところの追求は足

りなかったと考えておりますので、御指摘をされたところについては十分反省も踏

まえて対策を取ってまいりたいと思います。 

○１番（平田慎一君） 議会だより３月号の町民からの投書に、「３０歳の私世代をは

じめ、若い方は日本一分別が厳しい町には住みたいとは思いません。子どもがいる

と家事に追われるのに、さらに日々出てくるごみの分別、地球に優しくても人には

優しくないまちだと思います。お願いです。大崎町に住んでよかったと思うメリッ

トをつくってください」、我々議員は、このような町民の意見を直接町長に伝え、

改善や新たな施策を求めるものです。ごみのリサイクルは、今までの取組や方向性

がすべて悪いとは思いません。その手段や手法、情報提供や共有の在り方、チェッ

ク機能に問題があるのです。まだ、問題点、指摘するのもあるんですが、あえて今

回はこれ以上は申しません。東町長におかれましては、町民のこの切実な思いを酌

み取り、施策に反映していただきたい。そのような答弁でしたので、本当に町民が

楽しく、仲良く、元気よく、共生協働の町になれるリサイクルシステムへの取組を、

問題の改善も含めて求めます。よろしくお願いいたします。 
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もう時間もなくなってきましたので、次の教育行政について入ります。 

教育委員会定例会での動議内容及びその後の対応についての質問ですが、教育委

員会は毎年、その権利に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価

を行い、その結果について報告書を作成し、議会に提出し、公表することが法律で

義務づけられています。これは地方教育行政組織及び運営に関する法律第２６条が

エビデンスになるんですが、我々議会も教育委員会がどのような活動、特にですね

議論がなされているのかは、外部評価委員会の評価報告書に記載されているレジュ

メ程度しかわかりません。現況、どのような問題があり、どのような議論がなされ

ているのか、対応はどのように行っているのかを、まず、教育長にお聞きいたしま

す。 

○教育長（穗園正幸君） ただいまの御質問にお答えいたしたいと思います。 

教育委員会の定例会におきましては、大崎町教育委員会の行政組織等に関する規

則によりまして、毎月２５日を基本に開催しております。委員等による活動報告や

管理課、社会教育課関連の報告、議決事項の協議、委員からの動議、討論などが行

われることとなっております。 

近年の定例会の中におきましては、委員から提出された動議等はございませんが、

動議等ということで、その他事項の質問として、その時々の各メディアで報道され

る社会的な時事問題等につきまして、本町における現状の質問あるいは御意見等が

あるところでございます。 

近年にあったものにつきましては、１点目が不登校の現状について、令和２年８

月の定例会において、不登校の現状についての質問がありましたが、令和２年８月

の段階では、以前に比べて改善している状況を説明しております。昨日の宮本議員

からの質問にも答弁いたしましたが、この問題につきましては学校及び各関係機関

と連携して今後も取り組んでいるところでございます。 

あと、いじめの状況等についても、令和２年１０月の定例会におきまして、湯治

のいじめ増加傾向の報道に際しての現状の質問がありまして、その時点における不

登校となっている児童・生徒は減少傾向になっており、また、いじめについても大

きな問題等の報告はないと説明しております。 

３点目、通学路の外灯についてです。これも令和２年１０月の定例会ですが、通

学路の暗い場所の指摘がありまして、外灯設置の意見がありまして、指摘箇所につ

きましては、関係課へ本意見内容について伝えて対応しております。また、学習定

着度調査についても、令和２年１１月と令和３年２月の定例会で、定着度調査の結

果について質問がありまして、小学校、中学校それぞれの結果を受けて、各学校で

の対策や家庭学習の重要性について説明しております。 
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そのほか、ヤングケアラーの件でございますとか、通学路点検について、それか

ら町内の子ども食堂についてというようなことで、先ほども申し上げましたが、委

員の方々が社会的にこういう関心があるもの等について質問等を受けて説明をして

いるところでございます。 

以上でございます。 

○１番（平田慎一君） わかりました。評価報告書には動議ということでレジュメで書

いているもんですから、動議で各委員の方が言われているのかなというふうに思っ

たんですが、動議ではなくて質問という形式をされて答弁されているという話をさ

れているということですね。結構時事的なものの内容的なものが、今、教育長が言

われたように入っているのかなというふうに思っております。その都度、きちんと

対応されているのかなと。 

その中で、議事録をちょっと見たときに、委員の方が、ブックスタート事業が止

まっているけれども、何でされないのかという、いい事業なのにみたいな案件がご

ざいましたが、これについては何でされないのか、教育委員の意見に対してどうい

う対応をされているのかについてお伺いいたします。 

○教育長（穗園正幸君） ブックスタート事業につきましては、社会教育課関連の事業

になりますので、担当課長に答弁させます。 

○社会教育課長（鎌田洋一君） 今、御質問がありましたブックスタートに関しまして

は、教育委員会の会議等でも御意見をいただいていまして、それに関連する様々な

方からも要望等もありますので、社会教育課としましては、まだ予算要求段階です

が、令和５年度の予算要求は今現在しているところでございます。 

また、なぜ平成４年度、３年度までは行っていたんですけど、４年度が行われな

かったということにつきましては、保健福祉課の新生児が生まれたときの事業と一

緒でいいんじゃないかということで、平成４年度はとりあえずそういう事業のほう

に回したという経緯があります。ただ、先ほども申しましたように、必要があるの

ではないかということで、令和５年度の予算には要求しているところでございます。 

以上です。 

○１番（平田慎一君） 別事業があって、そっちのほうに回したからなくて、多分、委

員の方が何でないのかという、必要な事業だいうことで言われたんだと思うんです

が、やっぱりその辺は前もって、いい事業は多分あると思うから委員の方がいわれ

ていると思うので、予算が足りない場合は教育長は町長と話をされて、そこはでき

るので、いい事業は是非続けていく、今度また予算を付けるということなので。そ

ういうのは削るんじゃなくて、その都度やっぱり話をされてやってく必要があるん

じゃないかなと。せっかく意見が出ているわけですから。コロナでやっぱり外でで
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きる事業とかなくなっていっているわけですから、その辺は十分認識されてやって

いっていただきたいなというふうに、それは付け加えておきます。 

続きまして、育ちにくさを持つ子ども及び障害者支援の状況、進捗状況について

なんですが、これも２年前の１２月議会で質問させていただきましたので、詳しい

御説明は抜きますが。議会広報委員会風でいうとですね、どうなった、あの一般質

問の行方はということなんですが。町長の答弁では、できることからやっていくと

いうことで答弁がございました。進捗状況はどうなっているのかお示しください。 

○町長（東 靖弘君） 昨年まで、にこにこハウスの親の会、りょうちゃんず、大崎町

療育親の会から、育ちにくさを持つ子ども及び障害児とその家族が安心して暮らせ

る地域生活を求める陳情書が町議会に提出され、議会において採択されました。 

このことを受けまして、町としましても、これまで実施が可能なものから対策を

行ってきたところです。令和３年度は、療育施設の親子登園の際に、未就園の兄弟

児を預けるための一時預かり事業を始めました。そして、令和４年度には、早期発

見・早期対応により適切な支援ができるよう、専門委員による保育園等巡回訪問事

業を開始し、また、町民の方へは発達障害等への理解を図るための広報を実施いた

したところでございます。 

また、昨年末には、代表の方と意見交換を行いまして、親の会として求めている

ものについて、素直な御意見をお聞きしたところです。その中で、町内に放課後等

デイサービス等の事業所が設置されることを強く要望されておりますが、そのこと

については、まだ実現できていないところでございます。 

今年に入り、いくつかの事業所からの問い合わせがあり、町内における利用者数

や対象となる補助等について御説明したところですが、現時点において、設置に関

する具体的な話はできていないところですが、今後、必要な情報の提供などについ

て丁寧に説明しながら、本町への事業所設置に向けて取り組んでいけるよう努力し

てまいりたいと思います。 

○１番（平田慎一君） 毎年１２月に大崎町療育親の会から陳情書が出ておりました。

本年出ておりません。これはなぜかということなんですよね。大崎療育親の会が一

番求めていたのは、やっぱり施設の開設と、あと、今いる現状の子どもたちのバス

の移動ですよね、施設まで行く。それを何とかしてほしいという案件だったと思い

ます。それだけでも早くしてほしいと。 

それがですね、実は志布志市長に陳情に行かれたらしいです、施設は志布志市で

すから。そうしたら、志布志市長は即決でお金を出すといったらしいです。残念で

すが、大崎町民としては。私はこれだけ言って、今までしてくれと言っていたんで

すけど。志布志市長は志布志市の施設だから大崎町民でも来てくれるんだから、そ
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れは送迎はちゃんと出しますと。療育親の会はですねプラスして養護学校の陳情も

併せて言っていらっしゃるんですけども、志布志市につくってほしいということを

ですね。これは西髙県議が県のほうにも一緒に、療育親の会と、多分、テレビとか

新聞とかに出ていましたけど、その会も含めてなんですが、それが現状なんですよ、

実はですね。もう残念です、残念で仕方なかったです、その話を聞いたときに。私

もこの相談を受けたときに一般質問でさせてもらって、町長もやれるところからや

っていくということでですね、この部分は多分できたはずなんですよ、だから、や

れるところはやれる。もう致し方ない部分ではございますが、なるべく早く施設の

整備というのは今後考えていっていただきたいなと、この現状を見てですね考えて

いっていただきたい。でないと、そういう発達障害を含めた子どもたちに対する対

応は大崎町は薄いんだというふうに見られますよ、間違いなく。やっぱりそこは考

えていっていただきたい。 

次の案件につきましては、もうちょっと話を溜めて、また各質問をさせていただ

きます。 

以上で終わります。ありがとうございました。 

○議長（神﨑文男君） 以上で、通告による一般質問は終了いたしました。これをもっ

て、一般質問は終結いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第３６号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第６号）訂正の件 

○議長（神﨑文男君） 日程第３、議案第３６号「令和４年度大崎町一般会計補正予算

（第６号）訂正の件」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長から、議案第３６号令和４年度大崎町一般会計

補正予算（第６号）訂正の理由の説明を求めます。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本件は、大崎町議会会議規則第２０条第２項の規定に基づき、事件の訂正請求を

させていただくものでございます。 

この事件は、１２月７日の本会議において上程されました議案第３６号令和４年

度大崎町一般会計補正予算（第６号）でございます。 

この事件につきましては、１２月９日の特別委員会に置いて御審議いただきまし

たが、大崎町衛生自治会助成事業補助金に関しましては議員の皆様方から様々な御

意見や御指摘をいただいたところでございます。このことを踏まえ、庁内で調査検

討した結果、衛生自治会助成事業に関しましては、事業計画を精査し再検討する必

要があると判断したため、当該予算を取り下げる訂正請求をさせていただくもので

ございます。 
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なお、予算計上できる環境が整いましたら、改めて御提案させていただきますの

で御理解賜りますようお願いいたします。 

事件の訂正請求の詳細につきましては担当課長が説明いたします。 

以上です。 

○総務課長（上橋孝幸君） それでは、御説明いたします。 

今回の事件の訂正内容は、一般会計補正予算（第６号）で、提案いたしました大

崎町衛生自治会助成事業補助金１,７８６万２,０００円を削除するものが主なもの

となっております。参考資料で御説明いたしますので、配付資料の最後のページを

ごらんいただきたいと思います。 

まず、歳入でございますが、款１９繰入金、項１基金繰入金、目５ふるさと応援

基金繰入金の補正額を２,５００万円へ訂正するものでございますが、これは、大

崎町衛生自治会助成事業補助金の財源として当初１,７８０万円を見込んでおりま

したので、その全額を減額することによる訂正でございます。 

次に、歳出でございますが、款４衛生費、項１保健衛生費、目３環境衛生費の補

正額をゼロ円に訂正するものでございますが、これは、説明欄に記載しております

大崎町衛生自治会助成事業補助金１,７８６万２,０００円を削除するため訂正する

ものでございます。 

款１２予備費、項１予備費、目１予備費の補正額を２１万８,０００円の減へと

訂正するものは、財源の調整によるものでございます。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。議案第３６号「令和４年度大崎町一

般会計補正予算（第６号）訂正の件」に関して何か質疑はありませんか。 

○８番（中山美幸君） 町長から提出されました訂正の請求書の文言の中で、事業を精

査したいため当該予算の訂正をお願いしたいということなんですが、その前段の理

由のところ、資源リサイクル拠点整備ということなんですが、前回提案をいただき

ました説明の資料の中では、法人設立運営準備委員会を設置しということがござい

ます。そして、私が今までこの案件について、本会議において説明を求めました。

企画書の点については不明確なといいましょうか、私が納得できるものではござい

ませんでしたが、執行部のほうからは、これは衛生自治会から企画書も出されたと

いうような答弁も確実になされております。これを訂正するに当たって、今、資源

リサイクル拠点施設の整備について１,７８６万２,０００円の金額を訂正し、今回

の補正案件からなくするということの提案でございますが、これはどういう経緯で、

その事業計画をどのように今後精査してから、再度提出されるのか。どういったと

ころが問題だったのか。執行部としてはどのようなことを考えていらっしゃるのか。
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これは住民環境課を通じて企画書は来たと思いますので、町長の意見並びに住民環

境課長のそういったところの見解を求めたいと思います。 

○町長（東 靖弘君） 今回、こういった形で訂正ということで現在説明をさせていた

だいたところでございます。このことについては、本当に深くおわび申し上げます。 

本会議の中でこの案件について中山議員さんからそういった質問をいただきまし

た。質問を受けながら、自分自身も思ったのは拠点整備をしていきたいということ

があります。先ほど平田議員の中でも出てきたところでありますが、あそこをそう

いった施設整備をしていきたいという思いで法人化も進めて、そして、そこですべ

て責任を持っていただこうというような形で考えてきたところです。ただ、本会議

の中で質問を受けた中で、その内容等が十分、御可決いただくような内容として企

画書という形で提案書も作成しておりませんで、それを議員の皆様方にお示しする

こともできていなかったというところは非常に反省すべき点があります。そこの中

で目的はこうだと、それからこういう形で整備していくこと、そういったことが当

然記載されていて、そこで審議するという形になると思いますが、そのことが事前

に議員の皆様方に明確なものをお示ししなかったというところがひとつは修正をし

ていかなければならないというところであります。 

それと、事業を衛生自治会に委託していくという感じで衛生自治会が業務を担っ

ているところでありますけれども、会計処理というところの指摘があったときに、

それを受けながら衛生自治会の組織、現在、それぞれの自治公民館長さん方が会員

であったり理事になられたりとしているわけでありますので、この組織の透明化を

図るべきだと思います。長年ずっときておりましたので、このことに対して議員さ

ん方の意見も十分反映していなかったということも、自分も反省をしております。

やはり、ここの中で、先ほど御指摘がありましたように、監査委員とか外部監査を

入れていくことも必要であるし、そしてまた、理事の枠の中に行政の職員、副町長

であったり、財政を担当している総務課長であったりといったところを理事に中に

もちゃんと入っていって外部目線で意見を述べていけるような組織にしていくべき

だということを私自身はそう思って、実際、そういうふうに衛生自治会には申し入

れをいたしました。衛生自治会としては、今後、１月に臨時総会を開いてそういっ

たことも協議されていくと思いますが、主には私自身は十分に企画書がなくて十分

説明ができなかったこと、拠点整備が必要なことの理由を明確にお示しすることが

できなかったこと、こういったことも改めて検討し直す必要がある。そして、組織

そのものを見直しながら住民の声が届く、議員の皆さん方の声が届く、そして議員

の皆さん方の声を受けて、そこに反映させていく首長としての責任、先ほど申しま

した副町長、総務課長等がその位置にあっていて外部目線でやる。そしてまた、外
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部目線で一体となって審議する。そしてまた、外部監査委員、衛生自治会のほうに

もそういうことを入れて透明化を図っていく、厳格化を図っていくという形が必要

だと思ったので、その整備をちゃんとやった上で改めてお願いをさせていただきた

いという思いです。 

以上です。 

○住民環境課長（松元昭二君） 住民環境課長としての、ということであります。町長

のほうが、今、すべてをお話されたような形で、まさしく、私のほうも同じ思いで

いるところでございます。 

本会議の場で提案書等の準備のほうが不足していたこと等を含め、すべてに対し

て事務局として不備があったことに対しておわびを申し上げたいと思います。大変

混乱をお招きしたことをおわびしたいと思っているところでございます。 

住民の皆さんが２５年培ってきた環境リサイクルの取組、これを支えてくださっ

た大崎町衛生自治会という組織の今後のさらなる町政の発展を考えて、いい形で提

案が今後できたらなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

おわびをしまして、住民環境課長の意見とさせていただきます。失礼いたします。 

○８番（中山美幸君） 先ほどの同僚議員の質問の中にもありましたよね、理事の方々

も知らなかったと。１０件のごみ収集の場所を理事の方々も知らなかったというこ

となんですよ。そして、先般の特別委員会の中で１５名の理事の方が上がっていま

した。この中の理事の方々が知らなかったということなんですよ、これ。そして、

この予算を請求するに当たって、機能強化に資する法人設立の運営準備委員会のメ

ンバーを見てみますと、行政職員、かなり多いですね。衛生自治会、住民、行政職

員も住民なんですが、それを組織する衛生自治会の方々は何人ですか、２人ですよ。

その中でこの案件が審議されて、大崎町の予算の請求がなされたということですよ、

素直に聞いて心痛いです。これ、素直に受けてそうなんですよ。理事会のメンバー

の方々も、先ほどのようなことを聞いていらっしゃらない。同僚議員が質問しまし

たよね、理事に聞いたらそんな話は聞いていないと、逆に憤慨されたという先ほど

の一般質問でした。そういった団体からのまず窓口として衛生自治会を担当する住

民環境課の中でそれが素直にパッと受け入れられて町長部局に上がって、また、そ

れについて予算査定をされた総務課長、財政担当、そしてまた衛生自治会にはちゃ

んと監査の方もいらっしゃいます。町長の発言の中では会計処理が云々だったとい

うような発言もありましたよ。これは監事の方々はこういったことも知らなかった

ということが私はあるんじゃないかなというふうに思いますよ。だから、これはも

う一回ですね本当に、私はこれ反対しているわけじゃないんですよ、衛生自治会の

活動に反対したり、本町のリサイクルに反対しているわけじゃないんですよ。冒頭
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申し上げておきます。その過程の中で住民合意が得られない、住民のコンセンサス

が得られてないということなんですよ、課長。今、１万２,４００ぐらいですかね、

その方々の合意が得られていない。ましてや一般家庭の方々から５００円の会費を

いただいている。そういった衛生自治会がなぜ会費だけ取って、ちゃんとした説明

がなされないのか。何のための会費なんですか。何のための自治会なんですか。自

治ということも私はものすごくおかしいなと思います、これから考えると。町長、

そこらは真剣に精査してください。そうして上げるんだったら、もっと定款の中で、

約款を作られると思います、その中に事業名もしっかりと入れられると思います。

どういった事業をやるということは約款の中に謳われるようになっています。そこ

もぴしゃっと整理していただいて、今度提案されるんだったら、提案されるかどう

かは執行部の今からの方向性でしょうけども、そういったこともしっかりと胸の内

にとっておいてやられるんだったらしっかりやってください。要望申し上げておき

ます。 

○議長（神﨑文男君） ほかに質疑はありませんか。 

○３番（稲留光晴君） ２点ほどですね。今、再検討と町長がおっしゃいました。その

件ですね。 

それと、本会議で住民環境課からの資料の中で、第二の役場とかそういう表現の

文言があったと思います、法人化に向けてですね、そういう言葉とか。それは先ほ

どの平田議員の質問の中で衛生自治会の横のそういう住民から寄せされたそういっ

た相談ごと、各自治公民館長がスムーズにそういうごみ収集回収、２回あるところ

がわからなかった、うちは１回だけだと、そういうことの解決のためにですね、年

に何回か自治公民館長さんの会合というのはあるわけですね、そういったところで

そういうリサイクル、衛生自治会の人たちのそういう話というのは出てくるはずな

んですよね、この間。ですから、平田議員への町長の解決策ということで負担軽減、

町長答弁されましたよね、法人化が一番適しているとおっしゃいますよね。今回の

１,７００万のやつは法人化へ向けてのマル大崎の２階の事務所づくりへの財源で

すよね。ですから、再検討するとか、その前に、やはり住民の相談を私たち議員が、

選任された議員の意見が今回の補正予算にきっぱりノーという判断をしたわけです

よ。ですから、私としては法人化というふうに町長がおっしゃいましたけど、それ

が住民から議員に送られた相談の内容が行政に届けられ、ちゃんとそれが解決でき

るのかどうか。予算的な問題とか、議員が踏み込める予算の内容になるのか。法人

化ですからそれができないですよね、ブラックボックス化される。私たちのわから

ないところでお金のやり取りがある。町は補助金だけ出す。そういうことではさっ

きの同僚議員の負担軽減策は法人化イコールということを町長がおっしゃるのであ
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れば、私は断固として認められない。 

それと、一昨日、衛生自治会長の萩原さんから私に電話がありました。大体予想

はしておりました。会計をちゃんと証明をするために会計専門家を頼んだとか、相

信に再度チェックをしてもらうとか、そういうことを私に言うんですよ、一方的に。

ああそうですかと。私は何も言いませんでしたが、それを弁解してもらうための電

話だった、数人かには萩原さんから電話がいっているみたいですよ。そういうこと

じゃないんですよ、私たちが言うのはね。それもありました。会計処理の不適当、

それはお金を町からもらっている、補助金をもらっている中は基本的な会計監査と

いうのは我々は知るべきであって、それも出ていないというのはやはり信用性の問

題というか議員の中でも、全員そうでした。ですから、繰り返しになりますが、行

政の責任というのはいつまでも住民から寄せられた相談ごと、議員がそれを行政に

届ける、それは行政の責任としてですね曖昧にしない組織、法人化じゃないですよ

ね、町長。と思います。 

以上で終わります。あくまでも法人化と何度も平田議員におっしゃっていました

ね。いかがですか。 

○町長（東 靖弘君） 今回、そういった提案もいたしました。そしてまた、先般も法

人化が適正だということで中山議員さんからも指導をいただいております。法人化

というのは社会的に信頼ができる組織に持っていくということでありますので、そ

のことは御理解いただきたいことと、先ほども平田議員の御質問にもお答えしたと

思っているんですけれども、やはり会計の透明化ということがあります。職員がず

っと管理をしながら衛生自治会の事務的な役割を果たしていた、ここは本当に切り

離していかなければならないところであります。こういったところが不透明であっ

たりしておりますので、こういった部分もしっかりと法人化の中ですべてそちらの

ほうで対処していくということが非常に必要であり、透明性を持った法人としてや

っていく。そしてまた、法人という中で様々な事業を展開するときにも法人であれ

ばできるものがありますので、そういうことも踏まえながら法人化に持っていくと

いうことが必要であると考えて、ここのところは是非、御理解をいただきたいと思

っております。 

いろいろ住民の声を反映する、それを生かす、提言するということが議員さん方

の役割であります。一人一人の住民の声を聞きながら、議会の一般質問でそれをた

だしたり、あるいは直接、業務を担う環境係に行ったりいろいろしておられる状況

でありますが、議員さん方は住民代表でありますので、やはり、そういった声を真

摯に受けとめていくということが当然必要であるし、そういう方向性を持っていく

ということがあります。また、すべての衛生自治会の人たちがそういった収集のこ
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とについては理解していなかったという御指摘もあります。先ほど自分も知らなか

ったとお答えしたところですが、やはりそういったところに対する監視体制が十分

でなかったということも反省をしております。そういったことを踏まえながら、衛

生自治会が正式にスタートすることを進めていきながら、その前段で、今御指摘を

いただいたことをすべて解決していくいい方向性を見いだし、理解していただくよ

うな組織体制に持っていくことが、まずやるべきことでありますので、その点につ

いては是非御理解を賜りたいと思います。 

以上です。 

○３番（稲留光晴君） 私たちが行政に要望、相談、その上に町長のほうにでも相談す

ればスムーズに衛生自治会に通って「何とかするが」とスムーズにコミュニケーシ

ョンが取れる行政というかですね。ですから、住民課であっても衛生自治会であっ

てもつながりというのは兼ねての会合とか、事あるごとに私たち議員が提案してい

る問題点も、町長は住民の方と懇談会とかされますから、今こういう問題が起きて

いるとか、出ているとかいうのはやっぱり住民の方に周知をする。衛生自治の理事

の方もやっぱりそういった議会で取り上げられた問題を真剣に考えていただければ、

私たちも住民に対して返事ができる、議会ではこうだった、町長はそういうふうに

おっしゃったからスムーズにいけるように。だから、私はさっきの法人化というの

にちょっと。法人化に、もししたとしても、スムーズに衛生自治会に、町長に、担

当課に申し入れればスムーズに解決できますよね。それだけです、私がお願いした

いことは。 

○町長（東 靖弘君） 責任の明確化や外部の方からの信頼性といったことを含めて衛

生自治会を法人化していきたいと思っております。今担っている業務を、通常、か

れこれいろいろ職員が担っているものがありますので、こういったものを担う人材

というところも衛生自治会で必要になってまいりますので、現段階では任意の状態

で長年ずっとやってきているという状況で、それで曖昧な状況が続き、こういった

状況に陥っているということでありますから、しっかりとそこは正式にスタートさ

せていくということをやっていきたいと思いますので、これについては御理解いた

だきたいということと、情報を提供することについては、当然、行政も、我々は公

的な機関ですので情報を提供いたします。そしてまた、衛生自治会も会員の方々が

全町民ですので、代表者は自治公民館長になるわけですけれど、折に触れ情報を提

供していくということは絶対必要でありますから、その指導もしてまいりたいと思

っておりますので、是非、そこのところについては確実に間違いがない方向でスタ

ートさせていきたいと思いますので、是非御理解をいただきたいです。 

○２番（富重幸博君） 私もさきの議会のときにも質問しましたけれども、環境政策課
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というのが新たに誕生する中で、本当はリサイクルごみ出しも直で受けて、直で対

応する、即応性の課が誕生するわけですね。そういう中で、衛生自治会自体は、こ

の前もいいましたが、自治公民館長さんが大体１年で替わられるところも結構多い、

そういうところが公社化して、本当に、二重行政というと相手は法人になれば、ま

た違いますけれども、どっちにいえばいいんだろうかとか町民の皆さん方も相当そ

こらあたりが理解できないんじゃないかなと思うんですよね。進めるとなれば、本

当に、同僚議員が先ほど申し上げました、しっかりとしたそこの論拠、そこを練っ

て、誰しもが納得できるような形で示していただきたい。 

もう１つ、資源リサイクルの拠点整備の費用助成は、この前のときにまちづくり

公社とか何かそんなのが発言の中にあったような気がするんですが。資源リサイク

ルにとどめたそういう法人でずっといくのか、それとも、まちづくり公社となると、

もう１つ、今度は商工観光課とか企画政策課、役場全体に関係してくるようなそう

いうところまで発展的なところに考えておられるのか。もう、それじゃないですよ

と、資源リサイクルの拠点整備、それに絡んでの資源リサイクルを核とした法人で

すよということなのか。これが本当にまだまだ膨れ上がって、役場全課に該当する、

うちの課も関係ある、そこというのがいっぱい出てくるんじゃないかなと私も心配

するんですよね。例えばまちづくりであればすべてにわたる、スポーツとか社会教

育、いろんな絡みが。そうなったときに、ちょっと果てしもないことになるんじゃ

ないかなと危惧するわけです。今でも、最初、設立の段階で、町のほうで１,７０

０万円余りの補助金で組んで、そしてＳＤＧｓ推進協議会からも役場から補助をも

らっている協議会が、ここにまた補助をして３,０００万円のお金をいつの間にか

つくりあげてという、そういう構想で今説明があったところです。あと、これをず

っと運営するのに、また３,０００万円ぐらいかかると。どうなるのかなと。極端

にいえば、一番少ない経費でやるには環境政策課がしっかり環境行政を行っていけ

ば、衛生自治会は集落の各個人から５００円もらってやっているわけですから、本

当に法人の必要性があるのか、ないのか。これがどれだけの、今から経費がかかっ

ていくのか、人員体制をひっくるめて。本当に私、要るのか、要らないのかという

ところに、私たちが住民に説明できないと困る。 

そして、もし、資源リサイクルの拠点整備の中でのそれにとどめるということで

あれば問題ないんです、問題ないということはないんだけど、まちづくり公社とか

もっと風呂敷を広げたようなことを、もし根底のほうでお考えであれば、どうなっ

ていくんだろうかな。我々の町の行政は議会という立場で執行部と議会が車の両輪

になって、やはり行き過ぎたところや足りないところをということが地方自治法の

中で制度的にあるわけですから。外にいろんなのができあがっていくと、本当に住
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民目線のコントロールの効かないところで組織が肥大化して、前の特別委員会のと

きも資源ごみの不法投棄があれば法人の人も環境政策課の担当職員も一緒になって

行っている。そんなことをしたら人員の無駄です。そして、ましてや資源リサイク

ル、１４年日本一という中でＳＤＧｓ推進協議会もやっぱりこの成果に乗っていろ

んなことを発表されましたが、そういう場所が環境政策課も言っている、それから

ＳＤＧｓ推進協議会も言っている、そして、もう１つ、資源リサイクルという１つ

の輝かしい果実に乗ってそういうところを活動する。そうするとどうなるんだろう

なと。環境政策課をせっかく立ち上げるんだったら、そこの直営で本当は十分なこ

とかもしれません。３,０００万円もかけてマルおおさきを改装して、本当にどん

な絵を描くのか。そこは本当に１２人の議員が全員納得できるようなしっかりとし

たプランを出してほしいということを、これは要望しておきます。 

○議長（神﨑文男君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。ただいま議題となっております議案第３６号「令和４年度大崎町

一般会計補正予算（第６号）訂正の件」を許可することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３６号「令和４年度大崎町一般会計補正予算（第６号）訂正

の件」を許可することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 以上を持って、本日の日程の全部を終了いたしましたので、本

日はこれをもって散会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後０時３０分 
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令和４年第４回大崎町議会定例会会議録（第４号） 

 

令和４年１２月２２日 

午前１０時００分開会 

於 会 議 議 場 

１．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名（７番，８番） 

日程第 ２ 議案第３６号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第６号） 

（令和４年度大崎町一般会計補正予算（第６号）審

査特別委員長報告） 

日程第 ３ 議案第３７号 令和４年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）    （総務厚生常任委員長報告） 

日程第 ４ 議案第３８号 令和４年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算 

（第２号）     （総務厚生常任委員長報告） 

日程第 ５ 議案第３９号 令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第２号） 

                       （文教経済常任委員長報告） 

日程第 ６ 議案第４０号 令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）     （文教経済常任委員長報告） 

日程第 ７ 議案第４７号 大崎町課設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第 ８ 議案第４９号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ９ 同意第 ５号 監査委員の選任について 

日程第１０ 議員派遣の件 

日程第１１ 閉会中継続審査・調査申出書 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１番 平 田 慎 一 ７番 吉 原 信 雄 

２番 富 重 幸 博 ８番 中 山 美 幸 

３番 稲 留 光 晴 ９番 上 原 正 一 

４番 諸 木 悦 朗 １０番 小 野 光 夫 

５番 宮 本 昭 一 １１番 児 玉 孝 德 

６番 中 倉 広 文 １２番 神 﨑 文 男 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 
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４．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

町 長 東   靖 弘 農林振興課長 上 野 明 仁 

副 町 長 千 歳 史 郎 耕 地 課 長 竹 本 忠 行 

教 育 長 穗 園 正 幸 建 設 課 長 時 見 和 久 

会 計管理者 西 髙 和 義 農委事務局長 相 星 永 悟 

総 務 課 長 上 橋 孝 幸 水 道 課 長 本 松 健一郎 

企画調整課長 中 野 伸 一 教委管理課長 岡 留 和 幸 

住民環境課長 松 元 昭 二 社会教育課長 鎌 田 洋 一 

保健福祉課長 谷 迫 利 弘 税 務 課 長 川 越 龍 一 

 

５．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

事 務 局 長 宮 本 修 一 

議 事 係 長 上 床 就 路 

庶 務係主幹 西   ゆかり 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） これより、本日の会を開き、直ちに開議いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（神﨑文男君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、７番、吉原信雄君、及び

８番、中山美幸君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 議案第３６号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第２、議案第３６号「令和４年度大崎町一般会計補正予算

（第３号）」を議題といたします。 

本案について、令和４年度大崎町一般会計補正予算（第６号）審査特別委員長の

報告を求めます。 

○令和４年度大崎町一般会計補正予算（第６号）審査特別委員長（吉原信雄君） 皆さ

ん、おはようございます。 

ただいま議題となりました議案第３６号、大崎町一般会計補正予算（第６号）に

ついて、大崎町一般会計補正予算（第６号）審査特別委員会における審査の経過と

結果の報告をいたします。 

本議案は、１２月７日の本会議において当特別委員会に付託されたもので、１２

月９日と１２月１６日に委員会を開催し、担当課長並びに関係職員の出席を求め、

審査いたしました。 

今回、特別委員会の審査の過程において、中山委員から本議案に対する修正案が

提出され、出席の全委員の一致で修正案が可決されました。 

修正箇所につきましては、款４衛生費、項１保健衛生費、目３環境衛生費、節１

８負担金、補助及び交付金１,７８６万２,０００円を削除するものでありました。 

その後、１２月１６日に、執行部から、事業計画を精査したいとの理由で当該予

算に係る訂正請求書が議長へ提出され、本会議での採決の結果、議案第３６号「大

崎町一般会計補正予算（第６号）訂正の件」については許可されました。これを受

け、再度、特別委員会を開催し、取り下げ箇所を除く原案について、議案審議をや

りなおした結果、議案第３６号大崎町一般会計補正予算（第６号）は、原案のとお

り可決すべきものと、全出席委員の意見の一致をみた次第であります。 

執行部におかれましては、これまでの審査の経過と結果の重大さを真摯に受け止

め、予算審議等においては、議会の理解が得られるよう、十分な資料の準備と提供
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に努め、きめ細やかな説明を行うとともに、新たな事業を展開される場合は、事業

内容等を十分し、定款等においても具体的な事業名を整備され、今後の計画を作成

したうえで、当該事業の必要性を明確に説明されますよう要望いたします。 

以上で、大崎町一般会計補正予算（第６号）審査特別委員会おける審査の経過と

結果について報告を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。 

議案第３６号「令和４年度大崎町一般会計補正予算（第６号）」の委員長の報告

に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第３６号「令和４年度大崎町一般会計補正予算（第６号）」について、委員

長の報告は原案可決であります。 

委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３６号「令和４年度大崎町一般会計補正予算（第６号）」は、原

案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第３７号 令和４年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第３、議案第３７号「令和４年度大崎町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

本案について、総務厚生常任委員長の報告を求めます。 

○総務厚生常任委員長（吉原信雄君） ただいま議題となりました議案第３７号、令和

４年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について、審査の経過

と結果の報告をいたします。本議案は、１２月７日の本会議において当委員会に付

託されたもので、１２月８日に、全委員出席のもと、担当課長及び関係職員の出席
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を求め、補足説明を受け審査いたしました。 

この補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１６５万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億８３３万５,０００円とするものであります。 

補正予算の内容については、本会議での説明のとおり、保険基盤安定繰入金等繰

入金の減額と前年度繰越金、保険者努力支援交付金償還金及び保険給付費等交付金

償還金の実績に伴う増額が主なものでありました。 

特筆すべき質疑はなく、その後、討論に入りましたが討論もなく、採決の結果、

議案第３７号、令和４年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は

原案のとおり可決すべきものと全出席委員の意見の一致をみた次第であります。 

以上で、総務厚生常任委員会における審査の経過と結果について報告を終わりま

す。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。 

議案第３７号「令和４年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」

の委員長の報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。お諮りします。議案第３７号「令和４年度大崎町国民

健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」について、委員長の報告は、原案可決

であります。委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３７号「令和４年度大崎町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）」は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第３８号 令和４年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第４、議案第３８号「令和４年度大崎町介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

本案について、総務厚生常任委員長の報告を求めます。 

○総務厚生常任委員長（吉原信雄君） ただいま議題となりました議案第３８号、令和
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４年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、審査の経過と結

果の報告をいたします。本議案は、１２月７日の本会議において当委員会に付託さ

れたもので、１２月８日に全委員出席のもと委員会を開き、担当課長及び関係職員

の出席を求め、補足説明を受け審査いたしました。 

この補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２,６３９万６,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を１９億３,１９２万円とするものであります。 

補正予算の内容については本会議において説明がなされておりますので、委員会

での主な質疑について報告いたします。 

まず、歳出の款２、項１、目１居宅介護サービス費、目３地域密着型介護サービ

ス給付費及び目５施設介護サービス給付費について、金額の増減幅が大きいが、何

か特徴的な理由があるかとの問いに対し、施設介護サービス費で例えると一人で一

月で約３０万円の給付費が必要になる。直近の月を前年度と比較すると、前年度が

２１３名に対し、今年度が２２３名となっており、一月で１０名増えている月もあ

ることから、増額となっているとの答弁。 

さらに委員から、居宅介護サービス費や地域密着型介護サービス費の利用から施

設入所サービス費の利用へ移行したことがサービス費の増加につながっているとの

説明であったが、金額の増減に差があるのはなぜかとの問いに対し、居宅介護サー

ビス費、地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費の金額の増減の差につい

ては、居宅介護や地域密着型と比べると施設介護サービスに係る給付費が高いため

であるとの答弁でありました。 

また、委員から、介護保険の申請から認定結果に至るまで通常で約一月だが、中

にはそれ以上に日数を要する場合があるが、その理由はとの問いに対し、介護認定

については、介護保険組合の審査会を経て行っているが、コロナ過で審査会が容易

に開催できなかったり、認定審査会に必要な主治医の意見書の提出が、様々な要因

で遅れていることが原因であるとの答弁でありました。 

以上で、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議案第

３８号、令和４年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算(第２号）は、原案のと

おり可決すべきものと全委員の意見の一致をみた次第であります。 

以上で、総務厚生常任委員会における、審査の経過と結果について報告を終わり

ます。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。 

議案第３８号「令和４年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）」の

委員長報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。お諮りします。議案第３８号「令和４年度大崎町介護

保険事業特別会計補正予算（第２号）」について、委員長の報告は、原案可決であ

ります。委員長の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３８号「令和４年度大崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）」は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 議案第３９号 令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第２号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第５、議案第３９号「令和４年度大崎町水道事業会計補正

予算（第２号）」を議題といたします。 

本案について、文教経済常任委員長の報告を求めます。 

○文教経済常任委員長（稲留光晴君） ただいま議題となりました議案第３９号、令和

４年度大崎町水道事業会計補正予算（第２号）について、審査の経過と結果の報告

をいたします。 

本議案は、去る１２月７日の本会議において文教経済常任委員会に付託されたも

ので、１２月８日に委員会を開催し、水道課長並びに関係職員の出席を求め、審査

いたしました。 

それでは、委員会の中での主な審議について報告をいたします。 

この補正予算は、収益的収入及び支出のうち、収入の第１款水道事業収益を１,

１６７万円増額し、予算総額を２億２,９６８万２,０００円に、また、支出の第１

款水道事業費用を２,４５２万５,０００円増額し、総額を２億２,０５７万６,００

０円に、また、資本的収入及び支出のうち、支出の第１款資本的支出を９万５,０

００円増額し、予算総額を９,４４４万１,０００円とするものであります。 

内容については、本会議での説明のとおり、収入では水道施設落雷被害保険金の

増額、支出では水道配水池施設の修繕、水源地に係るポンプ場の電力量増加に伴う

ものなどでありました。 

質疑に入り、水道施設落雷被害保険金についての内容はとの問いに対し、４月２
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５日の落雷発生に伴う永吉配水地などの被害が主なもので、保険金は確定されてお

らず、流量計を替えなかった場合の最低限の見込みのある金額として歳入に計上し

ているとの答弁でありました。 

その後、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議案第３９号、令和４

年度大崎町水道事業会計補正予算(第２号）は、原案のとおり可決すべきものと全

委員の意見の一致をみた次第であります。 

以上で、文教経済常任委員会における、審査の経過と結果について報告を終わり

ます。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。 

議案第３９号「令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第２号）」の委員長の

報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第３９号「令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第２号）」について、

委員長の報告は原案可決であります。 

委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第３９号「令和４年度大崎町水道事業会計補正予算（第２号）」は、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 議案第４０号 令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算 

（第２号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第４、議案第４０号「令和４年度大崎町公共下水道事業特

別会計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

本案について、文教経済常任委員長の報告を求めます。 
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○文教経済常任委員長（稲留光晴君） ただいま議題となりました、議案第４０号、令

和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、審査の経過

と、結果の報告をいたします。 

本議案は、去る１２月７日の本会議において文教経済常任委員会に付託されたも

ので、１２月８日に委員会を開催し、水道課長並びに関係職員の出席を求め、審査

いたしました。 

この補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれを３０万円追加し、

歳入歳出予算総額を２億４７４万２,０００円とするものであります。 

質疑に入りましたが、特記すべき質疑はありませんでした。 

その後、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、議案第４０号、令和４

年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算(第２号）は、原案のとおり可決すべ

きものと全委員の意見の一致をみた次第であります。 

以上で、文教経済常任委員会における審査の経過と結果について、報告を終わり

ます。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。 

議案第４０号「令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」

の委員長の報告に対して、何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第４０号「令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」

について、委員長の報告は原案可決であります。 

委員長の報告のとおり、原案可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４０号「令和４年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第

２号）」は、原案のとおり可決されました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 議案第４７号 大崎町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（神﨑文男君） 日程第７、議案第４７号「大崎町課設置条例の一部を改正する

条例の制定について」を議題といたします。 

お諮りします。本案に関する委員長報告は、会議規則第４１条第３項の規定によ

り省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、委員長報告は省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより、採決に入ります。 

お諮りします。議案第４７号「大崎町課設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」の委員会審査報告書の審査の結果は原案可決であります。 

委員会審査報告書の審査の結果のとおり、原案可決することに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４７号「大崎町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」

は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第４９号 令和４年度大崎町一般会計補正予算（第７号） 

○議長（神﨑文男君） 日程第８、議案第４９号「令和４年度大崎町一般会計補正予算

（第７号）」を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６００万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を１０９億６,０００万１,０００円にするものでございます。 

補正の内容は、国の令和４年度２次補正予算の成立を受けて実施する出産・子育

て応援支援機金事業に要する経費でございます。 

よろしく御審議賜り、御可決くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、詳細につきましては担当課長が説明いたします。 
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○総務課長（上橋孝幸君） それでは、御説明いたします。 

今回の補正予算は、国の第２次補正予算を受けて実施する妊娠届出や出生届出を

行った妊婦、子育て家庭に対し、出産育児関連用品の購入費や子育て支援サービス

の利用に係る負担軽減を図るための経済的支援を行うものでございます。 

まず、歳出から御説明いたしますので、補正予算書の７ページをお願いいたしま

す。 

款４衛生費、目５保健指導費、節１８負担金、補助及び交付金６００万円は、妊

娠届出時及び出生届出時に、それぞれ５万円を支給する出産・子育て応援支援金で

ございます。対象者は、令和４年４月１日以降に生まれた子どもがいる家庭で、６

０名を見込んでおります。 

次に、歳入について御説明いたします。６ページをお願いいたします。 

款１１地方交付税、目１地方交付税、節地方交付税１００万円は、普通交付税で

ございますが、これは財源の調整でございます。 

款１５国庫支出金、目３衛生費国庫補助金、節１保健衛生費補助金４００万円は、

出産・子育て応援交付金でございますが、補助率は３分の２でございます。 

款１６県支出金、目３衛生費補助金、節１保健衛生費補助金１００万円は、出

産・子育て応援支援事業に係る県交付金でございますが、補助率は６分の１でござ

います。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第４９号は、会議規則第３９条第３項の規定

により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 
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これより採決に入ります。 

お諮りします。 

議案第４９号「令和４年度大崎町一般会計補正予算（第７号）」は、原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第４９号「令和４年度大崎町一般会計補正予算（第７号）」は、原

案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第９ 同意第５号 監査委員の選任について 

○議長（神﨑文男君） 日程第９、同意第５号「監査委員の選任について」を議題とい

たします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（東 靖弘君） 御説明いたします。 

本案は、現在、監査委員であります遠矢忠氏の任期が、令和４年１２月３１日を

もって任期満了となりますことから、引き続き同氏を選任したいので、地方自治法

第１９６条第１項の規定により同意を求めるものでございます。 

氏は、大崎町仮宿３３８２番地４にお住まいで、昭和２７年７月１４日生まれの

７０歳でございます。 

氏は、昭和５２年１０月１日に大崎町職員として採用され、その後、社会教育課

長、企画財政課長等を歴任され、平成１９年４月１日から平成２５年３月３１日ま

で、大崎町会計管理者として勤めておられました。その後、平成３１年１月１日か

らこれまで、代表監査委員として町財政の監査に御尽力いただいております。氏は

人望も篤く、人格識見ともに高く、監査委員として適任と考えております。 

なお、任期は令和５年１月１日から令和８年１２月３１日までの４年間でござい

ます。 

よろしく御審議賜り御同意くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（神﨑文男君） これより質疑に入ります。何か質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 質疑なしと認めます。 

よって、質疑はこれをもって終結いたします。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております同意第５号は、会議規則第３９条第３項の規定に

より委員会付託を省略いたしたいと思います。 
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これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 討論なしと認めます。 

よって、討論はこれをもって終結いたします。 

これより、同意第５号について採決します。 

採決は、無記名投票をもって行います。 

議場を閉鎖いたします。 

［議場閉鎖］ 

○議長（神﨑文男君） ただいまの出席議員数は１１人であります。 

会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に３番、稲留光晴君、４番、諸木

悦朗君、５番、宮本昭一君を指名いたします。 

投票用紙を配付いたします。 

念のために申し上げます。本案は賛成とする諸君は賛成と、反対する諸君は反対

と記載願います。 

［投票用紙配付］ 

○議長（神﨑文男君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） なしと認めます。 

投票箱を改めます。 

［投票箱点検］ 

○議長（神﨑文男君） 異状なしと認めます。 

これより投票に移ります。 

職員の点呼に応じて順次投票をお願いします。 

点呼いたします。 

○事務局長（宮本修一君） それでは、議席番号、氏名の順で読み上げます。 

１番、平田慎一議員、２番、富重幸博議員、３番、稲留光晴議員、４番、諸木悦

朗議員、５番、宮本昭一議員、６番、中倉広文議員、７番、吉原信雄議員、８番、

中山美幸議員、９番、上原正一議員、１０番、小野光夫議員、１１番、児玉孝德議

員。 

［投票］ 



 

－ 186 － 

○議長（神﨑文男君） 投票漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

開票を行います。３番、稲留光晴君、４番、諸木悦朗君、５番、宮本昭一君、立

会いをお願いします。 

［開票］ 

○議長（神﨑文男君） 投票結果を報告いたします。 

投票総数１１票。有効投票１１票。無効投票０票。 

有効投票中、賛成、９票、反対、２票。 

以上のとおり、賛成が多数であります。 

よって、同意第５号は同意することに決定いたしました。 

議場の閉鎖を解きます。 

［議場開鎖］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議員派遣の件 

○議長（神﨑文男君） 日程第１０「議員派遣の件」を議題といたします。 

お諮りします。 

別紙のとおり、本町議会議員を派遣したいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、別紙のとおり、本町議会議員を派遣することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 閉会中継続審査・調査申出書 

○議長（神﨑文男君） 日程第１１「閉会中継続審査・調査申出書」についてを議題と

いたします。 

委員会の決定に基づき、お手元に配付してある写しのとおり、４委員長から申出

があります。 

お諮りします。 

４委員長の申出のとおり決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（神﨑文男君） 御異議なしと認めます。 

よって、４委員長の申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査は可決されました。 



 

－ 187 － 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（神﨑文男君） 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。会議を閉

じます。令和４年第４回大崎町議会定例会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時４３分 
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